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1006 1006010
出張美容サービスにお
ける男性の散髪行為の
容認

現行の美容師法では、パーマ行為を伴わない男性の散髪は認めら
れていないが、特区内にある福祉施設や病院での訪問美容サービ
スにおいては、パーマを伴わない男性への散髪を認める

寝たきり老人、福祉施設、病院等への訪問美容サービスを行います。
福祉施設入所者、病院入院患者には、男性も女性もいますが、現行の
美容師法では、パーマ行為をを伴わない男性の散髪は認められてい
ません。特例の導入により、福祉施設または病院等において、衛生に
十分配慮しながら男女の差別なく散髪を行うことを可能とします
なお、理容師資格が必要である顔そり行為については、求められる技
術が散髪とは異なることから、お年寄りや患者さんが希望する場合は、
これまでどおり理容師が対応することとします。

福祉施設入所者、病院入院患者には、男性も女性もいますが、現行の美容師法で
は、パーマ行為を伴わない男性の散髪は認められていません。福祉施設または病院
等において訪問美容を行う際に「男女の差別なく散髪を行って欲しい｣という要望が多
くあがっていますが、現行の美容法が障害となり、実現に至っていません。当該特例
の実現によって、単調となりがちな患者さんやお年寄りの生活に活気とうるおいを与
え、地域の福祉の向上に寄与するものと考えます。

神奈川県

神奈川県厚木市
（有）オクヤマエ
ンタープライズ奥
山一成

地域に愛される美容室
を目指すソーシャル・
アーティスト特区構想

美容組合が訪問美容活動を推進し、福祉施設病院等と訪問美
容に関する契約を結ぶ。組合員を福祉施設、病院等に派遣し
訪問美容を行う。また、寝たきり老人宅からの在宅への訪問美
容要請の電話受付をする。組合は訪問美容を行う際、寝たきり
の状態でも散髪ができる新しい美容機器を組合員に貸し出し、
機器使用に対して対応する新しい美容技術の教育を行い、か
つ軽度の介護技術の教育も行い、訪問美容時の事故防止に
役立てる。また美容室は待合の設置義務があるので、待合の
スペースをお年寄り・障害者等が外出時の緊急回避所と開放
し、訪問美容での経験を生かして緊急回避に来たお年寄り障
害者に対応する。

1073 1073010
フェイスペイントサービ
スにおける美容師法適
用除外

特区内にあるテーマパークで行うフェイスペイントサービス（顔に顔
料でペイントを施し、お客様に楽しんでいただく＜有償のサービス
＞）については、美容師法の適用除外とし、美容師以外の者が美容
所以外の場所で行えるようにする。

現在腕へのペイントサービスを実施していますが、以前よりお客様の
希望の高い顔へのペイントサービスを施すことで、お客様がパークでよ
り高いエンターテインメント性を感じられ、満足度を示されることに繋が
ります。併せてペイントサービス事業の売上向上が図れます。

平成15年1月に、業務委託会社である（有）エンジョイ ユア フェイス ジャパン から
ノーアクションレターにて照会を行い、同6月に以下の回答が発せられたことにより、
フェイスペイントサービスを凍結しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　① 本件サービスは「楽しみまたは変装」の目的で行うとしているが、美容師法第2条
第１項にいう「化粧等の方法により、容姿を美しくする行為」には、他人に見せるという
目的も含んでおり、本件行為が成分的に化粧品と変わらぬもので装い、他人に見せ
て楽しむものであることからすると、客観的に、美容師法の適用となる行為と区別でき
ないこと。
② 一部でパーティーメイク等は、美容を業とする者が行っており、本件行為とこれと明
確に区別できないこと。
③ 業の形態もテーマパーク内とはいえ、「装う行為自体を反復継続して行うもの」で、
目的および形態からして、美容師法第６条にいう「美容業」の範囲に含まれること。　　　
　　　　　　　美容師法の適用を除外して頂くことにより、顔へのペイントサービスが可能
になりテーマパークの活性化に繋がり提案に至りました。

大阪府
株式会社ユー･エ
ス･ジェイ

テーマパーク特区構想
(フェイスペイント）

ユニバーサルスタジオ･ジャパン内において、現在は美容師法
の制限により、腕へのペイントサービスのみを実施しています
が、この適用除外を受けることによって、以前よりお客様から
の要望の高い顔へのペイントサービスを施すことができ、お客
様がパークでより高いエンターテインメント性を感じることがで
き、満足度を示されることに繋がります。

1055 1055010
水道工事の監督資格
要件の緩和

　水道技術者による布設工事の監督資格要件のうち、小規模事業
者で他の国家資格等合格者には年数要件を緩和する。

　代替措置①では、都道府県に事業認可事務が移譲されている小規
模事業者は、布設工事の施設も小規模であり、簡易水道事業と大差が
ないことから、年数要件を緩和する。
　代替措置②では、小規模事業者においては記載されている資格取得
者に対しては監督者の資格要件を緩和することにより、職員の意欲向
上を図る。

　上記２点に該当する者については、水道法施行令第４号の「７年」を
「３年６箇月」に、同第５号の「１０年」を「５年」に短縮する。

　「安全」で「安定」した飲料水の確保をめざし、水道の普及を図ってきたが、整備率が
１００％近くになると建設工事に従事した職員は、布設した管路の維持管理が主な業
務になり、小規模事業者では実務経験のある技術職員が減少している。一方、人事
異動では技術職員（下水道・土木・農林等）間で異動があり、水道実務経験のある職
員の確保に苦慮している。また、監理監督業務の民間委託を行おうとしてもこの要件
が大きな障害になり委託先が限定されている。
　昨今は、特に若い技術職員で管工事に関する国家資格や日本水道協会が認定して
いる資格などの取得が多く行われていることから、このような資格取得者には水道法
施行令に定める実務経験年数を緩和する。

新潟県 新潟県新井市
水道監督資格要件の
緩和

　水道技術者による布設工事の監督資格要件のうち、小規模
事業者で他の国家資格等合格者には年数要件を緩和する。

1090 1090010
水道事業の民間への
全面委託

水道事業における委託可能範囲の拡充

　水道事業は水道法第２４条の３にて、水道の管理に関する技術上の
業務に委託可能な業務が限定されている。
　事業計画、運営のソフト面全般から、施設管理のハード面まで、全面
的に民間委託することにより、民間の活力、経営効率を取り入れ、行政
のさらなるコスト削減が可能と思われる。
　また、民間に対して新たな活動分野を提供することにより、地域経済
の活性化に資することが期待される。

神奈川県
神奈川県小田原
市

水道事業民間委託化
特区構想

　地方自治体の実施している事業のうち、水道事業について、
事業計画、運営のソフト面全般から、施設管理のハード面ま
で、全面的に民間委託することにより、民間の活力、経営効率
を取り入れ、行政のさらなるコスト削減が可能と思われる。
　また、民間に対して新たな活動分野を提供することにより、地
域経済の活性化に資することが期待される。

1063 1063010
伊予柑ジュースにおけ
る製造基準・規格の特
例

・伊予柑果汁は現在、食品衛生法で決められている殺菌方法では、
品質低下が著しい。そこで食品衛生法－清涼飲料水－の項で決め
られている「加熱殺菌」の殺菌条件に特例を設定して頂きたい。
・加熱殺菌→代替措置により無加熱殺菌

我社においては、伊予柑等・農産物の品質とともに生産工程管理がで
きている事が評価されています。特別栽培（減農薬・減化学肥料）で作
られた伊予柑を原料にして加工処理、流通段階においても工程管理シ
ステムを作ることができます。確実に工程管理された状態で、伊予柑
ジュースを製造し、松山市内のホテル・旅館などに朝食用として届け、
又空港・サービスエリヤなどでも提供したいと考えております。これは、
住民及び来訪者・観光客等に地域の産物を再発見して頂くとともに、消
費拡大及び観光に資するものと考えています。

現在、健康のために必要とされる果物の摂取量が年々減少している。いろいろな理由
が考えられるが、生果として購入し、皮をむくとかカットするとかの操作が敬遠される
事も一因であると思われる。その面からも加工処理が必要であるが、従来の加工品
では、消費者の要求に応えられない面がある。そこで、加工処理（高温殺菌・常温流
通）によって特に品質低下の著しい伊予柑ジュースを無加熱殺菌・チルド流通するた
めの食品衛生法特例を提案する。これによりビタミン等も豊富な香りのあるジュースを
提供する事が可能になり、伊予柑の消費拡大、地域活性化、又観光にも資するものと
考える。

愛媛県
のうみん株式会
社

伊予柑生ジュース特区
構想

　愛媛県松山市は、日本における柑橘類主要産地の一つであ
り、特に伊予柑等については主産地である。果物は嗜好品とし
て、又健康上も重要な食品であるが、近年青果としての需要は
減少している。消費の多様化に対応するためには、加工処理
が必要であるが、ジュース加工する際に、伊予柑等加熱殺菌
による品質低下が著しい品種がみられる。そこで、産地におい
てシーズン中（冬期）のみ、衛生管理を徹底した上での加熱殺
菌しない生搾りジュースの製造流通できる特区を提案する。　
(シェルフライフ72h）
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1258 1258010
平成ふぐ維新(萩沖産
シロサバフグ肝の可食
化）

萩市は、明治維新発祥の地で観光の街である。しかし、観光客が
年々減少しており、平成１５年は、宿泊客が最盛時の５３％まで落ち
込んでいる。一方、萩の漁業の歴史は古く、年間１６０種以上の魚介
類を水揚げし、アマダイやケンサキイカ、マアジ、さらに日本最大級
のふぐはえ縄基地を有し、高品質な天然ふぐの産地である。萩沖で
漁獲されるふぐは、主にシロサバフグ、マフグ、トラフグであるが、そ
のうちシロサバフグは魚体全体が無毒で、過去、国内での中毒事例
は発生していない。現在、食品衛生法等により、禁止されているシロ
サバフグの肝を可食化することにより、萩の高品質な魚介類を全国
に紹介し、地域経済の活性化を促進する。

ふぐは昔から高級料理というイメージが強く、天然トラフグが高値取り
引きされることから、乱獲が進み、昭和50年代半ばから資源が激減し
た。現在、各機関が放流事業などで資源の回復を図っているが、即効
性が低く、生産者や取り扱い業者が、厳しい経営を強いられている。一
方、シロサバフグは、トラフグ神話の陰で過小評価（㎏単価トラフグの
30分の１以下：下関南風泊市場発表）され、主に加工処理されることか
ら、鮮度劣化した輸入冷凍物などと、近海物の区別があまりされていな
いのが現状である。加えて魚体全てが無毒の種であるにも関わらず、
極めて美味なる肝が全て廃棄されている。平成15年4月から平成16年
3月、山口はぎ水産物地方卸売市場に上場した近海天然物シロサバフ
グのうち、本案で対象とする肝の重量は8,787㎏。これを市場卸売り価
格㎏単価4千円(仮定）で販売できれば、合計約3,500万円(※別添１）と
なる。仲買い、小売り、さらに飲食店や旅館、また2次加工、3次加工の
特産品を販売することにより、街への集客フックとして機能すれば、
シャワー効果で水産業以外への波及効果も見込める。道の駅萩しー
まーとは、萩の海産物の販売と魚食普及を目的に、平成13年４月に開
業した道の駅で漁協直営店など18店舗からなる協同組合（別添パンフ
レット）。館内鮮魚店４店舗およびレストラン２店舗をモデル店としてシ
ロサバフグ肝の販売ノウハウを１年間蓄積し、萩市内の鮮魚販売店や
加工業者、飲食業や宿泊施設へマニュアル化し拡大していく（別添
２）。最も留意する点は、有毒種のふぐ肝の混入であるが、販売(加工）
店に対して、取り扱い認定制度を設け、科学的根拠に基づく種の同定
をレクチャーし、クロスチェックをすることによって、安全性を確保する。
また、漁場、漁法、漁獲・販売時期を限定することにより、乱獲と、他種
のふぐの混入を防ぐ（※別添３）。現在萩市および、山口はぎ漁業協同
組合も、本案に賛同している。ふぐの扱いに関して、高い技術と経験を
持った山口県萩の生産者、市場、販売業者が一体となって、初めて実
現できる新しいふぐ食文化を提案する。

来萩観光客の増加、水産関係者の生活向上、水産資源の有効活用、魚食文化の普
及

山口県

ふるさと萩食品
協同組合”道の
駅萩しーまーと　
”

平成ふぐ維新

萩市は、明治維新発祥の地で観光の街である。しかし、観光客
が年々減少しており、平成１５年は、宿泊客が最盛時の５３％
まで落ち込んでいる。一方、萩の漁業の歴史は古く、年間１６０
種以上の魚介類を水揚げし、アマダイやケンサキイカ、マア
ジ、さらに日本最大級のふぐはえ縄基地を有し、高品質な天然
ふぐの産地である。萩沖で漁獲されるふぐは、主にシロサバフ
グ、マフグ、トラフグであるが、そのうちシロサバフグは魚体全
体が無毒で、過去、国内での中毒事例は発生していない。現
在、食品衛生法等により、禁止されているシロサバフグの肝を
可食化することにより、萩の高品質な魚介類を全国に紹介し、
地域経済の活性化を促進する。

1154 1154010
医薬部外品についての
承認申請の特例措置

　民間医療機関自らが開発した医薬部外品についての承認申請に
当たっては、一定の場合に薬事法施行規則第18条の３第1項に規定
されている承認のための添付資料について、省略を可能とすること。
同項においては、承認申請の際に、安全性や安定性等5項目につい
て、資料の添付が求められているが、このうち、①安全性に関する資
料添付については、当該医薬部外品が食品衛生法上の指定を受け
た食品添加物のみによって混合されており、かつ、同法による使用
基準値以下の利用であり、人体への悪影響を生じせしめることは想
定されないため、これを不要とすること。 ②安定性に関する資料添
付については、当該医薬部外品を開発した医療機関内での使用に
限定される場合には、 流通による使用条件の激変は考えらないた
め、これを前提とした安定性試験についての資料添付を不要とする
こと。③物理的化学的性質等に関する資料添付についても、①と同
様に食品添加物のみによって混合されているため、これを不要とす
ること。　以上の特例措置を講じた上で、特区計画の内閣総理大臣
による認定手続きと、薬事法に基づく厚生労働大臣の承認手続きを
一本化されたい。

当医療機関自らが開発した消毒液を、医薬部外品として、入院患者の
口臭防止剤やわき臭防止剤、薬用石鹸等として使用することにより入
院患者の精神的な安定と清潔感の保持を実践する。このことにより治
療効果を高め、入院患者の早期の社会復帰等を促進する。

本案件の場合は、既に他法令で一定の安全性等が確保されており、通常の医薬部外
品の承認申請手続きにかからしめる必要性に乏しい。医療機関内で使用するため、
流通を前提にした試験も不要である。実際、承認申請に当たっては、膨大なデータの
提出及びそのための厳密な試験の実施等が求められており、医療機関自らが承認申
請を行うことは、設備面や金銭面からも著しく困難である。事実上、一定の企業（製薬
会社、化粧品会社等）でなければ承認申請が困難な現行の仕組みは、医薬部外品の
開発、製造の障壁となっており、結果的に消費者の利益を奪うものとなっている。

大阪府

財団法人成研会
付属汐ノ宮温泉
病院、医療法人
ハタクリニック

民間医療機関主導によ
る医薬部外品の開発・
製造プロジェクト

  当医療機関では、複数の食品添加物を一定比で組み合わせ
ることにより、医療現場のニーズに即し、実用的で生体にやさ
しい消毒液の開発に成功した。これを薬用石鹸や口臭・わき臭
防止剤等（医薬部外品）として、入院患者に使用させることによ
り、治療の効果を高め、早期の社会復帰を促進することが可能
となる。このためには、薬事法による医薬部外品の承認申請
手続きを簡素化し、一民間医療機関主導による医薬部外品の
製造等を容易にすることが必要である。このことは、新しい医
薬部外品の創出の可能性を広げるとともに、医薬品業界等の
活性化にもつながるものである。

1154 1154020

医薬部外品についての
承認申請にかかる標準
的事務処理期間の特
例措置

民間医療機関自らが開発した医薬部外品についての承認申請につ
いて、上記の特例措置が認められた場合には、承認申請について
の標準的事務処理機関を3ヶ月（薬事法による化粧品の承認並み、
かつ、特区計画の認定期間と同一。現行は6ヶ月）へと短縮するこ
と。

当医療機関自らが開発した消毒液を、医薬部外品として、入院患者の
口臭防止剤やわき臭防止剤、薬用石鹸等として使用することにより入
院患者の精神的な安定と清潔感の保持を実践する。このことにより治
療効果を高め、入院患者の早期の社会復帰等を促進する。

上記、承認申請の特例措置が認められた場合には、審査手続きも簡素化されると考
えられるため、現行6ヶ月の標準的事務処理機関を3ヶ月へと短縮されたい。 これは
特区計画の認定期間と同一である。

大阪府

財団法人成研会
付属汐ノ宮温泉
病院、医療法人
ハタクリニック

民間医療機関主導によ
る医薬部外品の開発・
製造プロジェクト

  当医療機関では、複数の食品添加物を一定比で組み合わせ
ることにより、医療現場のニーズに即し、実用的で生体にやさ
しい消毒液の開発に成功した。これを薬用石鹸や口臭・わき臭
防止剤等（医薬部外品）として、入院患者に使用させることによ
り、治療の効果を高め、早期の社会復帰を促進することが可能
となる。このためには、薬事法による医薬部外品の承認申請
手続きを簡素化し、一民間医療機関主導による医薬部外品の
製造等を容易にすることが必要である。このことは、新しい医
薬部外品の創出の可能性を広げるとともに、医薬品業界等の
活性化にもつながるものである。

1154 1154030
医薬部外品についての
製造許可にかかる特例
措置

民間医療機関自らが開発した医薬部外品についての承認申請につ
いて、上記の特例措置が認められた場合であって、当該特例措置に
かかる構造改革特別区域計画の認定申請が都道府県により行われ
るときは、当該計画上に必要な事項を明記することにより、事後的な
当該医薬部外品にかかる製造許可を不要とすること。

当医療機関自らが開発した消毒液を、医薬部外品として、入院患者の
口臭防止剤やわき臭防止剤、薬用石鹸等として使用することにより入
院患者の精神的な安定と清潔感の保持を実践する。このことにより治
療効果を高め、入院患者の早期の社会復帰等を促進する。

構造改革特別区域計画の作成主体と、当該計画にかかる医薬部外品の製造許可の
許可権限者が同一となるため。

大阪府

財団法人成研会
付属汐ノ宮温泉
病院、医療法人
ハタクリニック

民間医療機関主導によ
る医薬部外品の開発・
製造プロジェクト

  当医療機関では、複数の食品添加物を一定比で組み合わせ
ることにより、医療現場のニーズに即し、実用的で生体にやさ
しい消毒液の開発に成功した。これを薬用石鹸や口臭・わき臭
防止剤等（医薬部外品）として、入院患者に使用させることによ
り、治療の効果を高め、早期の社会復帰を促進することが可能
となる。このためには、薬事法による医薬部外品の承認申請
手続きを簡素化し、一民間医療機関主導による医薬部外品の
製造等を容易にすることが必要である。このことは、新しい医
薬部外品の創出の可能性を広げるとともに、医薬品業界等の
活性化にもつながるものである。



構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事項
（事項名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 （再）提案理由 都道府県名 提案主体名
構想(プロジェク
ト)の名称

提案概要

1157 1157010

院内製造されたＰＥＴ用
ＦＤＧ製剤を他の医療
機関に提供することの
容認

ＰＥＴ用ＦＤＧ製剤は、薬事法の規制により、院内製造されたものを自
家消費する場合に限って使用が認められている。これをＦＤＧ製剤に
限定して、他の医療機関に提供することを特例的に認める。

愛媛県立中央病院に整備されたサイクロトロンを使用してＦＤＧ製剤を
合成し、松山市及び東温市内の医療機関に提供する。
提供された医療機関はサイクロトロンを自前で用意する必要がなく、Ｐ
ＥＴ装置導入の初期投資を低く抑えられるため、ＰＥＴ検査の損益分岐
点を低減でき、がんの早期検出に極めて有効なＰＥＴ検査のより一層
の普及が期待できる。

院内で合成されたＦＤＧ製剤は、当該病院内で自家消費することは認められている
が、他の医療機関に提供することは認められていない。このため、ＰＥＴ装置を導入す
る医療機関は、どんなに近距離に位置していても、それぞれが自前のサイクロトロン
を購入する必要があり、初期投資に莫大な費用がかかる。このことが、ＰＥＴ施設の損
益分岐点を大幅に引き上げてしまい、その結果、患者への経済的負担を増大させ、
かつ、ＰＥＴ検査の普及も阻害するという悪循環に陥らせている。
医療費全体の抑制という観点から考えても、ＰＥＴによるがん検診を国民全体に普及
させることにより、将来的にはがん治療関連医療費の大幅な抑制につながるのは自
明である。
国民の死因の３分の１を占めるがんに対して画期的な検出能力を有するＰＥＴを普及
させることは、国策として取り組むべきと言っても過言ではないと思われる。そのため
にも、まず薬事法の規制ありきではなく、いかに対応すれば国民に広くＰＥＴ検査が普
及するかという観点から、大英断をお願いしたい。

愛媛県 愛媛県 愛媛ＰＥＴ推進特区
院内製造されたＰＥＴ用ＦＤＧ製剤を、近距離の医療機関で、か
つ、輸送中の品質保持、放射線防護対策が整うことを条件に
院外への提供を容認する。

5002 50020001
院内で合成されたＦＤＧ薬剤
の院外（サテライト）供給規
制緩和

サイクロトロン核医学利用専門委員会が成熟技術とした放射性薬剤の(2001年
改定）では設置した医療機関が院内製造によって、同一敷地内での使用が可
能である。　　　　　　　サテライト(同一敷地外）においても同一医療法人
(事業所）による製剤供給の規制緩和を要望する。　　放射線障害防止法(文
部科学省)上は対処可能。

「がん」の早期発見､早期治療を行うことにより､「がん」の死亡率低下及び医
療費の削減に取組む為､PET診断装置を設置する計画で2005年4月のオープンを目
指しております。
当医療法人ではPET受診率を促進する為､サテライト方式によるPET検診施設の増
設を検討しており､｢がん｣の早期発見を図り治療費の削減また死亡率の低下を目
指す計画です。
従って､院内サイクロトロン装置により合成されたFDG製剤のサテライト(院外）
供給が不可欠となるため制度改正を要望いたします。
なお、本件については「日本核医学会」及び　｢日本アイソトープ協会医学・薬
学部会ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ核医学利用専門委員会」が策定したガイドラインまた放射性薬剤
の基準により制度化され運用しているが､ガイドラインはあくまでも自主規制と
認識される。
よって薬事法､医療法上は何等明確に規定されていない為､同一医療法人内にお
けるFDG製剤の供給可否が判断出来ない。　　そもそも｢がん検診」はニーズが
高く本件が実現出来る様に関係法上の要件等との整合性を図っていただきた
い。

　(規制等の問題点）　・現在PET検査薬剤(FDG)は医療機関に設置されたサイクロトロン装置に
より製造されたものだけが使用されている状況。････薬事法第2条第1項に規定する医薬品に該当
せず、障防法第2条第2項に該当。
・FDG製剤のデリバリーについては日本メジフィジックス（株）が全国８拠点にPETラボを完成さ
せており、薬事法上の承認を取得次第､速やかに供給出来る体制を整備している。
・同一医療法人における薬剤供給については障防法上は対処可能と思われるが､薬事法､医療法上
等の規制があり現状では不可能である。
（規制改革、民間開放の必要性）
・同一医療法人によるサテライト方式のPET検査施設を計画しているがPET検査薬（FDG)のデリバ
リーに規制があり現状不可能。　　　（必要性）
➀PET検診者の利便性　：サテライト方式によるPET検診施設の増設　➁PET検診費用の低減　：
PETカメラのみの設備投資ですみ、検診料金の低下に寄与できる　以上のことから検診､受診者の
利用増加が実現でき､「がん」の早期発見に繋がり､最終的には医療費削減が期待できる。

医療法人 祥仁会
理事長　千葉憲哉

1051 1051010
優良飲用薬用温泉水を
医薬品として販売等す
ることを容認すること

薬事法第２条第１項で、「医薬品」とは「日本薬局方に収められてい
る物」等と規定されているが、適応症が客観的に明らかな優良飲用
薬用温泉水も薬事法上の「医薬品」として販売等することができるよ
うにしてほしい。

優良飲用薬用温泉水のボトリングによる市販及び輸出行為（医薬品と
して）

現在我が国には未利用、優良、飲用、薬用温泉水が、毎分約51万m3もあります。こ
の優良飲用薬用温泉水を、温泉法に定める泉質別、適応症（効能）を表示して販売し
たい。
１．放射能泉。関節痛、筋肉痛、神経痛、慢性消化器病、痛風、慢性胆のう炎、胆石
症
２．硫酸塩泉。慢性便秘、肥満症、糖尿病、痛風、慢性胆のう炎、胆石症
３．炭酸水素塩泉。慢性消化器病、肝臓病、糖尿病、痛風
４．硫黄泉。慢性便秘、糖尿病、痛風
５．塩化物泉。慢性消化器病、慢性便秘
６．二酸化炭素泉。慢性消化器病、慢性便秘

静岡県、宮城
県、新潟県

個人
優良、飲用、薬用温泉
水販売構想

優良飲用薬用温泉水をボトル詰めにし、医薬品として国内市
場に流通する。更に近隣諸国に輸出して関係諸国民の健康保
持。及我国の国保財源の健全化、雇庸の促進、経済の発展に
最大限貢献するものと期待するものである。

1107 1107010

麻栽培免許の交付要
件の緩和（産業用利用
を目的とする麻栽培を
追加）

大麻取締法において栽培免許を交付する際の要件“その栽培目的
が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必需品として生活
に密着した必要不可欠な場合（平成13年3月13日付医薬監発麻第
294号）”を緩和し、低ＴＨＣ品種については、栽培、管理、利用方法
が適切と認められる場合には、産業用利用を目的とする麻栽培にも
免許を交付する。

本提案は、麻栽培免許の交付要件を緩和していただき、産業用利用を
目的とした麻の栽培について、町内農家により麻栽培組合を組織し、
無毒麻「とちぎしろ」などの低ＴＨＣ品種に限定して町内の遊休農地など
で栽培を行うことを目指すものであります。
麻の栽培管理手法については、日本一の麻の産地であり、低ＴＨＣ品
種の無毒麻「とちぎしろ」により、不正栽培、盗難、乱用助長等の問題
の心配が一切無い手法を既に確立しております。
本提案においても、特区内で栽培する麻を全て低ＴＨＣ品種とし、町内
農家による麻栽培組合を組織し、紫波町および麻栽培組合による適切
な管理のもと町内の遊休農地などの有効利用も含めて栽培を行うこと
を考えており、栃木県と同等の措置をとるよう体制を整備します。
栽培した麻の利用方法としては、麻幹は町内の炭化施設において麻
炭を生産し、国内自給率０％の花火の助燃材として販売ができ、麻実
は、必須脂肪酸、必須アミノ酸など豊富な栄養素を持っていることか
ら、地域で運営する食品加工の任意組合でドレッシング、パン、もちな
どを生産し、産地直売所などで販売することができます。靭皮繊維から
は精麻が生産できます。これにより厳しい環境にある農業において、麻
の栽培・加工・販売を地域で一体的に行うことで農業６次産業化を図
り、農家所得の向上を目指すものであります。
これにより、まちづくりの理念として、祖先から受継いだ自然や郷土の
文化を未来の子供たちに引き継ぐために、循環型社会の構築に取り組
んでいる当町の新たな産業として、日本の伝統的な農作物であり、環
境にやさしく利用価値が高い麻の栽培からそれを利用した麻炭、食
品、繊維などの生産、販売までを地域で一体的に行い農業の６次産業
化を図ります。

構造改革特区第５次提案に引き続き、産業用利用を目的とした麻の栽培に関して再
提案致します。
　我が国の麻の栽培面積は、大麻取締法の制定と厳格な栽培免許制度の運用より
年々減少し続け1950年の4049haから1999年には僅か12haになっており、今では伝統
的な農作物である麻の栽培が日本の各地消え去っています。しかし、現在においても
麻製品の需要は多く、原料について国内需要の殆どを輸入に頼っている現状にあり
ます。一方で、政府においては、地球温暖化対策推進大綱やバイオマス・ニッポン総
合戦略の策定などに見られるように、これまでの化石資源に依存した社会のあり方を
見直そうとしており、麻は、衣服（繊維）、紙、住宅用建材、バイオエタノール、医薬品・
化粧品、生分解性プラスチック、健康食品（必須アミノ酸、必須脂肪酸）など様々に利
用可能なことから、石油などの化石資源と違い持続的に再生可能な資源でもありま
す。近年、地球環境問題が深刻になる中で、麻は地球環境や人間生命・健康を守る
優れた農作物として再認識され、諸外国ではもともと栽培しているロシア・中国・フラン
ス等に加え、イギリス・ドイツ・カナダ・オーストラリア等でも、低ＴＨＣ品種の産業用大
麻の栽培を解禁しております。したがって、我が国においても規制のみ観点からだけ
でなく、伝統的な農作物である麻の有用性を再認識し、少しでも国内自給する方策を
積極的に検討すべきであり、産業用利用を目的とした麻栽培を認めるべきでありま
す。
　麻の栽培行為は、大麻乱用による保健衛生上の危害を防止する観点から、現在の
免許制度により栽培目的が国民生活にとって必要不可欠なものに限定されており、ま
た、1970年代には日本においても大麻を吸うための麻の盗難が多発したとされていま
す。しかし、日本一の麻の産地である栃木県では、盗難から麻栽培を守るため、1982
年に低ＴＨＣ品種の無毒麻「とちぎしろ」を開発しており、全ての麻をとちぎしろに切り
替えてから、盗難の問題は既に解消されております。このように、現在では低ＴＨＣ品
種のもので栽培、管理を適切に行えば、不正栽培、盗難、乱用助長等の問題はなく
なっております。
　前回の厚生労働省の回答にある「大麻の栽培を安易に認めれば、不正栽培、盗
難、乱用助長等の問題が起こりうることから、保健衛生上の危害を防止するために
は、真に必要不可欠な場合に限定して栽培免許を付与することが必要である。」につ
いてですが、まず不正栽培については、麻の栽培は都道府県知事より栽培免許を交
付された方だけができることになっており 本提案にある産業用利用を目的とした栽培

岩手県 岩手県紫波町
麻による農業6次産業
化構想

伝統的な農作物である麻は、環境負荷が少なく利用価値が高
いことから、持続的に再生可能なバイオマスとして非常に有用
である。大麻乱用による保健衛生上の危害を防止する観点か
ら、麻の栽培は国民生活にとって必要不可欠なものに限定さ
れているが、栃木県で実証されているとおり、現在では低ＴＨＣ
品種のもので栽培、管理を適切に行えば、不正栽培、盗難、乱
用助長等の問題はなくなっている。このため、麻栽培免許の交
付要件を緩和し、循環型社会の構築に取り組んでいる紫波町
の新たな産業として、低ＴＨＣ品種に限定して産業利用を目的
に栽培を行い、それらを利用した麻炭、食品等の生産、販売ま
でを地域で一体的に行い農業の６次産業化を図る。
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1146 1146030

アメリカ、EU諸国で承
認されている医薬品、
医療材料の使用の限
定的自由化

アメリカ、EU諸国のうち2カ国以上で承認されている医薬品、医療材
料であれば、安全性、有効性の点で一定の基準を満たした製品が多
いと理解される。このような製品の使用については、患者側からの要
望が大きく、これを提供することが特定機能病院の責務であると考え
る。したがって、当院では他先進国で既に導入され、安全性、有効性
について実績のある医薬品、医療材料について、更に日本固有の
問題等について審査する機関を院内に設け、一定の基準を満たした
ものについてのみ、独自に輸入、使用する。
国内で承認されている医薬品であり、この医薬品の適用症例の拡大
である場合には、従前の治験・審査の手続きを経るものとし、本件で
求める規制の特例は新薬の輸入、使用に限るものとする。

カテーテル、ペースメーカーなどの医療材料は内外価格差が大きいと
指摘されており、規制が緩和されれば製造事業者などと交渉を行い、
輸入、使用する。
現在では医療材料の輸入が品目別・事業者別の承認となっていること
で、内外価格差が解消される。

保健衛生上の危害防止の観点から未承認の医療材料の輸入は認められないという
回答であった。十分な審査基準を持つ多数の国において承認されたものであれば、
指摘のような問題は発生しないものと考えられるが、この点に関する合理的な拒否理
由が提示されていない。

東京都
東京大学医学部
附属病院

健康づくり特区

東京大学医学部附属病院は、「健康づくり特区」を東京都文京
区内で実施する。この特区では、保険診療を受ける患者に対
し、高度な医療（以下、高次医療）を付加的に提供する場合
に、届出を行うことで保険診療との併用を認め、保険外診療以
外のものについて保険請求を認める「高次医療」の創設など5
つの項目の実施により、先端医療や高次医療の開発と実践、
個々の患者に最適な医療の提供を目指すものである。本構想
は、規制の特例が認められれば、病院内での必要な審査を経
て、すぐにでも実施可能である。特例を求める法令は、医療
法、健康保険法、薬事法等の医療制度の根本を形成する法令
であり、多岐にわたっている。

1146 1146040
治験終了後の未承認
薬の使用

現在の医療保険制度においては医薬品、医療材料は薬事法による
認可以降、薬価収載されるまでの間は当該薬品を投与した際、実費
徴収が可能となっているが、これを治験終了後から認可の期間にも
拡張し、治験に参加して先進的な治療の恩恵を受けることができた
患者に対して継続的な提供を可能としたい。

当院では常時100プロトコル以上の治験が実施されており、治験の結
果として病状が回復した患者に対しても、治験終了に伴って未承認薬
を提供することができなくなっている。特にクローン病などの難治の再
発性疾患で、治験終了後に自費による継続投与と保険診療を組合せ
を考えている。

現行の医師主導の治験により、患者への薬剤の投与等を再開すれば実現できるとい
う主旨の回答であったが、医師主導の治験では製薬企業側の協力が得られる可能性
が低下すると考えられ、また、このような方法で実現する合理性がない。
10月22日の内閣府での公開討論の場でも患者から指摘のあったところであり、社会
的要請が大きいと判断した。

東京都
東京大学医学部
附属病院

健康づくり特区

東京大学医学部附属病院は、「健康づくり特区」を東京都文京
区内で実施する。この特区では、保険診療を受ける患者に対
し、高度な医療（以下、高次医療）を付加的に提供する場合
に、届出を行うことで保険診療との併用を認め、保険外診療以
外のものについて保険請求を認める「高次医療」の創設など5
つの項目の実施により、先端医療や高次医療の開発と実践、
個々の患者に最適な医療の提供を目指すものである。本構想
は、規制の特例が認められれば、病院内での必要な審査を経
て、すぐにでも実施可能である。特例を求める法令は、医療
法、健康保険法、薬事法等の医療制度の根本を形成する法令
であり、多岐にわたっている。

1035 1035010

離島に所在する１００床
未満の保険医療機関
における複合病棟の承
認

平成１４年厚生労働省の複合病棟に関する告示・通知により１つの
看護単位での一般病床と療養病床の健康保険に係る費用の算定が
できなくなった。

高齢化比率が高くなった離島医療の環境の中で、１つの看護単位で一
般病床（３５床）と療養病床（２５床）の届出が可能となれば、患者の島
外入院を防ぎ、離島医療の機能が高まる。

地域の高齢化に配慮し、平成１４年度に
１００床未満の病院で複合病棟の届出をしようとしたところ、既に厚生労働省の告示・
通知から届出ができなかったので、離島医療の機能を高めるため提案する。

長崎県
長崎県新上五島
町

複合病棟（病院）に関
する診療報酬制度の基
準の緩和

１つの看護単位で一般病床と療養病床の複合を可能にするこ
とに
より、高齢化比率の高い離島に所在する１００床未満の病院の
受
診率を高め、経営健全化が図られ、住民の島外入院等を防ぐ
こと
になる。

1076 1076030

地方公共団体が開設
する病院における病床
数に対する特定療養環
境（差額室料の割合）
に関する規制緩和

地方公共団体が開設する病院における病床数に対する特定療養環
境（差額室料の割合）の規制を緩和する。現在、その割合の上限規
制が３割であるが、民間病院並みの５割まで引き上げる。

市立芦屋病院は地域性に特徴があることから医療費の個人負担が増
えるにも拘らず、患者が入院する際には個室（差額ベッド）を優先して
希望する患者が多いという実態がある。
芦屋病院における病床数に対する個室（差額ベッド）の割合を現在の３
０％から民間病院並みの５０％まで引き上げることにより、病院事業と
しての収入の確保と入院患者の満足度の向上を図る。（別添１：一部
再掲）

・芦屋病院においては、プライバシー確保や療養環境面での充実から、入院時に個
室入室を希望する患者が多く、患者満足度向上の妨げになっていること。
・病院事業の収入確保面での妨げになっているとこと。

兵庫県 兵庫県芦屋市 公立病院効率化構想

①芦屋病院施設内において個人診療所を開業することによ
り、一層の診療連携推進による患者への安心提供を確保する
とともに、病院が現在保有する資源の有効活用が見込まれ
る。
②市有地内での保険調剤薬局、小売販売事業の運営実施を
目的に、市有地を民間事業者に貸すことにより、患者及び地域
住民の生活面での利便性向上、地域経済の活性化及び国が
推進する医薬分業を図る。
③地方公共団体が開設する病院における病床数に対する特
定療養環境の規制緩和を実施することで、病院事業収入の確
保と入院患者の満足度向上を図る。
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1098 1098010
保険医療機関内での
鍼灸治療の実施

いわゆる混合診療の禁止により禁じられている保険診療と自由診療
による治療を患者の希望により鍼灸治療が実施できることを容認す
る。

明治鍼灸大学は我が国で始めて認可された高度な知識と技術を有す
る鍼灸師養成を目的とした４年制大学であり、その設立においては附
属病院を設置することが義務付けられた。しかし、保険医療機関内で
の鍼灸治療は混合診療の禁止に抵触することから教育研究活動に一
定の制限を強いられてきた。その様な状況下でも臨床研究を積み重
ね、東西医学による補完医療の有効性・有用性を明らかにしてきた。
一方、欧米では、新しい医療の構築と医療費抑制を目的として補完代
替医療が積極的に取り込みられ、素晴らしい実績をあげている。そこで
本学附属病院において鍼灸治療を行い、東西医学による統合医療の
医療モデルを科学的な根拠に基づいて構築する。

京都府 明治鍼灸大学
東西医学による統合医
療特区

明治鍼灸大学は我が国で始めて認可された高度な知識と技
術を有する鍼灸師養成を目的とした４年制大学であり、その設
立においては附属病院を設置することが義務付けられた。しか
し、保険医療機関内での鍼灸治療は混合診療の禁止に抵触
することから教育研究活動に一定の制限を強いられてきた。そ
の様な状況下でも臨床研究を積み重ね、東西医学による補完
医療の有効性・有用性を明らかにしてきた。一方、欧米では、
新しい医療の構築と医療費抑制を目的として補完代替医療が
積極的に取り込みられ、素晴らしい実績をあげている。そこで
本学附属病院において鍼灸治療を行い、東西医学による統合
医療の医療モデルを科学的な根拠に基づいて構築する。

1146 1146010
「高次医療」制度の新
設

保険診療を受ける患者に対し、高度な医療（以下、高次医療）を付加
的に提供する場合に、届出を行うことで保険診療との併用を認め、
保険外診療以外のものについて保険請求を認める。

当院において保険診療を行う患者について、基本的な保険診療と併せ
て患者の希望で、保険未収載の医療を付加的に提供し、治療等の効
果を高める。例えば、健康保険法関連の法令で定められた基準を超え
た看護師を配置して診療に当たらせること、安全で確実な診療のため
に不可欠となっている医療材料を使用することを想定している。

東京都
東京大学医学部
附属病院

健康づくり特区

東京大学医学部附属病院は、「健康づくり特区」を東京都文京
区内で実施する。この特区では、保険診療を受ける患者に対
し、高度な医療（以下、高次医療）を付加的に提供する場合
に、届出を行うことで保険診療との併用を認め、保険外診療以
外のものについて保険請求を認める「高次医療」の創設など5
つの項目の実施により、先端医療や高次医療の開発と実践、
個々の患者に最適な医療の提供を目指すものである。本構想
は、規制の特例が認められれば、病院内での必要な審査を経
て、すぐにでも実施可能である。特例を求める法令は、医療
法、健康保険法、薬事法等の医療制度の根本を形成する法令
であり、多岐にわたっている。

1146 1146020
高度先進医療の届出
制

現在、認可制となっている高度先進医療について、特定承認保険医
療機関内での審査を経たものは、事後の届出制で実施可能とする。

当院では現在4種類の高度先進医療を申請しているが、長いものでは
3年以上も認可されておらず、結果的に患者の不利益につながってい
ることは看過しがたい。届出制に規制緩和されれば、これらの医療に
ついては医療機関側の責任で高度先進医療として実施し、事後に届
出を行う。

東京都
東京大学医学部
附属病院

健康づくり特区

東京大学医学部附属病院は、「健康づくり特区」を東京都文京
区内で実施する。この特区では、保険診療を受ける患者に対
し、高度な医療（以下、高次医療）を付加的に提供する場合
に、届出を行うことで保険診療との併用を認め、保険外診療以
外のものについて保険請求を認める「高次医療」の創設など5
つの項目の実施により、先端医療や高次医療の開発と実践、
個々の患者に最適な医療の提供を目指すものである。本構想
は、規制の特例が認められれば、病院内での必要な審査を経
て、すぐにでも実施可能である。特例を求める法令は、医療
法、健康保険法、薬事法等の医療制度の根本を形成する法令
であり、多岐にわたっている。
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1165 1165010
国民健康保険の賦課
（課税）限度額の撤廃

国民健康保険制度は健全な運営の確保が困難になってきている
が、この制度的要因として、国保税の限度額が設けられていることに
よる中位以下の所得層における税の負担感の増加、納税意欲の減
退が挙げられる。そこで高所得者層の占める割合が比較的多い士
幌町においては限度額を現行の１．１倍の範囲内で設定できる特例
を提案したい。町内において、限度額を支払っている世帯は約３２０
世帯あり、全加入者の２割強を占めており、限度額を上げたとして
も、この層の納税意欲に悪影響を及ぼすことは少なく、課税の不公
平感を取り除き、納税意欲を増す効果が期待できる。

国民健康保険税の限度額を上げる。これにより、中位以下の所得層の
税負担の不公平感を軽減することができ、同時に納税意欲を高めるこ
とが可能となる。結果として国民健康保険制度の健全な運営の確保へ
と繋がることとが期待される。

農業生産額が大きく、高所得者層の占める割合の多い士幌町においては国保税の
課税限度額が設定されていることにより、中位以下の所得層の負担が相対的に大き
くなっている。その結果、中位以下の所得層の負担感が増し、納税意欲が減退し、保
険の健全な運営の確保に支障を来している。全国一律の限度額を撤廃し、現在の限
度額を少し上げることにより、高額納税者の納税意欲が減退することは考えにくく、む
しろ中位以下の所得層の税負担の不公平感を軽減し、納税意欲を高めることができ、
国民健康保険制度の健全な運営の確保へと繋がることが期待される。

北海道
北海道河東郡士
幌町

安全・安心特区

国民健康保険制度は健全な運営の確保が困難になってきて
いるが、この制度的要因として、国保税の限度額が設けられて
いることによる中位以下の所得層における税の負担感の増
加、納税意欲の減退が挙げられる。そこで高所得者層の占め
る割合が比較的多い士幌町においては限度額を現行の１．１
倍までの範囲で設定できるとする特例を提案したい。町内にお
いて、限度額を支払っている世帯は約３２０世帯あり、全加入
者の２割強を占めており、限度額を少額上げたとしても、この
層の納税意欲に悪影響を及ぼすことは少なく、逆に中位以下
の所得層への課税額を大きく減ずることができ、課税の不公平
感を取り除き、納税意欲を増す効果が期待できる。

1146 1146050
新たな治療法への保険
の準用

学術的に、または海外での事例では医療上必要であることがわかっ
ているが、わが国の保険医療制度の中では保険適用となっていない
処置・手術等を行った場合、保険点数を準用して請求することを可能
とする。

規制の特例が認められれば、前立腺がんに対する永久密封小線源治
療、ホモグラフト（凍結保存同種陣抗弁）を用いた弁置換術、胎児心エ
コーなど多数の処置・手術等について実施する準備がある。（現在でも
多くのものを病院の持ち出しとして患者に提供している。）

東京都
東京大学医学部
附属病院

健康づくり特区

東京大学医学部附属病院は、「健康づくり特区」を東京都文京
区内で実施する。この特区では、保険診療を受ける患者に対
し、高度な医療（以下、高次医療）を付加的に提供する場合
に、届出を行うことで保険診療との併用を認め、保険外診療以
外のものについて保険請求を認める「高次医療」の創設など5
つの項目の実施により、先端医療や高次医療の開発と実践、
個々の患者に最適な医療の提供を目指すものである。本構想
は、規制の特例が認められれば、病院内での必要な審査を経
て、すぐにでも実施可能である。特例を求める法令は、医療
法、健康保険法、薬事法等の医療制度の根本を形成する法令
であり、多岐にわたっている。

1247 1247010 混合診療の自由化 保険内診療と保険外診療の併用を認めることを提案します。

現在、「高度先進医療」につき、「特定承認保険医療機関」でのみ認め
られている、保険内診療と保険外診療の併用、つまり「混合診療」を一
般の病院でも可能とします。このことにより、利用者の病院選択に幅を
広げ、医療機関同士の競争を促進し、医療サービスの質の向上と利用
者の満足度向上を図ります。

現状の制度でも、「高度先進医療」を「特定承認保険医療機関」で行うのであれば、混
合診療が認められています。しかし、「特定承認保険医療機関」と認められるため、ま
た「高度先進医療」として認定されるには数年の時間を要します。そのため、高度医療
を自己判断で受けようとすると、本来は保険の利く診療まで含めて全額自己負担に
なってしまい、患者にとっての負担が多大となっています。また、「高度先進医療」と認
められたものについても、「特定承認保険医療機関」以外で診療を受けると、これも全
額自己負担になってしまうことから、患者にとっては病院選びの選択肢が全国98か所
の「特定承認保健医療機関」に実質的に限られてしまっています。そこで、混合診療を
認め、患者が自己の判断で保険の利かない高度な診療を受けやすくする必要があり
ます。また、「高度先進医療」についても、保険の適用を受けて「特定承認保険医療機
関」で診療を受けるか、保険の適用を受けずとも、自身の希望する一般病院で診療を
受けるか、患者にとっての選択しを広げることができます。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

医療分野における自由
化特区提案

（１）混合診療を解禁し、利用者の医療機関選択の幅を広げる
（２）医療広告規制を緩和し、医療機関と利用者の情報のミス
マッチを解消する
（３）医師派遣の規制を緩和し、医療関係者の人材交流活性化
と医療機関内部の透明化を図る
（４）診療報酬を自由化し、医療資源の効率的活用を図る
以上の４点を通じて、良質な医療サービスの提供を目指す

1247 1247040 診療報酬の自由化
医療機関における診療報酬を、医療機関の側で独自に決定できるこ
ととします。また、一般病院に「包括払い」制度を導入することを提案
いたします。

現状では、全国の大学病院本院と国立がんセンター中央病院、国立循
環器病センターの82施設を対象に導入されている包括払いの制度を、
他の一般病院にまで拡大します。このことによって、過剰払いを解消
し、医療費の伸びを抑制します。

現状の制度では、どの医療行為を何回行ったかで機械的に診療報酬が決定されるた
め、医療機関の側で自由に価格を設定することができません。しかしながら、医療機
関が行う医療サービスの質はそれぞれ異なるはずです。また、利用者の側がどの程
度の質を求めるかもまたそれぞれです。そこで診療報酬の自由化を行う必要がありま
す。診療報酬を診療行為の種類と回数によって決定するのではなく、病気の種類別に
１日分の診療報酬を定額化する「包括払い」を導入し、また入院期間が延びるごとに１
日当たりの診療報酬が減額される制度にすれば、病院側は早く治して退院させようと
するでしょうから、過剰診療を抑え、医療費の増大を食い止めることができると考えま
す。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

医療分野における自由
化特区提案

（１）混合診療を解禁し、利用者の医療機関選択の幅を広げる
（２）医療広告規制を緩和し、医療機関と利用者の情報のミス
マッチを解消する
（３）医師派遣の規制を緩和し、医療関係者の人材交流活性化
と医療機関内部の透明化を図る
（４）診療報酬を自由化し、医療資源の効率的活用を図る
以上の４点を通じて、良質な医療サービスの提供を目指す
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1003 1003010
社会保険労務士法に
おける業務緩和につい
て

雇用保険・労災保険においては、商工会議所等で事務組合を設置
し、事業主の委託を受けて保険料の納付事務の他、各種書類の作
成、手続きをしているが、それと同様に商工会議所・商工会において
国が定める経営改善普及事業の一環として、健康保険・厚生年金の
事務一切が出来るようにすべきである。

主に小規模事業所(従業員20人以下)を対象とし社会保険労務士有資
格者又は労務実務経験10年以上の職員が業務に当たることとし、１．
健康保険の傷病手当請求書をはじめとする各種書類の作成、手続き。
2．厚生年金をはじめとする各種年金給付裁定請求書の提出｡3．就業
規則をはじめとする会社規定の作成。4．保険料の納付代行。5．その
他労務に関する相談、指導。

同じ社会保険でありながら、労災保険・雇用保険は商工会議所で事務組合を設置し、
保険制度の普及啓蒙と円滑な事務処理に多大な貢献をしてきたが、健康保険、厚生
年金保険においては認められておらず、個別で対応するか、社会保険労務士に委託
しているケースが多い。事業主としては、複雑多岐にわたる社会保険が、一つの窓口
で対応できれば事務の効率化につながるものと期待は大きい。また社会保険制度の
円滑な推進に寄与できるものと思われる。国におかれて社会保険料徴収等の一元化
を図られると共に商工会議所等に設置されている経営指導員の義務でもある経営改
善普及事業の拡充強化につなげるべきだ。以前商工会議所で社会保険全般を取扱う
為、最寄りの社会保険事務所に相談したが、社会保険労務士より取り下げて欲しいと
の要望が出たため実施を中止した経緯あり。

愛媛県
宇和島商工会議
所　　連絡担当　
宇都宮和幸

商工会議所における社
会保険事務代行構想

申請主体　宇和島商工会議所｡特区地区　宇和島市内の商工
会議所会員。実施方法　主に小規模事業所(従業員20人以下)
を対象とし社会保険労務士有資格者又は労務実務経験10年
以上の職員が業務にあたる。代行内容　１．健康保険の傷病
手当請求書をはじめとする各種書類の作成、手続き。２．厚生
年金をはじめとする各種年金給付裁定請求書の提出。３．就
業規則をはじめとする会社規定の作成。４．その他労務に関す
る相談、指導。　　組合費　従業員１０人未満　月額3000円　従
業員１０人以上２０人以下　月額5000円。

1042 1042020

訪問看護師の派遣先を
学校へも拡大し、障害
のある児童生徒の就学
を支援できるようにする

健康保険法第８８条第一項の訪問看護療養費について｢居宅｣の解
釈を学校に拡大する特例を導入する。

地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日常的に医療的
ケアを必要とする子どもの就学を支援するために、健康保険法第８８
条第一項の訪問看護療養費について｢居宅｣の解釈を学校に拡大する
という特例を導入し、訪問看護師を学校に派遣することにより､医療的
ケアを学校等教育活動の中で行えるようにする｡このことにより､医療的
ケアの必要な子どもも､地域の学校に就学できる条件を整えることがで
きる｡　
　具体的には、箕面市の訪問看護ステーションの看護師を学校教育に
必要な時間に派遣する。派遣された看護師は主治医の指示書に従っ
て、医療的ケアを行う。学校行事として校外学習や宿泊を伴う修学旅
行等にも派遣し、実費弁償額として旅費を支給する。

地域の普通学校に希望して就学している障害のある子どもへの教育効果は大きく、
子どもの健康状態にも好影響を及ぼしていることは多く報告されている。しかし看護
師の配置の義務のない学校では、医療的ケアをおこなうことのできる職員がいないた
め、家族にかかる負担が大きく、居宅療養中の者に対して派遣される訪問看護師を、
家庭の拡大解釈で学校に派遣できるようにすることで､ともに学びともに育つ教育を実
現させることができる。また、訪問看護師を家庭だけではなく学校に派遣することで、
当該児のＱＯＬ（クオリティライフ）を広げ、看護師の雇用拡大も期待できる。

大阪府 箕面市

医師等による研修を受
けた教職員と訪問看護
師が公立小中学校で
医療的ケアを行う特区

地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日常的
に医療的ケアを必要とする子どもの就学を支援するために、医
師法第１７条の特例を導入し、主治医･学校医の指示と看護師
の指導のもと、実践的シミュレーション研修を受けた教職員
が、保護者の同意を受け、口腔内吸引･経管栄養･自己導尿補
助等主治医･学校医の指示の範囲内の医療的ケアを学校教育
活動の中で行えるようにする｡健康保険法第８８条第一項の訪
問看護療養費について｢居宅｣の解釈を学校に拡大すること
で、特例を導入し、訪問看護師を学校に派遣し､医療的ケアの
実施及び日常的な教職員の直接指導をできるようにする｡

1076 1076020

保険医療機関である病
院の敷地内における民
間保険調剤薬局及び
小売販売業者による店
舗運営の規制緩和

市有地において、芦屋市と民間事業者との間で土地の賃貸借契約
を締結し、保険調剤薬局及びコンビニエンスストアー等の小売店舗
を運営する。そのために関連する規制を撤廃する。

現在、市有地の一部（伝染病等跡地）について民間事業者と土地の賃
貸借契約を締結し、保険調剤薬局及びコンビニエンスストアー等の小
売店舗を運営する。
このことにより、患者や地域住民の生活面での利便性向上と、購買活
動や雇用面における地域経済の活性化を図るものである。本提案は、
医薬分業の推進と患者の利便性確保の面において、効果が見込める
ものである。（別添１：一部再掲）

・入院機能の充実を推進する病院にとって、外来診療機能を提供することにより院内
に勤務する薬剤師業務の効率化が妨げられ、入院診療関連業務の妨げになっている
こと。
・当病院にとって、一部の外来診療提供することが経営効率化、健全化の妨げになっ
ていること。
・病院の周辺地域が一大住宅地域であるにも拘らず、保険調剤薬局が存在しておら
ず地域住民にとって不便、不利益であること。
・病院の周辺地域が一大住宅地域であり、保険調剤薬局や商業店舗を開業できるよ
うな土地が少く、患者や地域住民にとって不便、不利益であるとともに経済活動活性
化がおこなわれていないこと。

兵庫県 兵庫県芦屋市 公立病院効率化構想

①芦屋病院施設内において個人診療所を開業することによ
り、一層の診療連携推進による患者への安心提供を確保する
とともに、病院が現在保有する資源の有効活用が見込まれ
る。
②市有地内での保険調剤薬局、小売販売事業の運営実施を
目的に、市有地を民間事業者に貸すことにより、患者及び地域
住民の生活面での利便性向上、地域経済の活性化及び国が
推進する医薬分業を図る。
③地方公共団体が開設する病院における病床数に対する特
定療養環境の規制緩和を実施することで、病院事業収入の確
保と入院患者の満足度向上を図る。

1007 1007010
民間ヘルパーによる人
工呼吸器使用者のた
めの痰の吸引行為

医師法等の規制＝「痰の吸引は医療行為に含まれる為、民間のヘ
ルパーが業務として行う場合には医師法に違反する」に特例措置を
設け、体の自由の利かない重度の身体障害者で人工呼吸器を使用
している場合に民間のヘルパーに痰の吸引行為を認める。

「ALS患者の在宅療養の支援に対する支援について（医政発第０７１７
００１号）」と同様な支援措置を在宅療養をしている人工呼吸器使用者
に対して適用し、一般の介助サービスでも人工呼吸器使用者に痰の吸
引をすることを可能とする。

①痰の吸引等のために家族は休息なしの介助に従事せざるをえない。老老介護に見
られるような家族共倒れのような最悪のケースも懸念される。
②介護の足かせとなっている規制を緩和することで介護の現場での混乱を回避し、地
域介護全体のスキルの向上と効率化が期待できる
③昨年6月、人工呼吸器使用者の代表格でもあるＡＬＳ患者に在宅に限定してではあ
るが一般の介助サービス提供者による吸引が実施されることとなった。それから1年
余りが経過したが特に問題は起きていない。
④24時間体制の看護が必要で、常に痰による窒息の危険がある重度の身体障害者
はALS患者と同程度の介護が必要。

大阪府 吉田憲司
人工呼吸器使用者の
ための介助人に吸引を
許可する介助特区

在宅療養の人工呼吸器使用者は確実に増えている中で、医師
法等の規制に特例措置を設け、一般の介助サービスでも人工
呼吸器使用者に痰の吸引を行うことを可能とする。この規制の
特例措置ができれば、民間ヘルパー等でも人工呼吸器使用者
の吸引介護を実施できるようになり、家族の介護負担軽減とケ
アレスミス(不注意による事故)の予防と安全性の向上につなが
ると共に、介護の現場での業務分担の錯綜などを回避し、地
域介護全体のスキルの向上と効率化が期待できる。
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1042 1042010

小中学校教職員が医
師の指示のもとで障害
のある児童生徒の介助
業務の医療的ケアを行
えるようにする

医師法第１７条の特例により、主治医･学校医の指示と看護師の指
導のもと、実践的シミュレーション研修を受けた当該校教職員が、保
護者の同意を受け、口腔までの吸引･経管栄養･自己導尿補助など
をおこなう。

地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日常的に医療的
ケアを必要とする子どもの就学を支援するために、医師法第１７条の
特例を導入することにより、主治医･学校医の指示と看護師の指導のも
と、実践的シミュレーション研修を受けた当該校教職員が、保護者の同
意を受け、口腔までの吸引･経管栄養･自己導尿補助など主治医･学校
医の指示の範囲内の医療的ケアを学校等教育活動の中で行えるよう
にする｡

地域の普通学校に希望して就学している障害のある子どもへの教育効果は大きく、
子どもの健康状態にも好影響を及ぼしていることは多く報告されている｡しかし、看護
師の配置の義務が無い学校では医療的ケアを行える職員がいないので、家族にか
かる負担が大きく、家族には認められている医療的ケアを実践的な研修を受けた職
員が医療的ケアを行うことを保護者が同意することで共に学び、共に遊ぶ教育を実現
させることができる｡

大阪府 箕面市

医師等による研修を受
けた教職員と訪問看護
師が公立小中学校で
医療的ケアを行う特区

地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日常的
に医療的ケアを必要とする子どもの就学を支援するために、医
師法第１７条の特例を導入し、主治医･学校医の指示と看護師
の指導のもと、実践的シミュレーション研修を受けた教職員
が、保護者の同意を受け、口腔内吸引･経管栄養･自己導尿補
助等主治医･学校医の指示の範囲内の医療的ケアを学校教育
活動の中で行えるようにする｡健康保険法第８８条第一項の訪
問看護療養費について｢居宅｣の解釈を学校に拡大すること
で、特例を導入し、訪問看護師を学校に派遣し､医療的ケアの
実施及び日常的な教職員の直接指導をできるようにする｡

1223 1223010
外国歯科医師による教
授を目的とした歯科診
療の可能化

外国歯科医師（外国において歯科医師資格に相当する資格を有す
る者）について、右記の代替措置の内容を満たす場合に限って、病
院以外の診療所における研修会等でも、教授を目的とした歯科診療
ができるようにすること。

日本の歯科医療高度化のため、大学病院以外の一定基準を満たした
特定のクリニック〔(1)オペ室完備（12㎡以上）、 (2)オペに対応できる滅
菌消毒設備の完備、　(3)治療撮影機材が設置可能、 (4)教授するもの
が指定する機器の設置が可能〕を会場にして研修会を開催し、高度な
技術を持った外国歯科医師が教授を目的として日本歯科医師を前にし
て歯科治療業務を行う。

歯科医療においては、歯科医師の約8割が開業医であり、その開業医が臨床行為の
大半を担っています。そのため、日本の歯科医療の質の向上には、臨床における開
業医の技術の高度化が不可欠であり、各地で卒後教育を目的とした研修会が多数行
われています。
ところが、高度な歯科技術の導入のため、海外の高度な技術を持った外国歯科医師
を招いて講演会や研修会を行っても、現行制度では、小規模のクリニックでは日本歯
科医師を前にして治療を行うことができないので、その高度な技術を直接日本国内で
は見ることができません。具体的には、以下の問題点があります。
①前回本特例を提案したところ、「臨床修練制度」において対応ができるという回答を
いただきましたが、「臨床修練制度」は厚生労働大臣の指定する病院においてのみ行
える制度です。厚生労働省に確認したところ、指定病院になることができるのは大学
病院に準ずる機能を持っている病院ということが条件で、小規模なところについては、
「前例がない」ので指定することはできない、というお返事でした。しかし、歯科医療に
おける治療は少人数（10人程度）で行う必要があるので、たくさんの受講希望者がい
る場合には治療回数が多くなります。そのため、大学病院ではなく、小回りのきく一定
基準を満たした小規模なクリニックを研修会場にすることにより、会場の確保が容易
になります。
②現在、日本で歯科医療に関する学会を行う場合、大学病院以外の民間の小規模な
クリニックにおいて、来日した外国歯科医師が自分の持っている歯科技術を教授する
場を設けることもあるが、歯科医療そのものを行うことができないため、講演とビデオ
やスライドによる説明だけに終わっていて、せっかくの技術を日本で披露する機会を
持てません。
③また、この「臨床修練制度」で「教授・医療行為」も行うことができるということです
が、それを行うためには、外国歯科医師本人が、我が国に入国した後に許可申請をし
なくてはいけません。さらに許可がおりるまでに約2ヵ月もかかります。高度な技術を
持った著名な外国歯科医師をこのような制度で我が国に迎えることは非現実的です。
しかも、この制度では報酬を支払うこともできません。
これらのことからも、この「臨床修練制度」は、もともと外国歯科医師が自身の歯科医

東京都

医療法人社団 協
立歯科 クリニー
ク デュボワ、株
式会社ジー
シー、 PIO国際
歯科センター株
式会社

外国歯科医師による高
度歯科技術教授特区
構想

外国歯科医師が、病院以外の診療所における研修会等でも、
教授を目的とした歯科診療ができるようにする。

1254 1254010

一定要件を満たした外
国人専門医の入国、診
療行為及び日本人医
師に対する指導を容認
するための医師法第２
条及び第１７条の特例

救急専門医（特に小児救急専門医）である外国人医師が、日本人等
に対する診療を行う目的で入国し、以下の要件を満たした場合は、
医師法第１７条の特例として当該外国人医師に就労ビザ（特定活動
２年更新可能）を発給する。
外国人医師に対して左記特例を認めるにあたって、以下の要件を課
す。
①外国人医師が以下を満たしていること。
・患者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
・米国人医師の専門的知識及び技能を評価する指標として、日本救
急医学会において適用している基準を応用し、日本救急医学会専門
医に相当する経験を有すること（５年以上の臨床経験を有すること、
専門医指定施設またはこれに準じる救急医療施設において、救急
部門として 3 年以上の臨床修練を行った者であること。または、それ
と同等の学識、技術を習得した者であること。 ）によりその技術、知
識の客観性を確保する。

②外国人医師が以下に該当していないこと
・医師法第３条に規定する場合（未成年者、成年被後見人及び被保
佐人でないこと）
・医師法第７条第２項に規定する医業の停止の命令に相当する外国
の法令による処分を受け、当該外国において医業を行うことができ
ない者
③外国人医師の就労条件として以下の要件を満たしていること。
・日本語によるコミュニケーション不足を補完する為、米国人医師と
患者又は患者家族との間に存在する必要なコミュニケーションは日
本人医師がそれを行う。さらに、米国人医師と医療従事者間とのコ
ミュニケーションは日々のミーティング及び必要な研修を受けること
により円滑な意思疎通を確立する。
・臨床修練制度運営規則と同等の監督のための院内規則を設ける
こと。
・業務上知り得た人の秘密に対し 守秘義務を課すこと

東京都杉並区における救急医療体制の充実、日本の救急専門医の不
足を補完する為に、古くから救急専門医の臨床研修教育が充実し、多
くの救急専門医が一貫した救急診療に携わっているアメリカ（米国）の
救急専門医を招聘し診療及び指導をさせる。そのために、日本の医師
国家資格を有さない者の医療行為を禁止する医師法の特例を一定要
件を満たした場合に認める。これらにより、病状の訴えのある外来患者
をトリアージから始まり、第三次救命救急診療まで継続的に診療する
体制が整っているアメリカ（米国）の救急医療を行い「杉並ＥＲ」を実現
する。

医療法人財団 河北総合病院は構造改革特区第５次提案に今回提案する内容とほ
ぼ同じ内容を提案したものの、特区で対応不可能というものだった。
しかし、以下の杉並区の人口の性質及び救急医療の逼迫状態といった地域の特性
並びに日本の救急専門医の不足状況を考え、地域の特性に応じた規制改革が可能
な特区制度の枠組みの下、いち早く杉並区における救急医療体制の充実し、日本の
救急専門医の不足を補完するために、日本の救急専門医の養成を長期間待つことよ
りも、既に救急専門医が多く存在し活躍している米国（アメリカ）から招聘することが必
要不可欠であると考え、再度提案をした。
・杉並区内を起点とする救急車搬送件数は資料１の通り２７，５９６件であり、杉並区
内で診療されたものは１１，５０４件と半数にも及んでいない。
・杉並区の夜間人口は新宿区の二倍弱である（資料２）にも関わらず、三次救急医療
を受けることが可能な医療機関が杉並区内に存在しない（資料３）ことから、三次救急
医療を受けるためには新宿区の救命救急センターに搬送しなければならない。
・杉並区の年少人口は新宿区及び中野区のおよそ二倍であるにも関わらず（資料
２）、小児（科）救急に関しては杉並区内ではほとんど対応できていない（資料３）。
・日本の救急専門医は資料５のとおりであり、ほとんどの救急専門医は第三次救命救
急施設に勤務していると考えられることから、救急救命センターのない杉並区内で救
急専門医を確保することは困難である。
本提案が実現することにより、本来杉並区外に搬送されていた救急患者を区内で診
療することが可能となることでの診療効果の向上が図られ危機的状況が打開できる
だけでなく、救急医療の担い手となる日本人の専門医の育成、米国（アメリカ）の先進
的な救急医療の導入が可能となると考えられる。
なお、前回提案時の厚生労働省からの御指摘については、次の通りの代替措置を講
ずれば弊害は解消できると考えられる。
・米国人医師の専門的知識及び技能を評価する指標として、日本救急医学会におい
て適用している基準を応用し、日本救急医学会専門医に相当する経験を有すること
（５年以上の臨床経験を有すること、専門医指定施設またはこれに準じる救急医療施
設において、救急部門として 3 年以上の臨床修練を行った者であること。または、そ
れと同等の学識、技術を習得した者であること。 ）によりその技術、知識の客観性を
確保する。また、米国人医師と患者又は患者家族との間に存在する必要なコミュニ
ケーションは日本人医師がそれを行う

東京都
医療法人財団　
河北総合病院

杉並救急医療特区

東京都杉並区における救急医療体制の充実、日本の救急専
門医の不足を補完する為に、古くから救急専門医の臨床研修
教育が充実し、多くの救急専門医が一貫した救急診療に携
わっているアメリカ（米国）の救急専門医を招聘し診療及び指
導をさせる。そのために、日本の医師国家資格を有さない者の
医療行為を禁止する医師法の特例を一定要件を満たした場合
に認める。これらにより、病状の訴えのある外来患者をトリアー
ジから始まり、第三次救命救急診療まで継続的に診療する体
制が整っているアメリカ（米国）の救急医療を行い「杉並ＥＲ」を
実現する。
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1225 1225010
外国人研修生（コメディ
カル）の医療従事に関
する規制緩和

外国人研修生（コメディカル：看護師、理学療法士等）の実地研修を
行うため、「兵庫県災害医療センター」における外国人の医療従事を
認める。

○兵庫県災害医療センターを中心に、ＨＡＴ神戸に集積している、人と
防災未来センター、こころのケアセンター等の施設や兵庫県立大学看
護学部及び兵庫県立広域防災センター等が連携して、コメディカル（看
護師、理学療法士等）を含めた広範な医療従事者を対象に研修を実施
する。

＜例＞ 公衆衛生学、災害医療、防災に関する知識、技能、訓練等

○兵庫県災害医療センター（救命救急センター）において、急性期医療
の介助、外傷患者の心のケアやＰＴＳＤへの対応、同リハビリ等の災害
医療の時期別の研修、及びがれきによる閉鎖空間に閉じこめられた被
災者に対する医療研修（県立広域防災センターを利用）など、兵庫県
にしかできない研修を実施する。

○第５次提案における厚生労働省の最終回答は、「医療の提供は、患者の生命・身
体に直接影響を及ぼすものであるため、医療の専門的な知識・技能、患者・家族や医
師、歯科医師をはじめとする他の医療従事者との日本語によるコミュニケーション能
力等を有することが必要である。それを確認するためにはご提案にあるような条件の
みではなお不十分であり、我が国の国家免許の取得は不可欠であると考えられるこ
とから、ご提案の実現は困難である。」というものである。
○兵庫県災害医療センターで行う外国人コメディカルの医療研修については、語学が
堪能で経験と識見を有する日本人指導医師、コメディカルの責任のもと、一定期間に
限定し、研修を行うのに支障のない程度に日本語能力を有する外国人を対象に行う
こととしている。ＪＩＣＡ（研修生の受入及び基礎的な語学研修の実施（１ヶ月程度）の
活用等）とも連携し、万全の体制で医療研修を実施したいと考えている。また、本県外
国人コメディカルの医療研修については、指導監督に熱意と識見を有する医師、コメ
ディカルの責任のもと、関係機関とも連携し万全の体制で実施することとしているが、
当該研修生の受け入れにも慎重を期し、「外国人医師又は外国歯科医師が行う臨床
修練に係る医師法第１７条及び歯科医師法第１７条の特例等に関する法律」第３条に
準じ、次の基準を満たしている者を対象にしたいと考えているので、趣旨をご理解のう
え、特区において提案の実現をお願いしたい。

 《研修生受け入れ基準》
１　医療に関する知識及び技能の修練を目的として本邦に入国していること。
２　コメディカルに関する知識及び技能を有すること
３　外国においてコメディカルの資格を取得した後、３年以上の経験を有すること
４　医療研修を行うのに支障のない程度に日本語又は英語を理解し、使用する能力
を有すること  等

兵庫県 兵庫県
災害医療支援拠点構
想

　兵庫県では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、大規模災害
に対応できるよう、災害時における医療の提供及び平常時に
おける救急医療の提供を行う「兵庫県立災害医療センター」を
整備したところである。
  今後、「兵庫県立災害医療センター」に調査・研究、研修・訓
練機能を充実するとともに、周辺防災関連施設・機能との連携
を強化し、国際的な災害医療支援拠点としての整備を図るた
め、次の措置を再提案する。
○　外国人研修生の医療従事に関する規制緩和

1247 1247030 医師派遣の自由化 医療機関における医師の派遣を自由化することを提案いたします。
医療業務関係者の派遣を自由化することによって、医療機関の人材確
保、地域的偏在の解消、労働力需給のミスマッチ解消及び、医療機関
内部の透明化向上を図ります。

地域や病院ごとにばらつきがある専門医の配置を是正するため、医師派遣の自由化
による医師の移動の流動化を図る必要があります。また、閉鎖的と批判される日本の
医局制度の透明かを図るためにも、医師派遣の自由化により医療機関への人材と情
報の流入を促進させる必要があります。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

医療分野における自由
化特区提案

（１）混合診療を解禁し、利用者の医療機関選択の幅を広げる
（２）医療広告規制を緩和し、医療機関と利用者の情報のミス
マッチを解消する
（３）医師派遣の規制を緩和し、医療関係者の人材交流活性化
と医療機関内部の透明化を図る
（４）診療報酬を自由化し、医療資源の効率的活用を図る
以上の４点を通じて、良質な医療サービスの提供を目指す

1247 1247020 医療広告規制の撤廃
医療機関と利用者の情報のミスマッチを解消し、利用者に医療機関
を選択するうえでの適切な判断材料を与えるために、医療広告を全
面自由化することを提案いたします。

現状の制度では、広告が制限されてしまっているために、医療機関が
スムーズに医療機関自身の情報を利用者に伝えることができません。
利用者の側から言えば、医療機関を選択する上での判断材料が限ら
れているのです。広告規制を撤廃することで、患者は自己の判断で最
適と考える医療機関の資料を受けることが可能になります。このことに
よって、医療機関同士の競争が促進され、医療サービスの質の向上が
図られます。

医療法69条の規制によって、医療機関は利用者に情報を伝達する手段が大幅に制
限されてしまっています。利用者に、医療機関を選択するための判断材料を与えるた
めに、医療広告規制を撤廃し、自由な広告を可能にする必要があります。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

医療分野における自由
化特区提案

（１）混合診療を解禁し、利用者の医療機関選択の幅を広げる
（２）医療広告規制を緩和し、医療機関と利用者の情報のミス
マッチを解消する
（３）医師派遣の規制を緩和し、医療関係者の人材交流活性化
と医療機関内部の透明化を図る
（４）診療報酬を自由化し、医療資源の効率的活用を図る
以上の４点を通じて、良質な医療サービスの提供を目指す

1076 1076010

保険医療機関である病
院の施設を利用した個
人診療所開業へ向け
た規制の緩和

芦屋市立芦屋病院の既存の施設を利用
し、個人保険医が診療所を開業して外来診療をおこなう。そのため
に施設利用目的に関連する規制を撤廃する。

現在、同病院が外来診療に使用している外来棟の一部の診療ブロック
を、個人の保険医へ貸し出し、診療所として開業・運営する。このことに
より以下の効果が見込める。
・既存の放射線や検査等の施設及び設備、それに係る人材の共有・有
効利用
・行政財産の有効活用とともに開業医にとっての開業費用負担の大幅
軽減
・病院における紹介率向上等にともなう地域支援体制の整備
・芦屋市の限られた税財源を効率的かつ有効に運用が可能 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、最大の
効果としては、診療データの共有やセカンドオピニオンの推進がなされ
診療連携がよりスムーズになることにより、同一検査の複数回実施な
ど医療費抑制への動きを推進できるとともに、患者にとって安心できる
診療体制を提供できるものである。これは医療政策を考えていく上で
も、全国規模で検討すべき提案であると考える。（別添１：一部再掲）

・入院機能の充実を推進する病院にとって、外来診療機能を提供することにより院内
に勤務するスタッフの業務の効率化が妨げられていること。
・当病院にとって、一部の外来診療提供することが経営効率化、健全化の妨げになっ
ていること。
・病院の周辺地域が一大住宅地域であるにも拘らず、診療所が存在しておらず地域
住民にとって不便、不利益であること。
・病院の周辺地域が一大住宅地域であり、診療所を開業できるような土地が少ないこ
と。
・保険医個人が開業するにあたっては、設備投資に必要な費用負担が大きく、開業の
妨げになっていること。

兵庫県 兵庫県芦屋市 公立病院効率化構想

①芦屋病院施設内において個人診療所を開業することによ
り、一層の診療連携推進による患者への安心提供を確保する
とともに、病院が現在保有する資源の有効活用が見込まれ
る。
②市有地内での保険調剤薬局、小売販売事業の運営実施を
目的に、市有地を民間事業者に貸すことにより、患者及び地域
住民の生活面での利便性向上、地域経済の活性化及び国が
推進する医薬分業を図る。
③地方公共団体が開設する病院における病床数に対する特
定療養環境の規制緩和を実施することで、病院事業収入の確
保と入院患者の満足度向上を図る。
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1057 1057010

一般医療法人における
配食サービスに関する
特区構想　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　一般
医療法人に対する収益
事業の規制緩和構想

一般医療法人が開設する医療機関から、在宅居住者、特に食事療
養面でのケアが必要な在宅患者様に対して、医療機関内で調理した
食事を有償で提供する。
現行の医療法においては、医療機関外部への食事提供（配食サー
ビス）は一般医療法人の附帯業務として認められていないため、同
法の規制の緩和を求める。

医療施設を活用して、在宅居住者に配食サービスを提供する。社会的
効果として、特区区域内において、利用者様の、より一層の利便性を
図る。また、介護予防の観点から、体調・体質にあわせた食事を提供
することによって、利用者の日々の健康管理の定着、在宅生活の維
持、または在宅回帰を促進するサービスを提供できる。提案主体にお
いても、既存の設備・人材の有効活用、職員のサービスの質の向上に
より大幅な効率化がなされる。

医療法人制度は、非営利性を担保しながら、医療の永続性・継続性を確保することを
目的とした制度である。
営利を求めてはならない、という見地から医療機関外への食事提供が配食サービス
と見なされ、一般医療法人の附帯業務として認められていないものと解釈できるが、
医療機関内における種々の集約的な治療を終えた後においても、在宅で食環境面で
の治療が継続できる、ということは不必要な入院期間を是正し、早期に患者を地域や
在宅に移行させようとする国の施策にも合致したものであると考える。
また、医療の永続性の観点からみても、配食サービス事業を行うことによって、本来
事業に支障が出てくるとは考え難く、サービスを求める方々に対し、より継続的で内容
の深い医療サービスを提供できると考えられる。
医療法人のうち、公的な運営を確保するための一定の要件を満たす法人類型として、
租税特別措置法に基づき、法人税の軽減税率が適用されている特定医療法人制度
のほか、医療法に基づき、経営安定化の観点から、その収益を医業経営に充てること
を目的とした収益業務を実施できる、特別医療法人制度がある。
特別医療法人制度は、平成10年の第３次医療法改正時に創設されたものの、公益性
の高い病床に係る規制、理事長等との同族関係者である職員に関する給与規制等
により、その要件の達成が困難との指摘もあり、平成１６年３月３１日現在の全国医療
法人数は38,754法人、うち特定医療法人は362法人（全体の0.9％）、特別医療法人は
35法人(全体の0.09％)と普及していない。
更に、平成13年より適用された、介護予防・地域支え合い事業の一環としての介護予
防・生きがい活動支援事業に含まれる、「食」の自立支援事業の提供において、在宅
の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、配食サービスや食事の提
供を伴う生きがい活動通所支援事業等の「食」に関わるサービスを提供することが、
実施主体を市町村とし、適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉
協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組
合及び農業協同組合連合会等に委託することができるものとされているが、対象はお
おむね６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高
齢者並びに身体障害者と規定されており、医療機関・施設を退院（所）した後の食事
療養環境が広く提供されているとは言い難い。
一般医療法人の配食サービス事業への参入規制が緩和されることにより、配食サー
ビス事業者の裾野が広がり 利用者の選択範囲も広がる 介護保険適用外の方も利用

山口県　広島県

医療法人　新生
会   　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 
社団法人　中国
地域ニュービジ
ネス協議会

一般医療法人における
配食サービス特区構想
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　一般医
療法人に対する収益事
業の規制緩和構想

一般医療法人の有する設備や資産を有効に活用して在宅居
住者に配食サービスを提供する。現行の医療法第４２条にお
いては、医療機関外部への食事提供（配食サービス）は一般
医療法人の附帯業務として認められていないため、同法の規
制の緩和を求める。
社会的効果として、特区区域内において、利用者様の、より一
層の利便性を図る。また、介護予防の観点から、体調・体質に
あわせた食事を提供することによって、利用者の日々の健康
管理の定着、在宅生活の維持、または在宅回帰を促進する
サービスを提供できる。提案主体においても、既存の設備・人
材の有効活用、職員のサービスの質の向上により大幅な効率
化がなされる。

1094 1094010

特別医療法人移行の
ための要件の緩和

　　特別医療法人に移
行しようとする医療
　　法人が開設する医
療提供施設として、
　　病院・診療所が規定
されているが、こ
　　れに「介護老人保健
施設」を加える。

　 医療法（昭和２３年法律第２０５号）では、「介護老人保健施設」は
医療提供施設の一つとして認められており（第１条の２第２項）、特別
医療法人の業務としても介護老人保健施設の経営を行うことが想定
されているところ（第４２条第２項）、医療法施行規則（昭和２３年厚生
省令第５０号）の特別医療法人関係の条文には「介護老人保健施
設」の規定がなく、特別医療法人化の要件の一つとして、当該医療
法人が開設する医療提供施設として「病院又は診療所であること」
等が規定されているにすぎない（第３０条の３５第１項第２号）。この
ため、特区において、特別医療法人化の要件の一つとして「介護老
人保健施設であること」を追加する。

・医療法人財団光善会が特例をもって特別医療法人となることにより、
津南町の委託を受け、「グリーンピア津南」で次のような事業を展開す
る。このことは、津南町を中心とする周辺市町村にとって経済・産業・観
光・雇用等あらゆる面にプラス効果を発揮し、さらに地域住民の保健・
福祉の面で大きく貢献することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・展開しようとする事業 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①「グリーンピア津南」が現在運営
している施設(ホテル・多目的ホール・浴場・スキー場・屋内外スポーツ
施設)を基本的に継続して運営し、さらにこれを発展させる。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②それには、
利用者にとって魅力あるものにする必要があり、「魚沼こしひかり・かか
し祭り」「津南花ごよみ」「大地の恵み祭り」等ユニークなイベントを盛ん
に開催し、県内外からの利用者の入り込みを飛躍的に増大させる。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③地元サッカーチー
ム「アルビレックス新潟」傘下チームの合宿、練習の場を提供し、それ
を通じて施設利用率の向上を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④
「民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備
の促進に関する法律」(平成元年法律第６４号)に基づく「特定民間施
設」を施設敷地内に建設整備し、高齢者のためのユートピア空間を創
出する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤町
立津南病院のハード・ソフト両面にわたる運営上必要な協調を行う。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥社会
福祉法人つなん福祉会特別養護老人ホーム「恵福園」の運営上の提
携・協調を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　⑦施設敷地内に介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・軽費
老人ホーム(ケアハウス)等の新規開設を実現させる。

・医療法人財団光善会が「グリーンピア津南」敷地内において医療法人本来の業務、
即ち保健・医療にかかわる業務を展開し、津南町民をはじめ地域住民の福祉の向上
を実現するためには多額の資金が必要となる。そのためにも「グリーンピア津南」施設
運営の委託を津南町から受け、許される範囲の収益業務を実施したい。これが規制
の特例の必要な所以であるが、このことは同時に津南町(あるいはその周辺市町村)
にとっても、経済・雇用等あらゆる面での効果をもたらし、ひいては住民福祉の向上に
大きく貢献することとなる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ちなみに、医療法（昭和２３
年法律第２０５号）第４章（第３９条～第６８条の３）は医療法人に関する規定である
が、この章中、第３９条、第４２条、第４４条、第４７条、第６４条の２及び第６５条のすべ
てにおいて「介護老人保健施設」は病院・診療所と全く並列して規定されている。
　＜例＞
　医療法
　第４２条　医療法人は、その開設する病院・診療所又は介護老人保健施設の業務に
支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又
は一部を行うことができる。
　（以下略）
　しかるに、医療法施行規則第３０条の３５第１項第２号では「・・・厚生労働大臣が定
める基準に該当する病院又は診療所であること・・・」とあって「介護老人保健施設」が
除かれており、医療法と医療法施行規則との間の取扱いに差異が認められる。

　東京都
　医療法人財団
光善会

　グリーンピア津南施
設運営プロジェクト

　医療法人財団光善会は、新潟県中魚沼郡津南町が年金資
金運用基
金（平成１７年度末で解散）から譲渡を受ける｢グリーンピア津
南｣
の施設運営につき、同町からの委託を受けてこれを継承して
いくこ
ととしている。
　そのため、当法人は、特別医療法人への移行が必須となっ
ている
が、厚生労働省の現行基準では、要件を満たすことができな
い。
　隘路となる規制部分の緩和を実現して、津南町をはじめ中魚
沼地
域の人口の過疎化に歯止めをかけ、雇用や経済の活性化を
図り、同
時に当法人の掲げる「保健・医療・福祉ビジョン」を展開するた
め
特別医療法人化を果したい。
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1094 1094020

特別医療法人移行の
ための要件の緩和

　　特別医療法人に移
行しようとする医療
　　法人が開設する医
療施設等について、
　　現に開設されている
ものに、近く開設
　　されることが確実な
ものを加える。

  現行の医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）に基づく通
知では、特別医療法人化の要件として、現に開設している病院・診
療所（・・・している病院、・・・している診療所）とあるが、近く開設が予
定されている（病院・診療所）介護老人保健施設（・・・しようとしてい
る病院、・・・しようとしている診療所）は要件の中に入れられていな
い。特区においては、現に開設している病院・診療所に加え、近く開
設が確実な病院・診療所・介護老人保健施設についても要件に加え
る。

・医療法人財団光善会が特例をもって特別医療法人となることにより、
津南町の委託を受け、「グリーンピア津南」で次のような事業を展開す
る。このことは、津南町を中心とする周辺市町村にとって経済・産業・観
光・雇用等あらゆる面にプラス効果を発揮し、さらに地域住民の保健・
福祉の面で大きく貢献することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・展開しようとする事業 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①「グリーンピア津南」が現在運営
している施設(ホテル・多目的ホール・浴場・スキー場・屋内外スポーツ
施設)を基本的に継続して運営し、さらにこれを発展させる。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②それには、
利用者にとって魅力あるものにする必要があり、「魚沼こしひかり・かか
し祭り」「津南花ごよみ」「大地の恵み祭り」等ユニークなイベントを盛ん
に開催し、県内外からの利用者の入り込みを飛躍的に増大させる。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③地元サッカーチー
ム「アルビレックス新潟」傘下チームの合宿、練習の場を提供し、それ
を通じて施設利用率の向上を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④
「民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備
の促進に関する法律」(平成元年法律第６４号)に基づく「特定民間施
設」を施設敷地内に建設整備し、高齢者のためのユートピア空間を創
出する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤
町立津南病院のハード・ソフト両面にわたる運営上必要な協調を行う。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥社会
福祉法人つなん福祉会特別養護老人ホーム「恵福園」の運営上の提
携・協調を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　⑦施設敷地内に介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・軽費
老人ホーム(ケアハウス)等の新規開設を実現させる。

・医療法人財団光善会が「グリーンピア津南」敷地内において医療法人本来の業務、
即ち保健・医療にかかわる業務を展開し、津南町民をはじめ地域住民の福祉の向上
を実現するためには多額の資金が必要となる。そのためにも「グリーンピア津南」施設
運営の委託を津南町から受け、許される範囲の収益業務を実施したい。これが規制
の特例の必要な所以であるが、このことは同時に津南町(あるいはその周辺市町村)
にとっても、経済・雇用等あらゆる面での効果をもたらし、ひいては住民福祉の向上に
大きく貢献することとなる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ちなみに、医療法（昭和２３
年法律第２０５号）第４章（第３９条～第６８条の３）は医療法人に関する規定である
が、この章中、第３９条、第４２条、第４４条、第４７条、第６４条の２及び第６５条のすべ
てにおいて「介護老人保健施設」は病院・診療所と全く並列して規定されている。
　＜例＞
　医療法
　第４２条　医療法人は、その開設する病院・診療所又は介護老人保健施設の業務に
支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又
は一部を行うことができる。
　（以下略）
　しかるに、医療法施行規則第３０条の３５第１項第２号では「・・・厚生労働大臣が定
める基準に該当する病院又は診療所であること・・・」とあって「介護老人保健施設」が
除かれており、医療法と医療法施行規則との間の取扱いに差異が認められる。

　東京都
　医療法人財団
光善会

　グリーンピア津南施
設運営プロジェクト

　医療法人財団光善会は、新潟県中魚沼郡津南町が年金資
金運用基
金（平成１７年度末で解散）から譲渡を受ける｢グリーンピア津
南｣
の施設運営につき、同町からの委託を受けてこれを継承して
いくこ
ととしている。
　そのため、当法人は、特別医療法人への移行が必須となっ
ている
が、厚生労働省の現行基準では、要件を満たすことができな
い。
　隘路となる規制部分の緩和を実現して、津南町をはじめ中魚
沼地
域の人口の過疎化に歯止めをかけ、雇用や経済の活性化を
図り、同
時に当法人の掲げる「保健・医療・福祉ビジョン」を展開するた
め
特別医療法人化を果したい。

1160 1160010
通所介護事業所内で
のはり・きゅう業務の実
施

はり師・きゅう師等に関する法律では施術所を開設しなければ業務
を実施できないとされているが、施術所の設置基準を満たす通所介
護事業所での業務を許可していただきたい。

総合的なリハビリテーションを高齢者に実施する目的で開設した通所
介護事業所「生活リハビリ道場」において、理学療法士による機能訓練
のみをリハビリテーションとして提供するのではなく、はり師・きゅう師に
よるはりきゅうをリハビリテーションとして位置づけ通所介護事業所内
で実施する。

京都府
特定非営利活動
法人丹後福祉応
援団

通所介護事業所での
はり師・きゅう師業務の
実施

はり師・きゅう師を通所介護事業所での機能訓練指導員とし、
通所介護事業所内ではり・きゅうのサービスを実施可能とする
ことにより、利用者である高齢者に総合的なリハビリテーション
を提供できるようにする。

1275 1275010

あはき養成施設学生
（無免許者）がイベント
等において実習を行う
ための特例事項

１． あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（以
下「法」という）では、あはき術を「業」として行う場合、それぞれあは
き師免許を受けなければならないとしている。専門教育は受けてい
るとはいえ無免許であるあはき師養成施設学生が、イベント等であ
はき術を行えるようにしたい。
２． 法に規定する「業」とは、「反復継続の意思を持って施術を行う」
というように理解するが、この点において、単発のイベント等で、あは
き師養成施設の現役学生が「反復継続の意思」を持って施術するこ
とを可能にしたい。

１． 滋賀県坂田郡山東町柏原地区（合併後の米原市）で毎年行われて
いる「やいとまつり」（夏休みを予定）
２． 2005年愛知県で行われる「愛知万博」（滋賀県の出展時期を予定）
３． その他これらに準ずる自治体主催のイベント、公となるあはき業界
団体の主催するイベントなどで、あはきの実演を要請された場合。

ボランティア精神を持って、臨床経験を積ませる目的でイベントに参加したあはき学生
が無免許で、反復継続の意思を持って施術にあたったがゆえに法第一条に抵触する
おそれがある。やいとstationの目的は「教育」である。イベント等での我々の行う施術
は「実習」目的であり「業」ではない。であるから規制の特例を適用しなければ事業の
実施ができない。

大阪府 やいとstation

イベント等において、あ
はき師養成施設学生
（無資格者）がボラン
ティアであはき術等を
行うことを可能とする構
想

１． イベント等において養成施設の学生があはきの実演をする
事項について、法第一条（あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律、以下法という。）に違反しないように
したい。
２． 将来的には依頼があればどの自治体のイベントにも参加
できるようにしたい。

1071 1071010
痴呆性高齢者グループ
ホームにおけるショート
ステイの受入の容認

痴呆性高齢者グループホームは痴呆性高齢者専用の住居という規
制を緩和し、空き部屋をショートステイサービスとして利用できるよう
にするとともに、痴呆性高齢者の他に医療的ケアの必要のない軽度
の要介護高齢者のショートステイの利用を認めるもの

○高齢者が住み慣れた地域で、多様な介護サービスが利用できるよ
う、痴呆性高齢者グループホームの空き部屋をショートステイサービス
に利用できるようにするとともに、痴呆性高齢者の他に医療的ケアの
必要のない軽度の要介護高齢者のショートステイの利用を認めるも
の。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○痴呆性高齢者グループ
ホームに多機能のサービスを認めることにより、より地域密着型の介
護サービスの提供が可能になるとともに、痴呆性高齢者グループホー
ムへの体験的入所も可能になり、痴呆性高齢者にとって、施設選びの
選択肢の範囲を拡げることにつながり、家族にとっても安心感が増すこ
とが期待できる。

　現在の介護サービス制度は、一つの施設で一つのサービスに限定し、また、サービ
スの内容ごとにも対象者を限定していることから、利用者は住み慣れた地域から離れ
た施設を利用せざるを得ない状況にある。しかし、多くの高齢者の共通する願いは、
住み慣れた地域で、生き生きと明るく人生を送ることにある。こうした高齢者の多様な
ニーズに対応した地域でのケアを実現するには、一つの施設で多機能なサービスが
受けられる小規模多機能型サービスの提供が求められている。この拠点として、新た
な施設を整備するよりも、福岡県において、近年、増加している痴呆性高齢者グルー
プホームの空き部屋を有効活用し、ショートステイの受入に利用することにより、地域
ケアの推進が図れるとともに、既存インフラの活用により経済的社会的効果が期待で
きる。

福岡県 福岡県
地域密着型介護サービ
ス提供支援構想

　高齢者が住み慣れた地域で、多様な介護サービスが利用で
きるよう、介護保険法による痴呆性高齢者グループホームの
規制を一部緩和し、痴呆性高齢者グループホームの空き部屋
をショートステイサービスとして利用できるようにするとともに、
痴呆性高齢者以外にも医療的ケアが必要のない軽度の要介
護高齢者のショートステイの利用を認めるもの。
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1071 1071020

痴呆性高齢者グループ
ホームにおけるショート
ステイの受入に伴う人
員基準の緩和

指定短期入所生活介護事業所には医師等を配置しなければならな
いという人員基準を緩和し、痴呆性高齢者グループホームの空き部
屋をショートステイサービスとして利用できるようにするもの。

○高齢者が住み慣れた地域で、多様な介護サービスが利用できるよ
う、痴呆性高齢者グループホームの空き部屋をショートステイサービス
に利用できるようにするとともに、痴呆性高齢者の他に医療的ケアの
必要のない軽度の要介護高齢者のショートステイの利用を認めるも
の。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○痴呆性高齢者グループ
ホームに多機能のサービスを認めることにより、より地域密着型の介
護サービスの提供が可能になるとともに、痴呆性高齢者グループホー
ムへの体験的入所も可能になり、痴呆性高齢者にとって、施設選びの
選択肢の範囲を拡げることにつながり、家族にとっても安心感が増すこ
とが期待できる。

　現在の介護サービス制度は、一つの施設で一つのサービスに限定し、また、サービ
スの内容ごとにも対象者を限定していることから、利用者は住み慣れた地域から離れ
た施設を利用せざるを得ない状況にある。しかし、多くの高齢者の共通する願いは、
住み慣れた地域で、生き生きと明るく人生を送ることにある。こうした高齢者の多様な
ニーズに対応した地域でのケアを実現するには、一つの施設で多機能なサービスが
受けられる小規模多機能型サービスの提供が求められている。この拠点として、新た
な施設を整備するよりも、福岡県において、近年、増加している痴呆性高齢者グルー
プホームの空き部屋を有効活用し、ショートステイの受入に利用することにより、地域
ケアの推進が図れるとともに、既存インフラの活用により経済的社会的効果が期待で
きる。

福岡県 福岡県
地域密着型介護サービ
ス提供支援構想

　高齢者が住み慣れた地域で、多様な介護サービスが利用で
きるよう、介護保険法による痴呆性高齢者グループホームの
規制を一部緩和し、痴呆性高齢者グループホームの空き部屋
をショートステイサービスとして利用できるようにするとともに、
痴呆性高齢者以外にも医療的ケアが必要のない軽度の要介
護高齢者のショートステイの利用を認めるもの。

1071 1071030

痴呆性高齢者グループ
ホームにおけるショート
ステイの受入に伴う設
備基準の緩和

指定短期入所生活介護事業所の利用定員を２０人以上とし、専用の
居室を設けるものとする等の設備基準を緩和し、痴呆性高齢者グ
ループホームの空き部屋をショートステイサービスとして利用できる
ようにするもの。

○高齢者が住み慣れた地域で、多様な介護サービスが利用できるよ
う、痴呆性高齢者グループホームの空き部屋をショートステイサービス
に利用できるようにするとともに、痴呆性高齢者の他に医療的ケアの
必要のない軽度の要介護高齢者のショートステイの利用を認めるも
の。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○痴呆性高齢者グループ
ホームに多機能のサービスを認めることにより、より地域密着型の介
護サービスの提供が可能になるとともに、痴呆性高齢者グループホー
ムへの体験的入所も可能になり、痴呆性高齢者にとって、施設選びの
選択肢の範囲を拡げることにつながり、家族にとっても安心感が増すこ
とが期待できる。

　現在の介護サービス制度は、一つの施設で一つのサービスに限定し、また、サービ
スの内容ごとにも対象者を限定していることから、利用者は住み慣れた地域から離れ
た施設を利用せざるを得ない状況にある。しかし、多くの高齢者の共通する願いは、
住み慣れた地域で、生き生きと明るく人生を送ることにある。こうした高齢者の多様な
ニーズに対応した地域でのケアを実現するには、一つの施設で多機能なサービスが
受けられる小規模多機能型サービスの提供が求められている。この拠点として、新た
な施設を整備するよりも、福岡県において、近年、増加している痴呆性高齢者グルー
プホームの空き部屋を有効活用し、ショートステイの受入に利用することにより、地域
ケアの推進が図れるとともに、既存インフラの活用により経済的社会的効果が期待で
きる。

福岡県 福岡県
地域密着型介護サービ
ス提供支援構想

　高齢者が住み慣れた地域で、多様な介護サービスが利用で
きるよう、介護保険法による痴呆性高齢者グループホームの
規制を一部緩和し、痴呆性高齢者グループホームの空き部屋
をショートステイサービスとして利用できるようにするとともに、
痴呆性高齢者以外にも医療的ケアが必要のない軽度の要介
護高齢者のショートステイの利用を認めるもの。

1193 1193010

痴呆性高齢者グループ
ホームと有料老人ホー
ム等への住所地特例
制度の適用

被保険者が、住所を変更して介護保険施設（介護老人福祉施設、介
護老人保健施設、介護療養型医療施設）に入所した場合、施設の所
在地の市町村ではなく、転居前の市町村の被保険者とする住所地
特例を適用しているが、これを痴呆性高齢者グループホームや有料
老人ホーム等についても適用する。

被保険者が、住所を変更して介護保険施設（介護老人福祉施設、介護
老人保健施設、介護療養型医療施設）に入所した場合、施設の所在地
の市町村ではなく、転居前の市町村の被保険者とする住所地特例を適
用しており、これによって介護保険施設が偏在した場合でも各市町村
の給付と負担の均衡が図られている。
痴呆性高齢者グループホームや有料老人ホーム等についても同様に
住所地特例を適用することにより、本市の財政基盤の強化を図り、計
画的な介護保険事業を運営していくものである。

本市は、市域内でも周辺部は地価も比較的低く、医療機関等も充実しており、施設の
建設に良い条件を備え、高齢者が住みやすい環境にある。そのため、心身に不安の
高齢者の転入も多く、現在、痴呆性高齢者グループホームは６３施設、定員は９７４名
となっている。また、１５年度に入ってからは空室も増えていることから、今後も他市町
村からの痴呆性高齢者グループホーム入居が更に増えるものと予想され、介護給付
費の確保と介護サービスの質の向上が課題となっている。

愛媛県 愛媛県松山市
生きいき介護推進特区
構想

松山市においては、近年、痴呆性高齢者グループホーム等が
急激に増加し、サービスの質の確保が困難になってきている。
今後も財政基盤の強化を図り、質の高いサービスを確保して
いくため、痴呆対応型共同生活介護と特定施設入所者生活介
護の指定権限を利用者などに最も身近な市町村に付与すると
ともに、介護老人福祉施設等と同様に転入元の市町村が引続
き保険者となることとし、計画的な介護保険事業を運営していく
ものである。

1193 1193020

痴呆性高齢者グループ
ホームと有料老人ホー
ム等への指定の適用
権限の市町村へ移譲

痴呆対応型共同生活介護と特定施設入所者生活介護の指定権限
を、利用者や事業者に最も身近な市町村に移譲する。

痴呆対応型共同生活介護と特定施設入所者生活介護の指定権限を、
利用者や事業者にも身近な保険者である市町村にすることにより、責
任の所在を明確にし、市町村がきめ細かな指導を行うことで、サービス
の質も確保され、介護給付費の適性化も図られる。

本市は、市域内でも周辺部は地価も比較的低く、医療機関等も充実しており、施設の
建設に良い条件を備え、高齢者が住みやすい環境にある。そのため、心身に不安の
高齢者の転入も多く、現在、痴呆性高齢者グループホームは６３施設、定員は９７４名
となっている。また、１５年度に入ってからは空室も増えていることから、今後も他市町
村からの痴呆性高齢者グループホーム入居が更に増えるものと予想されるとともに、
事業者の経営悪化によりサービスの質の低下も懸念され、介護給付費の確保と介護
サービスの質の向上が課題となっている。

愛媛県 愛媛県松山市
生きいき介護推進特区
構想

松山市においては、近年、痴呆性高齢者グループホーム等が
急激に増加し、サービスの質の確保が困難になってきている。
今後も財政基盤の強化を図り、質の高いサービスを確保して
いくため、痴呆対応型共同生活介護と特定施設入所者生活介
護の指定権限を利用者などに最も身近な市町村に付与すると
ともに、介護老人福祉施設等と同様に転入元の市町村が引続
き保険者となることとし、計画的な介護保険事業を運営していく
ものである。

1249 1249010
「要介護状態の改善を
進める『介護保険特
区』」構想

現行介護保険制度では、介護対象者への介護サービス提供に対
し、その提供量に応じて介護報酬が支払われる仕組みとなってい
る。この仕組みによれば、一般的傾向として、介護対象者の要介護
度が改善され、サービス利用量が減れば、事業者に支払われる介
護報酬も減少することとなる。本提案は、事業者を要介護状態改善
に向かわせることを目的としているので、このような結果の回避を求
める。即ち、介護対象者の要介護状態改善によって事業者に減収が
あった場合、その減収分が一年間程度補填されるよう、事業者への
介護報酬支払規定が変更されることを求める。

本提案における事業主体は介護保険制度においての保険者である自
治体である。介護給付費膨張の抑制をめざす自治体が、「要介護状態
改善」の効果的な介護手法を有する事業者と連携することで要介護状
態の改善への取り組みを進める。その促進のインセンティブとして、前
述の介護報酬支払に関する特例を活用する。この仕組みによって要介
護状態の改善が進めば、介護対象者においては自身の健康の回復・
保持を、事業者においては、自らの手法・事業姿勢をアピールすること
によるビジネスチャンスの拡大を、期待できる。さらに、多くの介護対象
者に効果が生じることで、自治体にとっては財政負担削減の効果が期
待できる。

介護対象者の要介護度が改善された場合、通常はサービス利用量が減ることが予想
される。この場合、現行の介護報酬支払規定によれば、「サービス利用量減→事業者
への介護報酬減」となる。従って、事業者にとっては、「要介護度改善」は収入減の要
因とも言える。このような状態では、介護対象者の要介護状態を改善しようという意欲
は事業者側には働きにくい。事業者に「要介護状態改善」への積極的な意欲を抱か
せる目的で、前述の規制特例を求める。

東京都
豊島区議会議員
日野克彰

「要介護状態の改善を
進める『介護保険特
区』」構想

現行制度では、要介護者への介護サービス提供に関し、その
提供量に応じて介護報酬が支払われる。この仕組みの下で
は、一般的傾向として、要介護度が改善されてサービス利用
量が減ると、事業者に対する介護報酬も減少する。要介護状
態の改善が進まずに介護給付費が膨張する原因の一つはこ
の点にあるのではないか。そこで、解決策として、事業者を要
介護状態改善に誘導する制度上の措置を提案する。即ち、介
護対象者の要介護状態改善によって事業者に減収が生じた
場合、減収分を一年間程度補填するものとする（＝事業者へ
の成功報酬の支払い）。このインセンティブにより、事業者が要
介護状態の改善に向かうよう誘導することを目的とする。
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1261 1261010

知事が指定する短期入
所生活介護の指定居
宅ｻｰﾋﾞｽ事業者につい
て、志木市長が指定で
きるように追加

知事の指定を受け、通所介護を行っている事業者に対して、一定の
要件を備えた事業所に、志木市長が短期入所生活介護の事業者と
して指定できること。

短期入所生活介護の指定居宅サービス事業所は、知事の指定した事
業者に限られているので、下記の基準を満たした事業者について、志
木市長が指定する。

「志木市地域密着型宿泊介護」施設の人員及び施設基準
①単独型デイサービス提供施設として県の指定を受けていること。
②居室は１３．２㎡（８畳）以上で利用者は３人までとする。
③介護職員（又は看護職員）は１人を配置する。
④浴室、便所及び洗面設備は要介護者に使用の適したものであるこ
と。
⑤病状急変時等の対応（協力医療機関の明示）があること。

　ショートステイは、家族の事情等により、一時的に居宅生活に支障がある場合に利
用できるサービスとして重要です。
　しかし、ショートステイを利用する場合は、通常１ヶ月半から２ヶ月前に予約が必要で
あり、緊急時の利用が困難な状況にあります。
　市内にある単独型デイサービス施設では、私的契約により宿泊サービスを行ってい
る状況を考えると、通い慣れた施設で「通い」と「泊まり」を組み合わせた機能は要介
護高齢者及びその家族にとって極めて大切と考えますので、一定の人員及び施設基
準を満たす場合に「志木市地域密着型宿泊介護」施設として指定するものでありま
す。

埼玉県 埼玉県志木市
志木市地域密着型宿
泊介護

　ショートステイは、家族の事情等により、一時的に居宅生活
に支障がある場合に利用できるサービスとして重要です。
　しかし、ショートステイを利用する場合は、通常１ヶ月半から
２ヶ月前に予約が必要であり、緊急時の利用が困難な状況に
あります。
　市内にある単独型デイサービス施設では、私的契約により宿
泊サービスを行っている状況を考えると、通い慣れた施設で
「通い」と「泊まり」を組み合わせた機能は要介護高齢者及びそ
の家族にとって極めて大切と考えますので、一定の人員及び
施設基準を満たす場合に「志木市地域密着型宿泊介護」施設
として指定するものであります。

1008 1008010
地域福祉連携センター
の設置

　ゴールドプラン２１があっても、どんな理想があっても、専門性を追
求する施設団体は増えても逆に、総合的に対応できない領域のは
ばのきかせあいとなっている現状を考えたとき、相談窓口としては既
存の窓口を利用してもらうこと、地域住民の方々には相談窓口をわ
かりやすくお伝えすることができる機能をもった第三者的中立公平な
ものが必要かと考える。
　痴呆に関する相談窓口を見ても、岡山県保健福祉部長寿社会対
策課としては、市町村・保健所・保健センター・最寄りの在宅介護支
援センター・老人性痴呆疾患センター（県内２ヶ所）・岡山県精神保健
福祉センター・岡山県高齢者サービス相談センター・（社）呆け老人
をかかえる家族の会岡山県支部と広報を出しています。
　相談窓口はたくさんあっても、何を相談するかによって相談場所す
らもどこにしていいのかわからないのが現状です。
　地域住民が最大の利益を受けられるかどうかは、地域住民にま
ず、どこに相談すればいいのかを伝えて情報提供していかなければ
ならない。
　専門性を追求している相談窓口が多いだけに、総合力を備えた受
付窓口を設置することで、地域福祉連携の中心として活動する。

地域福祉連携センターの大きな力となるのが、在宅介護支援セン
ターである。一番地域にねざし、社会資源との関係ももっている。地域
型在宅介護支援センターには相談協力員がいます。それを構成してい
るメンバーは、地域の民生委員、愛育委員、老人クラブ、町内会など、
本当に地域を守っているネットワークを持っている方々です。そのネット
ワークの中に行政サービスの情報を提供していく。地域福祉連携セン
ターの存在を知ってもらうことで在宅介護支援センターにはない情報を
も提供していく。今年から倉敷市特定郵便局５５ヶ所の郵便局長が相
談協力員として委嘱をうけています。その強みを生かし、地域のお店に
も情報提供のチラシの協力を依頼し、地域経済が有する地域住民との
関係に地域住民のための情報発信元として地域住民とのネットワーク
の中心として働きをもってもらう。そのなかで地域のお店の福祉に対す
る意識が高まり、バリアフリーの意識の向上の効果があがればと考え
る。
　たとえば、高齢者の方々の相談ごとははばが広いです。高額医療、
高額医療貸付け制度のことすらも知らない方が多いです。医療費に対
する不安がのけぞれば、年金に対する不安も取り除く一因になるでしょ
う。
　お孫さんの乳幼児医療の無料は何歳までかなど。高齢者のとりまく
環境には、いろんな不安があります。
　地域経済、地域住民とかかわるなか、地域の力をお借りすることで宣
伝のコストを下げる努力をし、そのかわり、地域住民のために情報を提
供するという関係の中、お互いを支えあう関係をつくりあげる指定管理
者制度を積極的に活用し、地域の行政に対する信頼回復をねらい、市
役所の一角に設けたい。
　倉敷市役所市長公室公聴広報課が出している倉敷市民便利帳も、
平成１３年度発行以来とまっています。中核都市に移行するための宣
伝だっただけかもしれません。倉敷市役所市長公室公聴広報課のよう
な情報の掌握、宣伝の権限があれば、倉敷市民便利帳も生かすことが
できるでしょう。それ以前に倉敷市役所市長公室公聴広報課も、地域と
のネットワークづくりの提言をしていかないと 倉敷市民便利帳も無駄

介護保険制度の改正とあわせた時期であり、現行制度でも可能という回答を第５次提
案の際頂きましたが、全国介護保険担当課長会議（H１６．９．１４）での介護保険制度
改正関係を拝見しましたが、まず、介護保険の対象者についてでは、第２被保険者に
関して介護サービスが利用できる人の定義が初老期痴呆、脳血管障害など老化に伴
う１５種類の病気のために、日常生活に介護や支援が必要な人とありますが、老化と
ともに、進行性のものも含まれるのであるならば、なぜ、例えば心臓病に関する疾病
が含まれていないのか？介護保険制度の対象年齢以前に第２号被保険者に関する
見直しがなされないのはなぜか？これほどまでに携帯電話の電波があふれる中で生
活の質をたもたれる環境が今現在整っているのだろうか？
　地域で安心して暮らせる街づくりといいながら、介護保険制度自体の問題で結局、
施設をつくっていくながれに何らかわりはない。
　在宅区分以外のサービスをみても、利用対象者がグループホームは要介護１～５な
のに対して、ケアハウスは要支援～介護度５など、介護度の差とこの２つが在宅に区
分以外で同じ扱いになるのはおかしいことではないですか？
　グループホームが、要介護度１～５の方しか利用できないのであるならば、在宅区
分以外のサービスではなく、施設のサービス区分に入るのではないか？
　岡山県は日本でもグループホームの建設が進んでいる。確かに現行制度の介護保
険制度からいえば、在宅区分以外のサービスにはいるのでしょうが、それが地域で安
心して暮らせる街づくりの大きな矛盾を生んではいませんか？
　グループホームの建設を否定しているのではなく、施設サービスと居宅サービス、居
宅サービス区分以外の定義の見直しがなされていない上での介護保険制度見直しに
は疑問を感じるのみである。予算の問題、運営主体の問題以前問題ではなかろう
か？自分の施設の区域以外からの相談を受けたとき、他の事業所のサービスを受け
ている方からの相談の苦情処理する場合、自分の施設のケアマネージャーに相談し
ても、ケアマネージャー同士の話はしてはいけないと言われました。在宅介護支援セ
ンターで、他の事業所同士が１人のケアプランについて、話し合いができない規制が
ある中で、今、見直しをされている。ケアマネージャーの質を上げるための改正も、根
本的なものではなく、介護保険の申請者のためのケアマネージャーの質を上げるもの
とは考えにくい。
　以上のように、いまいちど介護保険制度の定義の見直しが必要であるように思われ
る中で 制度の抜本的改革の話し合いの見えない中で 私としても自分の提案書をあえ

岡山県
岡山県倉敷市平
田
木村　貴子

民間や地域の知恵が
主導する経済社会シス
テムの構築のための地
域福祉連携センターの
設置

それぞれの組織、社会資源が専門性を深める中、住民にとっ
て一番必要な情報提供ができる働きを担える、相談窓口以前
の総合受付をつくることによって総合的な情報を提供できるシ
ステムをつくり、その拠点をつくる。地域経済の流通のなか、福
祉の情報や地域型在宅介護支援センターの情報もチラシとし
て、掲示していただくなかで、地域住民をターゲットとしたサー
ビスの紹介ができ、関係各機関との連携、また地域からの刺
激をうけることのできるシステムを作る

1008 1008020
在宅介護支援センター
の財源確保

地域型在宅介護支援センターの財源は国庫補助から、老人福祉法
に変わり、これからは、市町村財源に移行していきます。一番地域に
身近である相談窓口である地域型介護支援センターの存亡の危機
です。

本来ならば、高齢福祉課の管轄である在宅介護支援センターは、基幹
型も地域型も市役所外にその施設を設けています。行政は移動が多
く、地域型の職員、基幹型職員も人材が確保されていない。
　そのため、情報の共有、高めあいも進まず、本来一番優秀に対応し
なければならないはずが、まったく機能しなくても許されるのが現状で
す。市の委託であればなおさら責任があるはずなのに、市の委託で委
託料でまかなっているからサービスの向上がなされていない現状で
す。民間であるならば許されない話です。だから、財源も確保されず、
やる気のある施設が委託を持ちつづけるのかもしれない。しかし、それ
で地域を本当に守ることができるのだろうか？公平中立である情報提
供なくして、本当に地域を守っていける組織があるのでしょうか？なら
ば現存する在宅介護支援センターに業務改善をしていかなくてはいけ
ない。
たとえば、業務の一つである高齢者実態把握調査にしても、民生委員
にもさせています。地域型在宅介護支援センターにもさせています。基
幹型は失業対策という名目で、高齢者実態把握調査を人を雇ってして
います
　なぜ一本化できないのでしょうか？
　行政は民生委員が訴えてもききません。
　民生委員は地域で重要な役割を果たし、申請書類によっては民生委
員の印が必要なものもあります。そのことが原因で申請書類が地域か
ら提出されない。逆に、民生委員の印が必要だからといって、相談・申
請ができない地域住民がいます。
　本当に中立公平の立場を確保するには、民生委員の仕組みにも着
手していかなくてはいけないし、本当に民生委員の印がいるのかも検
討しなくてはいけない。

介護保険制度の改正とあわせた時期であり、現行制度でも可能という回答を第５次提
案の際頂きましたが、全国介護保険担当課長会議（H１６．９．１４）での介護保険制度
改正関係を拝見しましたが、まず、介護保険の対象者についてでは、第２被保険者に
関して介護サービスが利用できる人の定義が初老期痴呆、脳血管障害など老化に伴
う１５種類の病気のために、日常生活に介護や支援が必要な人とありますが、老化と
ともに、進行性のものも含まれるのであるならば、なぜ、例えば心臓病に関する疾病
が含まれていないのか？介護保険制度の対象年齢以前に第２号被保険者に関する
見直しがなされないのはなぜか？これほどまでに携帯電話の電波があふれる中で生
活の質をたもたれる環境が今現在整っているのだろうか？
　地域で安心して暮らせる街づくりといいながら、介護保険制度自体の問題で結局、
施設をつくっていくながれに何らかわりはない。
　在宅区分以外のサービスをみても、利用対象者がグループホームは要介護１～５な
のに対して、ケアハウスは要支援～介護度５など、介護度の差とこの２つが在宅に区
分以外で同じ扱いになるのはおかしいことではないですか？
　グループホームが、要介護度１～５の方しか利用できないのであるならば、在宅区
分以外のサービスではなく、施設のサービス区分に入るのではないか？
　岡山県は日本でもグループホームの建設が進んでいる。確かに現行制度の介護保
険制度からいえば、在宅区分以外のサービスにはいるのでしょうが、それが地域で安
心して暮らせる街づくりの大きな矛盾を生んではいませんか？
　グループホームの建設を否定しているのではなく、施設サービスと居宅サービス、居
宅サービス区分以外の定義の見直しがなされていない上での介護保険制度見直しに
は疑問を感じるのみである。予算の問題、運営主体の問題以前問題ではなかろう
か？自分の施設の区域以外からの相談を受けたとき、他の事業所のサービスを受け
ている方からの相談の苦情処理する場合、自分の施設のケアマネージャーに相談し
ても、ケアマネージャー同士の話はしてはいけないと言われました。在宅介護支援セ
ンターで、他の事業所同士が１人のケアプランについて、話し合いができない規制が
ある中で、今、見直しをされている。ケアマネージャーの質を上げるための改正も、根
本的なものではなく、介護保険の申請者のためのケアマネージャーの質を上げるもの
とは考えにくい。
　以上のように、いまいちど介護保険制度の定義の見直しが必要であるように思われ
る中で 制度の抜本的改革の話し合いの見えない中で 私としても自分の提案書をあえ

岡山県
岡山県倉敷市平
田
木村　貴子

民間や地域の知恵が
主導する経済社会シス
テムの構築のための地
域福祉連携センターの
設置

それぞれの組織、社会資源が専門性を深める中、住民にとっ
て一番必要な情報提供ができる働きを担える、相談窓口以前
の総合受付をつくることによって総合的な情報を提供できるシ
ステムをつくり、その拠点をつくる。地域経済の流通のなか、福
祉の情報や地域型在宅介護支援センターの情報もチラシとし
て、掲示していただくなかで、地域住民をターゲットとしたサー
ビスの紹介ができ、関係各機関との連携、また地域からの刺
激をうけることのできるシステムを作る
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1008 1008030
地域ケア会議のチェッ
ク機関の整備

各関係機関との連携のために行われている地域ケア会議は、現在
ただの人権侵害の場でしかありえない。１つの高齢者台帳に基づい
て話をしていても、その台帳自体の信憑性も低い。生活保護課の情
報に基づいて、すべてそうらしいという情報のもと、つくられた台帳
で、娘がうつ病にされていたり、家族関係も高齢者虐待と断言された
り、そのことについて基幹型に問い合わせたところ、後でその方の本
当の状況を確認するということでした。確認したところ、高齢者台帳
の候補として３つ出したうち、その１人の台帳を指定し、本来ならば、
今後どう援助していくかというための話し合いであるにもかかわら
ず、今後一切この台帳の家族にはかかわるなと前もっていわれてい
ました。
　形だけの地域ケア会議のために、お宅を訪問し、援助しているセン
ターの職員の行動、思いを踏みにじり、地域の有力者と人権侵害の
場としてしか生かせないずさんさ。
　何のための地域ケア会議なのか、その会議のためにいくら税金が
使われているのか？倉敷市だけではなくもっとひどいと聞いていま
す。

地域ケア会議のチェック機能がはたらかないと、行政レベルで人権侵
害をしていることを誰もかえることができない構造になっているのが現
状です。
　それにかかわる人に与える影響を考えても、行政のマイナスでしかあ
りえない。
　そのためにも地域福祉連携センターに市町村の社会資源開発会議
の強化を含め、チェック機能をもたせる。
　まず行政レベルでの人権侵害を止めさせる。人材としては委任という
形をとり、コストを下げ、第三者に管理、チェックしてもらうことにより浄
化を図る。

介護保険制度の改正とあわせた時期であり、現行制度でも可能という回答を第５次提
案の際頂きましたが、全国介護保険担当課長会議（H１６．９．１４）での介護保険制度
改正関係を拝見しましたが、まず、介護保険の対象者についてでは、第２被保険者に
関して介護サービスが利用できる人の定義が初老期痴呆、脳血管障害など老化に伴
う１５種類の病気のために、日常生活に介護や支援が必要な人とありますが、老化と
ともに、進行性のものも含まれるのであるならば、なぜ、例えば心臓病に関する疾病
が含まれていないのか？介護保険制度の対象年齢以前に第２号被保険者に関する
見直しがなされないのはなぜか？これほどまでに携帯電話の電波があふれる中で生
活の質をたもたれる環境が今現在整っているのだろうか？
　地域で安心して暮らせる街づくりといいながら、介護保険制度自体の問題で結局、
施設をつくっていくながれに何らかわりはない。
　在宅区分以外のサービスをみても、利用対象者がグループホームは要介護１～５な
のに対して、ケアハウスは要支援～介護度５など、介護度の差とこの２つが在宅に区
分以外で同じ扱いになるのはおかしいことではないですか？
　グループホームが、要介護度１～５の方しか利用できないのであるならば、在宅区
分以外のサービスではなく、施設のサービス区分に入るのではないか？
　岡山県は日本でもグループホームの建設が進んでいる。確かに現行制度の介護保
険制度からいえば、在宅区分以外のサービスにはいるのでしょうが、それが地域で安
心して暮らせる街づくりの大きな矛盾を生んではいませんか？
　グループホームの建設を否定しているのではなく、施設サービスと居宅サービス、居
宅サービス区分以外の定義の見直しがなされていない上での介護保険制度見直しに
は疑問を感じるのみである。予算の問題、運営主体の問題以前問題ではなかろう
か？自分の施設の区域以外からの相談を受けたとき、他の事業所のサービスを受け
ている方からの相談の苦情処理する場合、自分の施設のケアマネージャーに相談し
ても、ケアマネージャー同士の話はしてはいけないと言われました。在宅介護支援セ
ンターで、他の事業所同士が１人のケアプランについて、話し合いができない規制が
ある中で、今、見直しをされている。ケアマネージャーの質を上げるための改正も、根
本的なものではなく、介護保険の申請者のためのケアマネージャーの質を上げるもの
とは考えにくい。
　以上のように、いまいちど介護保険制度の定義の見直しが必要であるように思われ
る中で 制度の抜本的改革の話し合いの見えない中で 私としても自分の提案書をあえ

岡山県
岡山県倉敷市平
田
木村　貴子

民間や地域の知恵が
主導する経済社会シス
テムの構築のための地
域福祉連携センターの
設置

それぞれの組織、社会資源が専門性を深める中、住民にとっ
て一番必要な情報提供ができる働きを担える、相談窓口以前
の総合受付をつくることによって総合的な情報を提供できるシ
ステムをつくり、その拠点をつくる。地域経済の流通のなか、福
祉の情報や地域型在宅介護支援センターの情報もチラシとし
て、掲示していただくなかで、地域住民をターゲットとしたサー
ビスの紹介ができ、関係各機関との連携、また地域からの刺
激をうけることのできるシステムを作る

1140 1140030
ホームヘルパーの派遣
先の拡大

現在介護保険法で「居宅」にのみ訪問が限定されているホームヘル
パーの派遣先を、訪問可能地域や内容を限定したうえで、ホテルや
福祉施設や医療機関などへ拡大し、多様化するニーズへの対応を
図る。また「自立支援」の範囲、解釈を拡大する。

■「福祉」の枠に限定しない小規模多機能・地域密着の新サービスの
開発　　　・現在、当ＮＰＯが企画している緊急用ショートステイ施設の
建設は、宿泊機能付きデイサービスの形態をとり運営していく予定であ
るが、小規模多機能という考え方や地域密着、また「福祉」という枠組
みを超えた不特定多数へのサービス展開を考え、余暇的な活用も含
めた誰もが気軽に利用できるコミュニティ資源を建設していく。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■利用場所は変化しても介護の顔
ぶれは変化しない安心感と痴呆予防　　　　　・高齢者が
ショートステイやデイサービス（デイケア）等の福祉施設を利用した場合
でも、家族等と外出した先でも、顔なじみのヘルパーに介助してもらえ
ることやホテルや自宅以外の場所に泊まっても安心してヘルパーを頼
めることは、本人や家族にとって安心感が大きいだけでなく、痴呆の進
行予防につながる。

■多様化するニーズへの介護保険法の限界　　　　　　　　　　　　　　　　・現在、介護保
険法の短期入所（ショートステイ）のサービスが飽和状態にあり、予約で常に満床と
なっている中、緊急的なニーズに対応できないという状況が生じている。　　　　　　　　　
　・介護保険法でホームヘルパーは、利用者の「居宅」において自立支援を行うサー
ビスを提供するものとされているため、ショートステイが確保できない場合は、家族が
仕事を休んだり、用事（たとえば葬儀や出張など）を断らなければならない状況にあっ
た。　　　　　　　　　　　　　　■自立支援の「自立」の範囲、解釈の拡大 　　　
　　　　　　　　　　　　　　・現行法では、利用者が外出した先での一時的
なサービス提供はできないが、自立支援の定義を見直し、解釈を拡大することで、利
用者の生活の幅も拡大できる。

愛知県

特定非営利活動
法人　雑木林物
語（ざつぼくりん
ものがたり）

向こう三軒両隣ご近所
づきあい再生特区～多
世代交流自然村計画

１）ゾーニングにより区分化され点在している人・モノ・サービス　
（「仕事」「商業」「娯楽」「福祉」など）の機能を生活の場に近づ
けるとともに、地域地区制による建築制限の一部緩和。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）セットバックして建築され
た住宅等の敷地に、公道へ接する幅員４ｍの道（延長敷地）を
設置する義務の緩和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）地
域地区制の一部緩和により、ホテルや住居機能等を有する複
合的施設の建設とヘルパーの派遣先を「居宅」とする定義の見
直し

1070 1070010
指定介護通所事業所
における放課後児童の
受入の容認

介護保険上の指定介護通所事業所（以下デイサービスセンターとい
う）は専ら指定介護の事業の用に供するものでなければならないと
いう規制を緩和し、小学校低学年の放課後児童の受入を認めるも
の。

放課後児童クラブは、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年の児
童を対象とし、遊びを主体として、児童の健全育成の場として設置され
る趣旨から、これを一歩前進させ、デイサービスセンターに放課後児童
を受け入れることにより、３世代が同居した家庭と同じような高齢者と
の交流の場を創ることができ、児童の心の健全育成に効果的と思われ
る。また、高齢者にとっても孫との交流を疑似体験でき、意識の活性化
が期待できる。

　本県では、大都市近郊自治体において放課後児童クラブの待機児童が増加傾向に
ある。これは、女性の就労機会の増加に伴い、昼間保護者のいない児童の家庭が増
加しているためと考えられ、地域による子育て支援が望まれている。待機児童解消の
ためには既存の児童クラブの規模を拡大する方策等が考えられるが、施設に限界が
あることや僅かな職員で大規模化した児童を指導することは、安全・安心の子育て環
境の面を考慮すると必ずしも得策とは思われない。そこで、待機児童の多い自治体
に、老人デイサービスセンターが整備されている本県の状況を勘案し、当該センター
の放課後児童クラブへの活用を行い、福祉施設の多機能化を図ろうとするものであ
る。そうすることにより、副次的に児童と高齢者の交流が芽生え、児童には高齢者を
思いやる気持ちが育まれ、高齢者には意識の活性化が大いに期待できるとこととな
る。

福岡県 福岡県
児童と高齢者のふれあ
い交流・子育て支援構
想

　児童は放課後児童クラブ、高齢者はデイサービスセンターと
縦割りで区分するのではなく、子育て支援及び児童と高齢者
の交流を図る場所として、介護保険法上の指定通所介護施設
（デイサービスセンター）は要介護高齢者の専用に供しなけれ
ばならないという規制を緩和し、デイサービスセンターに放課
後児童の受入を容認するもの。

1070 1070020

指定介護通所事業所
における放課後児童の
受入に伴う機能訓練室
等の利用定員の緩和

デイサービスセンターの食堂及び機能訓練室の利用定員（３㎡以上
／１人）を緩和し、安全に支障のない範囲で小学校低学年の放課後
児童の受入を認めるもの。

放課後児童クラブは、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年の児
童を対象とし、遊びを主体として、児童の健全育成の場として設置され
る趣旨から、これを一歩前進させ、デイサービスセンターに放課後児童
を受け入れることにより、３世代が同居した家庭と同じような高齢者と
の交流の場を創ることができ、児童の心の健全育成に効果的と思われ
る。また、高齢者にとっても孫との交流を疑似体験でき、意識の活性化
が期待できる。

　本県では、大都市近郊自治体において放課後児童クラブの待機児童が増加傾向に
ある。これは、女性の就労機会の増加に伴い、昼間保護者のいない児童の家庭が増
加しているためと考えられ、地域による子育て支援が望まれている。待機児童解消の
ためには既存の児童クラブの規模を拡大する方策等が考えられるが、施設に限界が
あることや僅かな職員で大規模化した児童を指導することは、安全・安心の子育て環
境の面を考慮すると必ずしも得策とは思われない。そこで、待機児童の多い自治体
に、老人デイサービスセンターが整備されている本県の状況を勘案し、当該センター
の放課後児童クラブへの活用を行い、福祉施設の多機能化を図ろうとするものであ
る。そうすることにより、副次的に児童と高齢者の交流が芽生え、児童には高齢者を
思いやる気持ちが育まれ、高齢者には意識の活性化が大いに期待できるとこととな
る。

福岡県 福岡県
児童と高齢者のふれあ
い交流・子育て支援構
想

　児童は放課後児童クラブ、高齢者はデイサービスセンターと
縦割りで区分するのではなく、子育て支援及び児童と高齢者
の交流を図る場所として、介護保険法上の指定通所介護施設
（デイサービスセンター）は要介護高齢者の専用に供しなけれ
ばならないという規制を緩和し、デイサービスセンターに放課
後児童の受入を容認するもの。
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1163 1163020
社会福祉施設の設置
基準緩和による木材利
用推進

【現状】
建築基準法の上乗せ規定で厚生労働省が施設の耐火・準耐火基準
を設けていることにより、木材の利用促進が阻害されている事例が
ある。
【提案】
下記の社会福祉施設の構造基準における、耐火・準耐火の緩和措
置を行うことにより木造２階建て建築の推進を図る。
○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
○介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基
準
特区申請の要件となっている「スプリンクラーの設置、避難口の増
設、非常警報設備の設置」等の入所者の防火安全対策の基準を満
たせば、上記厚生省令で「入所者（利用者）の日常生活に充てられる
場所を２階以上の階及び地階のいずれにも設けている場合」にあっ
ても準耐火建築とする旨の規制緩和

これまで、厚生労働省の施設設置基準により、県内の社会福祉法人等
が限られた敷地面積の中で木造２階建の施設を建設することが困難で
あったが、耐火・準耐火規制が緩和されれば、木材利用の推進が図ら
れる。

現在秋田県で認めれられている特区措置については、木造平屋建てに限られてお
り、限られた敷地面積での木造２階建の社会福祉施設の建築が困難となっている。
本県の提案は、全国への適用拡大を図るものではなく、林産県として地域特有の木
材を有効利用し、地域経済の発展と森林の整備、環境保全を図るものとしての提案で
ある。

愛媛県 愛媛県
愛媛県公共施設木材
利用推進構想

　愛媛県では、スギ・ヒノキ等の人工林が森林面積の６２％、２
２万ヘクタールにも達し、森林資源は充実してきているが、林
業を取り巻く環境は、木材価格の長期低迷等、厳しい環境条
件にあり、このまま推移すれれば、多くの森林が放置され、環
境に優しい循環資源である木材利用促進に支障をきたすこと
となる。
　このような中、公共施設の木造化は、施策推進の指導的立
場にある県･市町村が、自ら地域のシンボル的な公共施設を木
造化することにより、多くの県民に木材の良さが見直され、県
産材の需要拡大が期待される。

1143 1143010
介護保険法の規制緩
和

介護施設に適用するための規制緩和 既存宿泊施設の介護施設への転用を図っていきます 栃木県 栃木県藤原町 旅館ホテル介護構想

　鬼怒川･川治と２つの温泉地をもつ観光の町として発展してき
た藤原町は、現在「福祉・癒しの観光地」を目指す地域再生計
画の認定を受け、町全体のユニバーサルデザイン化や、宿泊
施設におけるデイサービスに取り組むなど、要介護高齢者等
にも「自分らしくなれる町」として心豊かに過ごしていただけるよ
う様々な事業を推進しています。
　そこで、居住地ではない藤原町において、一定の期間滞在す
る要介護高齢者の方々にも、藤原町の居宅サービスを受けら
れるよう、介護保険法の規制緩和を求めます。

1143 1143020
介護保険法の規制緩
和

居住地以外でも居宅サービスを受けられるように規制緩和を求めま
す

本来であれば居住地でしか受けられない、居宅サービスを居住地以外
でも受けられるようにして、福祉・癒しの観光地を目指します

栃木県 栃木県藤原町 旅館ホテル介護構想

　鬼怒川･川治と２つの温泉地をもつ観光の町として発展してき
た藤原町は、現在「福祉・癒しの観光地」を目指す地域再生計
画の認定を受け、町全体のユニバーサルデザイン化や、宿泊
施設におけるデイサービスに取り組むなど、要介護高齢者等
にも「自分らしくなれる町」として心豊かに過ごしていただけるよ
う様々な事業を推進しています。
　そこで、居住地ではない藤原町において、一定の期間滞在す
る要介護高齢者の方々にも、藤原町の居宅サービスを受けら
れるよう、介護保険法の規制緩和を求めます。

1220 1220010
「介護付き有料老人
ホーム」を第2種社会福
祉事業に含める。

社会福祉法第2条に規定されている第２種社会福祉事業に「介護付
き有料老人ホーム」を含め、社会福祉事業としての設立や運営上の
規制緩和を適用することで、利用者のニーズに合った地域で介護付
き有料老人ホームを行い、地域が地域の高齢者を支援し、末永く地
域で生活できるまち作りを行う。

　地域に住む軽度な要介護高齢者の介護問題の解決策として、「介護
付き有料老人ホーム」を整備数の少ない地域の遊休地等に設置するこ
とにより、要介護高齢者が住みやすい住居の提供及び、食事の提供、
２４時間の介護を、低額で提供したいと考えます。これによって、家での
介護が限界に達している方を受け入れることで、家庭問題や家庭崩
壊、高齢者の虐待問題をいくらかは回避できると考えます。さらに、病
院や老人保健施設で待っている介護を必要とする高齢者に生活する
場を提供できるようになります。そして、特養入所予定者の行き先を確
保し、社会的入院や入所を減らすと共に、各種の規制緩和を受けられ
れば、民間より利用額を安く設定することができ、条件さえそろえば生
活保護者の受け入れも可能となります。また、住み慣れた地域に建設
しているため、家族や知人との関係を保ったまま、入所ではなく、住み
替え感覚で移住できます。さらに、一般法人と違い、社会福祉法人は
公益法人であるという立場から、行う事業から安易に撤退したりしない
ため、入所後に安定した生活が望めます。また、副次的な効果として、
利用者の介護者やその家族は介護から解放されるために、その空き
時間をボランティア活動や育児、パートなどの就労に使うことができる
ようになるため、社会的な利益を生むことにもつながります。

　現行法においては「介護付き有料老人ホーム」は、社会福祉事業として認められて
おらず「公益事業」となるため、社会福祉事業であれば受けられる設立や運営に対す
る優遇措置を受けることができないため、社会福祉法人が有料老人ホームに介護（特
定施設入所者生活介護）を付けた「介護付き有料老人ホーム」を整備運営することが
非常に困難な状況にあります。「介護付き有料老人ホーム」について社会福祉事業と
同様の優遇措置を受けることが出来れば、施設整備や運営のハードルが低くなるた
め、利用者の住み慣れた地域に介護付き有料老人ホームを設置できると考えます。

大阪府
社会福祉法人　
美木多園

要介護高齢者が住み
慣れた地域で安心して
生活出来るまちづくり
構想

　特定施設入所者生活介護事業を社会福祉事業に含めること
により、社会福祉法人が資金の確保や借地の条件などの面で
他の社会福祉事業と同じ規制緩和を受けることができれば、
「介護付き有料老人ホーム」事業への参入が容易になります。
このことを通じて地域や利用者のニーズに合った介護が可能と
なり、ひいては介護保険制度の理念に沿った高齢者対策の推
進に寄与するものと考えます。
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5116 51160001

滋賀県における「外 
国籍看護師・介護士
の教育・受 入・人事
管理・就業構想」

問題点を踏まえ特区で2名程度を皮切りに、看護師を一年勤務
させ、そこで浮かび上がる問題点を当法人で整理する。
２）当初質の高いと評判のフィリピンの看護師をターゲットに
候補者を数名面接し日本に入国させる。
３）募集の方法、日本への招聘はメディカルアソシアが担当す
る。
４）各種社会保険、税等に関してもメディカルアソシアが担当
する。
５）規制緩和としては　　2年程度のワークビザの発給（本人
が希望すればビザの更なる延長）　　介護保険配置基準におけ
る看護師カウントの承認
６）当法人では当該看護師の能力、内部での人事問題等に関し
て検討する。以上のことより、社会福祉法人恵泉会とメディカ
ルアソシア（株）の共同提案とし、特区構想で問題点をあらい
だし全国展開の礎にしたい。

各国の各分野を業とする法人が、全国又は特区の自治体において
外国人看護師・介護士の教育、人事管理（派遣・職業紹介）等の
事業者指定を受け、フィリピンなど東南アジア諸国において、日
本国看護師国家資格受験準備講座、介護士養成講座（日本型介護
施設でのOJTを含）を受託する。日本語能力については、現地の
日本語学校の受講生で、かつ日本語検定試験の２級（一般的なこ
とがらについて会話ができ、読み書きができる能力）又は3級以
上に合格した者を、研修生として受け入れる。比国での看護師養
成所卒業者、看護実務経験のあるものは看護師・介護福祉士国家
資格受験の権利を付与する。訪問看護員については日本又は比国
内で同等の教育を実施。これらの条件を満たしたものが、人事管
理法人より管轄省庁又は自治体へ申請のあった医療機関・社会福
祉施設へ派遣、紹介、紹介予定派遣で斡旋し、「正看護師、介護
福祉士、訪問介護員」として送り出す。日本滞在中は、人事管理
法人が生活や文化指導を行う。在留期限が来たら、人事管理会社
が責任を持って帰国あるいは在留資格の更新手続きを行う。

地方に位置する特別養護老人ホームにおいては、看護師の確保が大きな問題と
なっている。特別養護老人ホームでは入居者が重度化し看護師の夜勤を考える
べき状況になっきている。介護士に関しても同様の問題がある。海外の看護師
資格では在留資格・就労資格がない。介護労働者の在留資格がない。海外の看
護師資格を取得していても訪問介護員研修の簡易化ができない。海外で訪問介
護員養成研修を受けることは認められない。看護業務の労働者派遣は紹介予定
派遣以外認められていない。全国の介護施設では高齢者人口の拡大、働く若者
の減少を受け、十分な介護サービスを提供し続けられるか危機感をもっつてい
る。特に過疎化が進行する農村部では切実である。さらに、定着しない若者の
介護職の問題、取り合いになっている看護師の問題など、多くの問題がやまず
みでありその解決の一助になるとかんがえる。 

社会福祉法人恵
泉会
株式会社メディ
カルアソシア

1084 1084011
中国人看護師の介護
技能実習を目的とした
在留の許可

外国人の機能実習移行対象職種に介護職種新設
外国人看護師の労働を伴う介護技術研修を可能にするための規制
緩和

2001年より中国人看護師の受入と育成実績のある社会福祉法人こう
ほうえんが主に育成と実習場所の提供の役割を担い、アポプラスス
テーション株式会社が協働することにより、中国人看護師の受入・介護
技術の取得がより効率的に実現する。
実施スケジュール：
2004年12月　中国人看護師（経験１年以上、25歳以下）で介護に関心
の高い看護師を募集。
2005年 2月　中国人看護師の面接、合格者20名
2005年 3月　面接合格者を北京(中日友好病院内）、大連（日本語研修
所）に受け入れ、日本語研修、基礎介護研修
2005年10月　日本語能力試験、基礎介護能力試験実施
2006年1月　合格者日本受入
2006年2月　介護実地研修
2008年1月　介護福祉士受験
2008年4月　介護福祉士資格取得者就業開始
2008年4月　中国へ帰国および国内にて就労

超高齢社会、労働人口の減少を数年後に控える日本において今後、介護専門職の不
足は免れない事態となることが予想されている。一方、中国においても一人っ子政策
実施後、27年が経過し、都市部とくに、北京、上海では日本が経験した以上の高齢化
が進んでいる。しかしながら、中国では未だ福祉施設の整備が進んでおらず、まして
介護専門職の育成はほとんど取り組まれていないのが現状である。
そこで、社会福祉法人こうほうえんではアポプラスステーション株式会社を仲介として
中日友好病院と提携し、2001年より日本語の会話能力のある看護師経験者を同病院
から2名選抜し、介護技術取得を目的とした実地研修を行ってきた。その結果、これま
で８名の中国人看護師が日本のヘルパー認定2級、および日本語検定2級を取得し、
帰国、中日友好病院にて、日本で培った知識と技術を活かして活躍中である。
現在のところ、外国人介護専門職受入はFTA交渉中の国を対象としてのみ進捗状況
にある。しかしながら、介護専門職を単純労働者としての扱いによるところが大きく、
対象国のメリットを経済的視点からのみ議論されている。しかしながら、介護専門職は
介護福祉士受験資格にあるように、専門の学校を卒業するか、福祉施設および医療
機関での3年の経験が義務付けられていること、そして、何らかの障害を持った利用
者、患者の体に触れることから、介護職としての専門的な知識および技術の習得と日
本語の会話能力が必須である。
プロジェクトの社会的使命：
中国人の看護師経験者を介護技術実習生（介護補助員と同等の処遇）として受け入
れることにより、中国の介護技術の向上に貢献する人材の育成を可能にする。そし
て、3年の研修後には日本の介護福祉士免許、日本語検定1級を取得し、福祉施設と
本人の希望により、帰国または日本にて介護福祉士として就労することにより、日本
の介護専門職員不足の緩和も可能にする。

東京都、鳥取県

社団福祉法人こ
うほうえん
アポプラスステー
ション株式会社

中国人看護師の介護
福祉士要請プログラム

高齢社会を既に向かえ、今後介護専門職員の不足が予測され
る日本に、今後急速に高齢化が深刻となり、高齢者福祉の基
盤整備が必須となる中国より、看護師経験者を介護技術研修
生として受入、実地教育することにより、日本の介護専門職不
足の解消と中国の介護専門職の育成を目的とする。2000年よ
り中国人看護師の受入と育成実績のある社会福祉法人こうほ
うえんが主に育成と就労場所の提供の役割を担い、人材ビジ
ネスを事業の柱とするアポプラスステーション株式会社が協働
することにより、中国人看護師の受入・介護技術の取得・就労
を事業化する。

1084 1084012
中国人看護師の介護
技能実習を目的とした
在留の許可

外国人の機能実習移行対象職種に介護職種新設
外国人看護師の労働を伴う介護技術研修を可能にするための規制
緩和

2001年より中国人看護師の受入と育成実績のある社会福祉法人こう
ほうえんが主に育成と実習場所の提供の役割を担い、アポプラスス
テーション株式会社が協働することにより、中国人看護師の受入・介護
技術の取得がより効率的に実現する。
実施スケジュール：
2004年12月　中国人看護師（経験１年以上、25歳以下）で介護に関心
の高い看護師を募集。
2005年 2月　中国人看護師の面接、合格者20名
2005年 3月　面接合格者を北京(中日友好病院内）、大連（日本語研修
所）に受け入れ、日本語研修、基礎介護研修
2005年10月　日本語能力試験、基礎介護能力試験実施
2006年1月　合格者日本受入
2006年2月　介護実地研修
2008年1月　介護福祉士受験
2008年4月　介護福祉士資格取得者就業開始
2008年4月　中国へ帰国および国内にて就労

超高齢社会、労働人口の減少を数年後に控える日本において今後、介護専門職の不
足は免れない事態となることが予想されている。一方、中国においても一人っ子政策
実施後、27年が経過し、都市部とくに、北京、上海では日本が経験した以上の高齢化
が進んでいる。しかしながら、中国では未だ福祉施設の整備が進んでおらず、まして
介護専門職の育成はほとんど取り組まれていないのが現状である。
そこで、社会福祉法人こうほうえんではアポプラスステーション株式会社を仲介として
中日友好病院と提携し、2001年より日本語の会話能力のある看護師経験者を同病院
から2名選抜し、介護技術取得を目的とした実地研修を行ってきた。その結果、これま
で８名の中国人看護師が日本のヘルパー認定2級、および日本語検定2級を取得し、
帰国、中日友好病院にて、日本で培った知識と技術を活かして活躍中である。
現在のところ、外国人介護専門職受入はFTA交渉中の国を対象としてのみ進捗状況
にある。しかしながら、介護専門職を単純労働者としての扱いによるところが大きく、
対象国のメリットを経済的視点からのみ議論されている。しかしながら、介護専門職は
介護福祉士受験資格にあるように、専門の学校を卒業するか、福祉施設および医療
機関での3年の経験が義務付けられていること、そして、何らかの障害を持った利用
者、患者の体に触れることから、介護職としての専門的な知識および技術の習得と日
本語の会話能力が必須である。
プロジェクトの社会的使命：
中国人の看護師経験者を介護技術実習生（介護補助員と同等の処遇）として受け入
れることにより、中国の介護技術の向上に貢献する人材の育成を可能にする。そし
て、3年の研修後には日本の介護福祉士免許、日本語検定1級を取得し、福祉施設と
本人の希望により、帰国または日本にて介護福祉士として就労することにより、日本
の介護専門職員不足の緩和も可能にする。

東京都、鳥取県

社団福祉法人こ
うほうえん
アポプラスステー
ション株式会社

中国人看護師の介護
福祉士要請プログラム

高齢社会を既に向かえ、今後介護専門職員の不足が予測され
る日本に、今後急速に高齢化が深刻となり、高齢者福祉の基
盤整備が必須となる中国より、看護師経験者を介護技術研修
生として受入、実地教育することにより、日本の介護専門職不
足の解消と中国の介護専門職の育成を目的とする。2001年よ
り中国人看護師の受入と育成実績のある社会福祉法人こうほ
うえんが主に育成と就労場所の提供の役割を担い、人材ビジ
ネスを事業の柱とするアポプラスステーション株式会社が協働
することにより、中国人看護師の受入・介護技術の取得・就労
を事業化する。
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1084 1084020

中国人看護師の日本
の介護福祉士国家資
格の取得を条件とする
特定活動の在留資格
許可

中国人看護師の日本介護福祉士資格取得を目的とする特定活動者
の在留資格新設

2001年より中国人看護師の受入と育成実績のある社会福祉法人こう
ほうえんが主に育成と就労場所の提供の役割を担い、人材ビジネスを
事業の柱とするアポプラスステーション株式会社が協働することによ
り、中国人看護師の受入・介護技術の取得・就労を事業化する。
実施スケジュール：
2004年12月　中国人看護師（経験１年以上、25歳以下）で介護に関心
の高い看護師を募集。
2005年 2月　中国人看護師の面接、合格者20名
2005年 3月　面接合格者を北京(中日友好病院内）に受け入れ、日本
語研修、基礎介護研修
2005年10月　日本語能力試験、基礎介護能力試験実施
2006年1月　合格者日本受入
2006年2月　介護実地研修
2008年1月　介護福祉士受験
2008年4月　介護福祉士資格取得者就業開始
2008年4月　中国へ帰国および国内にて就労

超高齢社会、労働人口の減少を数年後に控える日本において今後、介護専門職の不
足は免れない事態となることが予想されている。一方、中国においても一人っ子政策
実施後、27年が経過し、都市部とくに、北京、上海では日本が経験した以上の高齢化
が進んでいる。しかしながら、中国では未だ福祉施設の整備が進んでおらず、まして
介護専門職の育成はほとんど取り組まれていないのが現状である。
そこで、社会福祉法人こうほうえんではアポプラスステーション株式会社を仲介として
中日友好病院と提携し、2001年より日本語の会話能力のある看護師経験者を同病院
から2名選抜し、介護技術取得を目的とした実地研修を行ってきた。その結果、これま
で８名の中国人看護師が日本のヘルパー認定2級、および日本語検定2級を取得し、
帰国、中日友好病院にて、日本で培った知識と技術を活かして活躍中である。
現在のところ、外国人介護専門職受入はFTA交渉中の国を対象としてのみ進捗状況
にある。しかしながら、介護専門職を単純労働者としての扱いによるところが大きく、
対象国のメリットを経済的視点からのみ議論されている。しかしながら、介護専門職は
介護福祉士受験資格にあるように、専門の学校を卒業するか、福祉施設および医療
機関での3年の経験が義務付けられていること、そして、何らかの障害を持った利用
者、患者の体に触れることから、介護職としての専門的な知識および技術の習得と日
本語の会話能力が必須である。
プロジェクトの社会的使命：
中国人の看護師経験者を介護技術実習生（介護補助員と同等の処遇）として受け入
れることにより、中国の介護技術の向上に貢献する人材の育成を可能にする。そし
て、3年の研修後には日本の介護福祉士免許、日本語検定1級を取得し、福祉施設と
本人の希望により、帰国または日本にて介護福祉士として就労することにより、日本
の介護専門職員不足の緩和も可能にする。

東京都、鳥取県

社団福祉法人こ
うほうえん
アポプラスステー
ション株式会社

中国人看護師の介護
福祉士要請プログラム

高齢社会を既に向かえ、今後介護専門職員の不足が予測され
る日本に、今後急速に高齢化が深刻となり、高齢者福祉の基
盤整備が必須となる中国より、看護師経験者を介護技術研修
生として受入、実地教育することにより、日本の介護専門職不
足の解消と中国の介護専門職の育成を目的とする。2000年よ
り中国人看護師の受入と育成実績のある社会福祉法人こうほ
うえんが主に育成と就労場所の提供の役割を担い、人材ビジ
ネスを事業の柱とするアポプラスステーション株式会社が協働
することにより、中国人看護師の受入・介護技術の取得・就労
を事業化する。

1084 1084030

中国人看護師の日本
の介護福祉士国家資
格受験資格の要件緩
和

中国人看護師の日本介護福祉士受験資格要件緩和
中国人看護師の中国での看護経験を日本の介護福祉士受験資格
用件へ繰り入れ、現状の実務経験年数3年を2年以内に短縮。

2001年より中国人看護師の受入と育成実績のある社会福祉法人こう
ほうえんが主に育成と就労場所の提供の役割を担い、人材ビジネスを
事業の柱とするアポプラスステーション株式会社が協働することによ
り、中国人看護師の受入・介護技術の取得・就労を事業化する。
実施スケジュール：
2004年12月　中国人看護師（経験１年以上、25歳以下）で介護に関心
の高い看護師を募集。
2005年 2月　中国人看護師の面接、合格者20名
2005年 3月　面接合格者を北京(中日友好病院内）に受け入れ、日本
語研修、基礎介護研修
2005年10月　日本語能力試験、基礎介護能力試験実施
2006年1月　合格者日本受入
2006年2月　介護実地研修
2008年1月　介護福祉士受験
2008年4月　介護福祉士資格取得者就業開始
2008年4月　中国へ帰国および国内にて就労

超高齢社会、労働人口の減少を数年後に控える日本において今後、介護専門職の不
足は免れない事態となることが予想されている。一方、中国においても一人っ子政策
実施後、27年が経過し、都市部とくに、北京、上海では日本が経験した以上の高齢化
が進んでいる。しかしながら、中国では未だ福祉施設の整備が進んでおらず、まして
介護専門職の育成はほとんど取り組まれていないのが現状である。
そこで、社会福祉法人こうほうえんではアポプラスステーション株式会社を仲介として
中日友好病院と提携し、2001年より日本語の会話能力のある看護師経験者を同病院
から2名選抜し、介護技術取得を目的とした実地研修を行ってきた。その結果、これま
で８名の中国人看護師が日本のヘルパー認定2級、および日本語検定2級を取得し、
帰国、中日友好病院にて、日本で培った知識と技術を活かして活躍中である。
現在のところ、外国人介護専門職受入はFTA交渉中の国を対象としてのみ進捗状況
にある。しかしながら、介護専門職を単純労働者としての扱いによるところが大きく、
対象国のメリットを経済的視点からのみ議論されている。しかしながら、介護専門職は
介護福祉士受験資格にあるように、専門の学校を卒業するか、福祉施設および医療
機関での3年の経験が義務付けられていること、そして、何らかの障害を持った利用
者、患者の体に触れることから、介護職としての専門的な知識および技術の習得と日
本語の会話能力が必須である。
プロジェクトの社会的使命：
中国人の看護師経験者を介護技術実習生（介護補助員と同等の処遇）として受け入
れることにより、中国の介護技術の向上に貢献する人材の育成を可能にする。そし
て、3年の研修後には日本の介護福祉士免許、日本語検定1級を取得し、福祉施設と
本人の希望により、帰国または日本にて介護福祉士として就労することにより、日本
の介護専門職員不足の緩和も可能にする。

東京都、鳥取県

社団福祉法人こ
うほうえん
アポプラスステー
ション株式会社

中国人看護師の介護
福祉士要請プログラム

高齢社会を既に向かえ、今後介護専門職員の不足が予測され
る日本に、今後急速に高齢化が深刻となり、高齢者福祉の基
盤整備が必須となる中国より、看護師経験者を介護技術研修
生として受入、実地教育することにより、日本の介護専門職不
足の解消と中国の介護専門職の育成を目的とする。2000年よ
り中国人看護師の受入と育成実績のある社会福祉法人こうほ
うえんが主に育成と就労場所の提供の役割を担い、人材ビジ
ネスを事業の柱とするアポプラスステーション株式会社が協働
することにより、中国人看護師の受入・介護技術の取得・就労
を事業化する。

1005 1005020
民生委員法第6条の規
制緩和

民生委員法第6条で民生委員の推薦を受ける為の資格は「当該市
町村の議会の議員の選挙権を有する者」に限られているが、この要
件を緩和し永住外国人にも適用できるようにする。

当市は、豊かな自然環境を活かしながら、市民の一人ひとりをかけが
えのないものとして大切にし、違い・特色を尊重し、それぞれが支えあ
い、生かしあって、そして高めあって生きるいわば「調和と発展のまほ
ろば」の里づくりを目指しています。このような中、永住外国人市民の
方々は、長年、丹後の住民として地域や地域住民と共に歩んでこら
れ、地元住民と一体となってのまちづくりをはじめ地域社会の中で責任
と義務を果たし、地域の中での信頼関係を深めてこられています。この
ため、支配的な制度利用などのご懸念を仮にも招くことのないような制
度的な工夫、担保の検討も視野に入れ、これらの永住外国人市民の
方々に、特区として地方参政権を付与することにより、一層、人権が大
切にされ、一人ひとりがますます尊ばれ、ひいては信頼感で深く結ばれ
る、安心で希望のもてる地域社会、国際社会からも評価され信頼され
る共生社会の創造に貢献していきたい。

市の議会の議員の選挙権を有することとなれば、民生委員法第6条の規定により永
住外国人も民生委員（注：身分的には非常勤特別職地方公務員）の推薦を受けること
ができる対象となる。本市としては、このことも視野に入れ、特区の提案を行うもので
あり、選挙権の付与が実現すれば、民生委員資格も自動的に付与されるものである
ものの、要求上は、両件は各個のものであるので、民生委員法第6条の国籍要件の
緩和（永住外国人への適用）を選挙権付与とは別掲して求めることとするもの。

京都府 京都府京丹後市

市民との共生によるま
ちづくり特区
～国境を越え、京丹後
市のまちづくりでひとつ
になる～

公職選挙法第9条第2項で、地方公共団体の議会の議員及び
長の選挙権を有する者は日本国民に限られているが、本市の
議会の議員及び長の選挙について、国籍要件を永住外国人
にまで拡大する。なお、市の議会の議員の選挙権を有すること
となれば、民生委員法第6条の規定により永住外国人も民生
委員（注：身分的には非常勤特別職地方公務員）の推薦を受
けることができる対象となる。本市としては、このことも視野に
入れ、特区の提案を行うものであり、選挙権の付与が実現す
れば、民生委員資格も自動的に付与されるものであるものの、
要求上は、両件は各個のものであるので、民生委員法第6条
の国籍要件の緩和（永住外国人への適用）を選挙権付与とは
別掲して求めるもの。
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1256 1256010

生き生き地域福祉特区
（民生委員の推薦及び
指揮監督権限を市町村
長に委譲）

現行において、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱
することとされている民生委員・児童委員（以下「民生委員」という。）
について、市町村長の推薦により厚生労働大臣が委嘱することとし、
同時に、民生委員の指揮監督権も都道府県知事から市町村長に委
譲する。

　民生委員は、市町村の区域において住民の立場に立って相談、援助
等の社会福祉活動を行うものとされているが、その選任等は、民生委
員法及び同法施行令により、次のように行われている。
ア　市町村に市町村長が委嘱する民生委員推薦会をおく。
イ　民生委員推薦会は民生委員を推薦する。
ウ　都道府県知事は、これをもとに、都道府県社会福祉審議会の意見
を聞いて民生委員を推薦する。
エ　厚生労働大臣が民生委員を委嘱する。
オ　民生委員は、その職務に関して都道府県知事の指揮監督を受け
る。
　これを、特区認定を受けた市町村においては、次のように改める。
・都道府県知事に替わって市町村長が民生委員を推薦し、指揮監督を
行う。
・都道府県知事は、必要に応じて、広域的観点からの調整、民生委員
への啓発、研修活動等の支援を行う。

民生委員は、活動の場が市町村単位でありながら、推薦及び指揮監督権は都道府県
知事にあり、かつ厚生労働大臣が委嘱するという形式を採っている。このため行政側
の責任体制が不明確となり、これが民生委員と行政の連携体制にも影響を与えてい
ると思われる。
また、民生委員の数は、全国で２０万人、埼玉県だけで１万人にのぼる。多くの都道府
県では、個々の委員の地域活動に直接接する機会を持つことが困難な中で、推薦責
任と指揮監督責任を負い、かつその対応のために、書類審査等の膨大な事務を負っ
ているのが実状と思われる。
近年、ともすれば家族や地域社会での相互扶助機能が弱まる中で、地域社会福祉活
動の最前線に立つ民生委員に期待される役割は高まっており、民生委員が市町村と
密接に連携し、地域に即した社会福祉活動を展開できる体制を築く必要がある。同時
に、この分野での都道府県の事務負担軽減をはかり、その役割を広域的かつ専門的
分野での関与に重点化することが有益と考えられる。この趣旨のもとに、現行の民生
委員制度について、市町村を責任主体とするものへ見直すよう提案するものである。

埼玉県 埼玉県草加市

生き生き地域福祉特区
（民生委員の推薦及び
指揮監督権限を市町村
長に委譲）

近年、ともすれば家族や地域社会での相互扶助機能が弱まる
中で、地域社会福祉活動の最前線に立つ民生委員に期待さ
れる役割は高まっており、民生委員が市町村と密接に連携し、
地域に即した社会福祉活動を展開できる体制を築く必要があ
る。同時に、この分野での都道府県の事務負担軽減をはかり、
その役割を広域的かつ専門的分野での関与に重点化すること
が有益と考えられる。この趣旨のもとに、現行の民生委員制度
について、市町村を責任主体とするものへ見直すよう提案する
ものである。

1082 1082010

全国の公私「児童養護施設」は、その体制強化が必要であるに拘ら
ず、経済的経営・処遇内容、共に危機にひんしている。例えば、ある
成績不振の公立施設は、民間への払下げ・売却を行って、他部門の
公的財政の調整財源に充てようとする傾向まで有る。支援処遇内容
についても、養護自立指導、不登校児指導、就学児卒後就職指導、
分園自活指導、レクリエーション指導、等多岐にわたるが、それらは
必ずしも統合化されていないために、個々の児童の本来必要な処遇
になり得ていない。児童養護施設体制が現状のままでは、やがてそ
の存立は危ぶまれる。そこで現在の施設体制の強化を超えて、新規
に「児童養護促進施設」の体制を提案し、その構築を促す。

（１）新規…「児童養護促進施設」の構築、全国各域に１箇所、計５箇所
（２）施設の規模、種類…（各箇所宛）敷地２万坪、建物５千坪、鉄筋３
階建、各種運動設備、野菜生産設備、食品生産加工設備（パン、麺
類、等）（３）入所者定員…５０名　宿泊室５０室＋両親の宿泊設備（４）
職員定員…５０名　宿泊室１０室（５）専門職員…栄養士蝶理士、ス
ポーツ指導士、精神身体管理士、職業士（６）経営主体…公益法人（７）
設立費用…国費５億円、自治体費２.５億円、 民間費　２.５億円

東京都 飯田精一
児童養護促進施設構
想（現　児童養護施設）

１）新規　　「児童養護促進施設」の構築、全国各域に１箇所、
計５箇所
２）施設の規模、種類　　（各箇所宛）敷地２万坪、建物５千坪、
鉄筋３階建、
　　各種運動設備、野菜生産設備、食品生産加工設備（パン、
麺類、等）
３）入所者定員　　５０名　宿泊室５０室＋両親の宿泊設備
４）職員定員　　５０名　宿泊室１０室
５）専門職員　栄養士蝶理士、スポーツ指導士、精神身体管理
士、職業士
６）経営主体　公益法人
７）設立費用　国費５億円、自治体費２.５億円、 民間費　２.５億
円

1251 1251010
幼稚園と保育所制度の
一元化

現行の幼稚園・保育所制度の再構築

港区芝浦４丁目芝浦アイランド開発地区内において新設する新たな子
育て支援施設を幼稚園機能と保育所機能を一体化した乳幼児・児童
向け施設として整備運営する。平成16年度基本・実施設計、平成17～
18年度工事、平成19年４月オープン予定、約2000㎡、想定定員（幼稚
部　　３歳　　20名　　４歳　　５０名　　５歳　　５０名　　計120名、保育部
０歳　１２名　１歳　１５名　２歳　18名　３歳　20名　　　計６５名　　合計　
１８５名）

  芝浦アイランド地区で予定している幼保一元化施設の設置に当たって、設置・運営
主体、職員の資格、勤務条件、補助制度等について従来の幼稚園、保育所という枠
組みを超えた、一体的な制度を創設する。これまで当区では、設置主体の弾力化、給
与条件の統合を含む職員資格の整理などを繰り返し提案している。しかしながら、就
学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設の創設については未だ検討
過程にあり、基本的な枠組みすら不明であって、現時点で地域が自らの制度を具体
的に検討するには、地方単独施策によらねばならないものとなっている。そのため、
一体的制度創設について特区により別途提案し、本件芝浦地区における新たな施設
による先行実施の中で、都市部における地域特性を踏まえた就学前教育・保育にか
かわる課題等を把握するとともに、先行的にそれらに対応することを目的にするもの
である。

東京都 港区
豊かな都心居住と子育
て活動を支えるすこや
か特区

特区構想全体への展開に先立ち、先行事例として芝浦アイラ
ンド地区において幼保一元施設の経済的社会的効果等を把
握します。芝浦アイランド地区で予定している幼保一元化施設
の設置に当たって、設置・運営主体、職員の資格、勤務条件、
補助制度等について従来の幼稚園、保育所という枠組みを超
えた、一体的な制度を創設します。午前中は幼児教育を中心
に行い、午後は預かり保育を20時１５分まで行うことを想定して
います。３期休業は廃止すると共に食育の観点から給食を実
施します。また幼稚園教諭と保育士の勤務条件の同一化をは
かり同一クラス編成を実施します。また公設民営方式の運営
方式の導入も検討します。

1019 1019010

高齢者施設と児童養護
施設の併設に
関する省庁間の連携と
規制の一体化

現状の課題として「少子高齢化」が問題と
なって居るが、本来この問題は表裏一体
を成すものと考えられる。高齢者施設とし
ては、厚生労働省所管の「老人福祉施設
」国土交通省所管の「高齢者優良賃貸住
宅」が考えられ、児童福祉施設に関しては
厚生労働省が所管して居るが、本件に対
する庁内一体意識を高める事により、より
実効のある施策実施可能と思われる。
特に、国土交通省所管の「高齢者優良賃
貸住宅」制度と｢児童養護施設」との整合
性は無く、合一施設として有用性に対する
認識が看過されて居る。高齢者の「生き
甲斐と自立性」児童の「豊かな情緒の育
成」は、共に充足され得る施設から涵養
されるが事が、運営的にも財政的のみな
らず精神医学的にも実効が高い事が証明
されて居る。しかし乍ら現状では、各省庁
の施策方針と自治体との実施状況が、
必ずしも合致していないのが現状である。
特に各省庁の通達・施策等の実施に対
する管理、民間からの施策不一致並び
、要望に対する処理に、ｽﾑｰｽﾞな対応
について「機関並び協議窓口」の一元
化が出来る様に希望する。

本計画は、現在開発を完了した用地
30000㎡に
1.高齢者優良賃貸住宅若しくは有料老
人ﾎｰﾑ（収容人員100名）
2.児童養護施設（50名）
3.供用施設（医療施設・厨房施設・遊戯
施設等）を本、併合施設により、高齢者
の自立度を高め、児童の精神的育成を
図り、相互に「心身の故郷」を創設する。
特に、高齢者施設に関しては、一世代
では無く二世代・三世代を視野に長期
ｻｲｸﾙでの負担軽減を図る。
児童養護施設に関しては、地域の過疎
化・高齢化対策を視野に子供達が永住
の地として選択出来うる地域環境を整え
、自治体より受け入れを促進する。
本来の複合施設の目的である実効ある
運営と、相互の家族意識による物心両面
の真のｹｱｰを図る。

省庁間を横断する、複合的施設の計
画に際し、現状の課題として、「複合
施設の実効性」に対する適否の判断
を仰ぐ、指導機関が無く、協議窓口が
煩雑であり、民間として計画協議を
躊躇して居る事は否めません。更に
、各省庁と地方自治体との意識も不
一致も有り、通達者の施策方針、そ
れに伴う実施状況に対する適切な
指導を行い、提出案件によるが、
窓口の一元化の方向を模索して
頂きたく、提案をするに至りました。

岡山県
三紘企業株式会
社

高齢者施設並び交通
災害遺児等児童養護
施設併用特区構想

提案の主旨は、今後予想される介護保険等高齢者対策、児童
養護
（児童福祉）対策の二元的施設の一体化による、高齢者個人
の負
担を軽減し、長期的、「国・地方自治体の財政」の補完を志向し
たものであります。
しかし乍ら、省庁を横断する施策による窓口の煩雑さ、施設並
び
設置基準の相違・省庁の通達・省令等と地方自治体との施策
実効
性隘路がﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進の阻害要因に成って居る。
今後、益々地方自治体に権限が付加される事と成る事と思い
ます
が、国の指導を考慮し、省庁を縦横断する複合施設に対する、
実
効性を判断する機関の設置・更にはその機関の指導による、
協議
窓口等の一元化を希望する。
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提案概要

1040 1040011

「知的障害者援護施設
の設備及び運営に関
する基準」、「指定知的
障害者更生施設等の
設備および運営に関す
る基準｣で規定している
通所授産施設に、主と
して施設外での作業訓
練を行なう施設の形態
を含める。

「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」、「指定知的
障害者更生施設等の設備および運営に関する基準｣で規定している
施設内作業訓練に施設外作業訓練も含める。また作業室又は作業
場と食堂は兼用できることとし、運動場は設けないことができることと
する。調理については施設外で昼食をとることが想定されるので、業
者との契約に基づく調理業務委託により外部から搬入することとし、
調理室は設けないことができることとする。

知的障害者通所授産として施設外作業訓練を行う。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　①公の施設、公園、広場、河川敷などの清掃業務を
地方自治体から受託する。　　　　　　　　　　　　　　②民間の事業所や個
人の家、特に高齢者や独居老人のうち介護保険に基づくヘルパーでは
対応できない場所の清掃や庭掃除などを請け負う。

現行制度では主に施設外作業訓練を目的とする授産施設は認められない。しかし、
施設内作業訓練での下請け仕事の単価の低下や仕事量の減少など、知的障害者の
生活は厳しくなる一方である。知的障害者の地域生活移行を考えるとき、働く場と生
活費の確保が必要であるが、主として施設外作業訓練をおこなう授産施設は営業努
力で仕事を広げることができるので、その要請に応えることができる。一般企業への
就労が困難な障害者を対象としておこなうが、施設外作業訓練は施設内作業訓練と
異なり、多くの地域の人たちとの接触が増えるので、社会性を育み勤労の目的の理
解が促進されるため労働意欲を高め、よって職業能力を高めることができる。

岐阜県
社会福祉法人岐
阜市社会福祉事
業団

施設外作業訓練授産
施設構想

現在、岐阜市社会福祉事業団では知的障害者関係施設、事
業として通所授産施設と分場、通勤寮、グループホーム、就労
促進事業、障害者就業･生活支援センター事業を実施し、それ
らの有機的連携を図りながら事業を進めているが、授産施設
では下請け作業の減少、その他では解雇や勤務時間の減少
など訓練生の生活が圧迫されてきている。そんななか大きな資
本投下を必要としない授産活動として施設外作業訓練を目的
とした授産施設を計画した。公の施設、公園、広場、河川敷等
の清掃や民間事業所や個人の家の清掃を請け負うことができ
る体制をつくり、訓練生の作業範囲の拡大を図るとともにその
意欲の向上や生活の安定に結びつける。

1040 1040012

「知的障害者援護施設
の設備及び運営に関
する基準」、「指定知的
障害者更生施設等の
設備および運営に関す
る基準｣で規定している
通所授産施設に、主と
して施設外での作業訓
練を行なう施設の形態
を含める。

「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」、「指定知的
障害者更生施設等の設備および運営に関する基準｣で規定している
施設内作業訓練に施設外作業訓練も含める。また作業室又は作業
場と食堂は兼用できることとし、運動場は設けないことができることと
する。調理については施設外で昼食をとることが想定されるので、業
者との契約に基づく調理業務委託により外部から搬入することとし、
調理室は設けないことができることとする。

知的障害者通所授産として施設外作業訓練を行う。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　①公の施設、公園、広場、河川敷などの清掃業務を
地方自治体から受託する。　　　　　　　　　　　　　　②民間の事業所や個
人の家、特に高齢者や独居老人のうち介護保険に基づくヘルパーでは
対応できない場所の清掃や庭掃除などを請け負う。

現行制度では主に施設外作業訓練を目的とする授産施設は認められない。しかし、
施設内作業訓練での下請け仕事の単価の低下や仕事量の減少など、知的障害者の
生活は厳しくなる一方である。知的障害者の地域生活移行を考えるとき、働く場と生
活費の確保が必要であるが、主として施設外作業訓練をおこなう授産施設は営業努
力で仕事を広げることができるので、その要請に応えることができる。一般企業への
就労が困難な障害者を対象としておこなうが、施設外作業訓練は施設内作業訓練と
異なり、多くの地域の人たちとの接触が増えるので、社会性を育み勤労の目的の理
解が促進されるため労働意欲を高め、よって職業能力を高めることができる。

岐阜県
社会福祉法人岐
阜市社会福祉事
業団

施設外作業訓練授産
施設構想

現在、岐阜市社会福祉事業団では知的障害者関係施設、事
業として通所授産施設と分場、通勤寮、グループホーム、就労
促進事業、障害者就業･生活支援センター事業を実施し、それ
らの有機的連携を図りながら事業を進めているが、授産施設
では下請け作業の減少、その他では解雇や勤務時間の減少
など訓練生の生活が圧迫されてきている。そんななか大きな資
本投下を必要としない授産活動として施設外作業訓練を目的
とした授産施設を計画した。公の施設、公園、広場、河川敷等
の清掃や民間事業所や個人の家の清掃を請け負うことができ
る体制をつくり、訓練生の作業範囲の拡大を図るとともにその
意欲の向上や生活の安定に結びつける。

1040 1040013

「知的障害者援護施設
の設備及び運営に関
する基準」、「指定知的
障害者更生施設等の
設備および運営に関す
る基準｣で規定している
通所授産施設に、主と
して施設外での作業訓
練を行なう施設の形態
を含める。

「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」、「指定知的
障害者更生施設等の設備および運営に関する基準｣で規定している
施設内作業訓練に施設外作業訓練も含める。また作業室又は作業
場と食堂は兼用できることとし、運動場は設けないことができることと
する。調理については施設外で昼食をとることが想定されるので、業
者との契約に基づく調理業務委託により外部から搬入することとし、
調理室は設けないことができることとする。

知的障害者通所授産として施設外作業訓練を行う。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　①公の施設、公園、広場、河川敷などの清掃業務を
地方自治体から受託する。　　　　　　　　　　　　　　②民間の事業所や個
人の家、特に高齢者や独居老人のうち介護保険に基づくヘルパーでは
対応できない場所の清掃や庭掃除などを請け負う。

現行制度では主に施設外作業訓練を目的とする授産施設は認められない。しかし、
施設内作業訓練での下請け仕事の単価の低下や仕事量の減少など、知的障害者の
生活は厳しくなる一方である。知的障害者の地域生活移行を考えるとき、働く場と生
活費の確保が必要であるが、主として施設外作業訓練をおこなう授産施設は営業努
力で仕事を広げることができるので、その要請に応えることができる。一般企業への
就労が困難な障害者を対象としておこなうが、施設外作業訓練は施設内作業訓練と
異なり、多くの地域の人たちとの接触が増えるので、社会性を育み勤労の目的の理
解が促進されるため労働意欲を高め、よって職業能力を高めることができる。

岐阜県
社会福祉法人岐
阜市社会福祉事
業団

施設外作業訓練授産
施設構想

現在、岐阜市社会福祉事業団では知的障害者関係施設、事
業として通所授産施設と分場、通勤寮、グループホーム、就労
促進事業、障害者就業･生活支援センター事業を実施し、それ
らの有機的連携を図りながら事業を進めているが、授産施設
では下請け作業の減少、その他では解雇や勤務時間の減少
など訓練生の生活が圧迫されてきている。そんななか大きな資
本投下を必要としない授産活動として施設外作業訓練を目的
とした授産施設を計画した。公の施設、公園、広場、河川敷等
の清掃や民間事業所や個人の家の清掃を請け負うことができ
る体制をつくり、訓練生の作業範囲の拡大を図るとともにその
意欲の向上や生活の安定に結びつける。

1040 1040014

「知的障害者援護施設
の設備及び運営に関
する基準」、「指定知的
障害者更生施設等の
設備および運営に関す
る基準｣で規定している
通所授産施設に、主と
して施設外での作業訓
練を行なう施設の形態
を含める。

「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」、「指定知的
障害者更生施設等の設備および運営に関する基準｣で規定している
施設内作業訓練に施設外作業訓練も含める。また作業室又は作業
場と食堂は兼用できることとし、運動場は設けないことができることと
する。調理については施設外で昼食をとることが想定されるので、業
者との契約に基づく調理業務委託により外部から搬入することとし、
調理室は設けないことができることとする。

知的障害者通所授産として施設外作業訓練を行う。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　①公の施設、公園、広場、河川敷などの清掃業務を
地方自治体から受託する。　　　　　　　　　　　　　　②民間の事業所や個
人の家、特に高齢者や独居老人のうち介護保険に基づくヘルパーでは
対応できない場所の清掃や庭掃除などを請け負う。

現行制度では主に施設外作業訓練を目的とする授産施設は認められない。しかし、
施設内作業訓練での下請け仕事の単価の低下や仕事量の減少など、知的障害者の
生活は厳しくなる一方である。知的障害者の地域生活移行を考えるとき、働く場と生
活費の確保が必要であるが、主として施設外作業訓練をおこなう授産施設は営業努
力で仕事を広げることができるので、その要請に応えることができる。一般企業への
就労が困難な障害者を対象としておこなうが、施設外作業訓練は施設内作業訓練と
異なり、多くの地域の人たちとの接触が増えるので、社会性を育み勤労の目的の理
解が促進されるため労働意欲を高め、よって職業能力を高めることができる。

岐阜県
社会福祉法人岐
阜市社会福祉事
業団

施設外作業訓練授産
施設構想

現在、岐阜市社会福祉事業団では知的障害者関係施設、事
業として通所授産施設と分場、通勤寮、グループホーム、就労
促進事業、障害者就業･生活支援センター事業を実施し、それ
らの有機的連携を図りながら事業を進めているが、授産施設
では下請け作業の減少、その他では解雇や勤務時間の減少
など訓練生の生活が圧迫されてきている。そんななか大きな資
本投下を必要としない授産活動として施設外作業訓練を目的
とした授産施設を計画した。公の施設、公園、広場、河川敷等
の清掃や民間事業所や個人の家の清掃を請け負うことができ
る体制をつくり、訓練生の作業範囲の拡大を図るとともにその
意欲の向上や生活の安定に結びつける。

1129 1129010
共同利用型の障害者
居宅介護支援

１人の居宅介護従業者によるサービスについて、複数の障害者が共
同で利用することを可能とする。

　障害者（身体障害者、知的障害者及び障害児）の居宅介護支援は、
個々の障害者ごとに提供することとされているが、これを緩和し、家事
援助及び移動介護について、１人の居宅介護従業者によるサービス
を、複数の障害者が共同で利用することを可能とする。
　その際、共同利用の内容、方法等について、あらかじめ市町村、事業
者等による調整を行うこととし、これにより、障害者の状態、希望等に
応じ、効率的に適切なサービスを利用することが可能となる。

北海道 北海道
共同利用型の障害者
居宅介護支援

　障害者（身体障害者、知的障害者及び障害児）の居宅介護
支援は、個々の障害者ごとに提供することとされているが、こ
れを緩和し、家事援助及び移動介護について、１人の居宅介
護従業者によるサービスを、複数の障害者が共同で利用する
ことを可能とする。
　その際、共同利用の内容、方法等について、あらかじめ市町
村、事業者等による調整を行うこととし、これにより、障害者の
状態、希望等に応じ、効率的に適切なサービスを利用すること
が可能となる。
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1175 1175010

身体障害者デイサービ
ス施設･レスパイト事業
所の訪問看護の提供
について

・居宅において訪問看護を受けている身体障害者が、介護保険法第
７条第８項及び健康保険法第８８条第１項、老人保健法第４６条の５
の２第１項でその者の居宅において行うと規制されている訪問看護
を居宅以外の身体障害者デイサービス施設又はレスパイト事業所で
利用を可能とするもの。

・訪問看護を利用して在宅生活を維持している身体障害者は、継続的
な医療サービスができないことにより、身体障害者デイサービス施設
又はレスパイト事業所の利用ができない状況にある。
・そこで、医療的ニーズの高い身体障害者が、社会参加や生活意欲向
上のために身体障害者デイサービス施設又はレスパイト事業所を利用
しているとき、日常生活を掌握している看護師による訪問看護の提供
を訪問看護事業として実施する。
・この事業の効果として、訪問看護を利用して継続的な医療サービスを
受けている身体障害者が、身体障害者デイサービス施設又はレスパイ
ト事業所の利用をできるようになり、結果として、身体障害者の社会参
加が促進されることによる生活の質が向上し、また、家族が緊急時や
休息に利用することにより、身体的・精神的負担を軽減することができ
る。

・障害者の在宅生活を支援するためにさまざまなサービスがあるが、医療的ニーズの
高い身体障害者にとって、訪問看護サービスは大変有効な手段である。しかし、現行
では訪問看護サービスは居宅においてのみの提供に限られ、福祉サービス利用には
制限があり、身体障害者の社会参加を阻害している状況がある。
・今回の提案は、医療的ニーズの高い身体障害者の在宅での生活をより積極的で意
欲あるものにするために、身体障害者デイサービス施設又はレスパイト事業所でも、
主治医の指示の下信頼関係が築かれている訪問看護師から、在宅と同様なサービス
を受けることができることにより、社会参加を可能とするものである。
・その結果として、身体障害者の活動範囲が広がり、福祉サービスを利用することに
より刺激を受け居宅での生活の質や意欲が向上し、家族の介護負担の軽減が図られ
るといった、居宅での訪問看護サービスでは得られない効果が期待できる。
・このように、医療サービスである訪問看護が、居宅と社会の橋渡しをし、医療と福祉
をつないだ真の在宅サービスを提供できるものである。

愛知県

愛知県丹羽郡大
口町 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　社会
福祉法人　おお
ぐち福祉会

障害者地域生活看護
ハートフル作戦

・社会福祉法人おおぐち福祉会は、身体障害者が有する能力
を生かし自立生活を営むために、医療・福祉の総合的サービ
スを提供することにより、在宅で生活を送りながら地域社会に
参加する一助となることを目指している。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　・そのために、訪問看護を利用している身体
障害者が身体障害者デイサービス施設及びレスパイト事業所
において、福祉サービス利用時に訪問看護を受けることが可
能な制度を特区において実施する。

1182 1182010

障害者ホームヘルプ
サービスの通勤、通
学等の利用制限の緩
和

〇身体障害者、知的障害者及び障害児の通勤、営業活動等の経
済活動及び通年かつ長期にわたる外出時に係る障害者ホームヘ
ルプサービスの利用を可能とする。

〇支援費制度を利用する際、「通勤、営業活動等の経済活動に係
る外出、通年かつ長期にわたる外出」においても利用可能とする
ことにより、就労や就学の機会が生まれ、障害者が健常者と同様
に、地域社会において自立した生活を営むことができるようにす
る。

〇措置制度下での身体障害者及び知的障害者の外出時における移動介護は、国通知
により「余暇活動等社会参加のための外出には、通勤、営業活動等の経済活動に係
る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当で
はない外出は含まれないものとし、原則として一日の範囲内で用務を終えることが
可能な外出とする。」とされ、外出時における移動介護の一部利用が制限されてき
た。
〇支援費制度移行後、新たに障害児の外出時における移動介護が認められることと
なったものの、身体障害者、知的障害者及び障害児も含め、いわゆる通勤、通学は
従前どおりの一部利用制限が設けられたままとなっている。
〇大都市圏である本府では、通勤、通学は長距離になることや公共機関利用の必要
性が大きいため、通勤、通学などの移動介護を対象としなければ社会参加を促進す
ることができないので、身体障害者、知的障害者及び障害児の外出時における移動
介護の一部利用制限を撤廃する必要がある。
〇これにより、障害者の自立、社会参加の機会を拡大できるとともに、介護者（家
族等）の負担の軽減にもつながるものと考えられる。

大阪府 大阪府
障害者の地域生活支
援特区

１、身体障害者及び知的障害者の外出時における移動介護
は、国通知により「余暇活動等社会参加のための外出には通
勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわた
る外出及び社会通念上本制度を適用することが適当でない外
出は含まれないものとし、原則として一日の範囲内で用務を終
えることが可能な外出とする。」とされているが、いわゆる通
勤、通学に関して利用特例を認めることにより外出困難な障害
者への社会進出が促進される。
２、知的障害者のグループホームの定員が国基準において4
人～7人とされているが、3人からの特例を認めることにより、
住宅の確保が極めて容易になりグループホーム数の増大につ
ながる。

1182 1182020
知的障害者グループ
ホームの定員要件の緩
和

知的障害者グループホームの定員は４人～７人とされているが、
「家」の確保を容易にするためには、これを３人以上に緩和する。

施設福祉重視から地域福祉重視へと障害者福祉施策の方向が転換
するなか、入所施設から地域への移行を促進するためにも、障害者の
地域生活の場としてのグループホームの設置促進が重要な課題となっ
ている。
しかしながら、本府のような都市部においては、入居者居室を個室とし
て提供するための物件（４ＬＤＫ以上）の確保が困難となっているので、
定員要件を緩和（3人以上）し、グループホームのさらなる増設を図る。

◎知的障害者グループホームの定員要件の緩和
・知的障害者グループホームの定員は４人～７人とされている。
・さらに、入居者には原則個室を確保することとされていることから、相互交流のス
ペースを含めると、最低４ＬＤＫ以上の物件が必要となる。
・本府のような大都市圏においては、こうした物件の確保は困難である。
・入居者の定員が３名以上に緩和されれば、物件の確保は飛躍的に容易になり、グ
ループホームの設置が促進される。なお、3人は、集団性の観点からみても最小単位
と考えることができる。
・本提案は、住宅確保の観点から、現行の支援費制度内におけるグループホームの
設置基準の緩和を求めるものである。
(想定される効果）
・本府においては、グループホームの約３割が２戸１タイプとなっている。複数の部屋
を活用する場合、同一マンションやアパート内において、近接した空き物件を確保しな
ければならないが、それはなかなか困難である。
　　※２戸１タイプ　２ＤＫ２部屋、２ＤＫ・３ＤＫ各１部屋ずつというように、複数の部屋を
活用しながら、グループホームとしては一体的に運営しているもの。
・また、本府では、府営住宅のグループホーム活用も進んでいるが（全体の約４分の
１）、公営住宅のタイプは広くても３ＤＫタイプが主流であり、近接２戸の空き住戸を確
保することは困難な状況にある。
・以上のような住宅事情から、定員が３人に緩和されれば、住宅の確保は極めて容易
になると予測できる。

大阪府 大阪府
障害者の地域生活支
援特区

１、身体障害者及び知的障害者の外出時における移動介護
は、国通知により「余暇活動等社会参加のための外出には通
勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわた
る外出及び社会通念上本制度を適用することが適当でない外
出は含まれないものとし、原則として一日の範囲内で用務を終
えることが可能な外出とする。」とされているが、いわゆる通
勤、通学に関して利用特例を認めることにより外出困難な障害
者への社会進出が促進される。
２、知的障害者のグループホームの定員が国基準において4
人～7人とされているが、3人からの特例を認めることにより、
住宅の確保が極めて容易になりグループホーム数の増大につ
ながる。

1152 1152010
特定知的障害者授産
施設の指定要件の拡
大

知的障害者授産施設の指定を受けることのできる団体は、地方公共
団体又は社会福祉法人に限定されているところ、適正な運営がなさ
れると認められる場合は、厚生農業協同組合連合会が指定を受け
られることを可能とする。

医療を行う厚生農業協同組合が組合員及び地域福祉増進の観点か
ら、知的障害者（通所）授産施設を支援費制度の下で行うことにより、
医療と福祉が一体となった運営が行われることとなる。
特に本町のような過疎地では、病院は地域の拠点施設であり、病院が
福祉事業を行うことにより、新たな地域づくりが進むことが見込まれ、よ
り一層の地域福祉の増進が図られる。

厚生連の所有する診療所の空き病床を利用して知的障害者通所授産施設を運営す
ることは、現行は地方公共団体か既存社会福祉法人しかできないこととなっている。
しかし、所有者である厚生連が直接、授産施設事業を行うことのほうが、医療と福祉
の連携を深めた地域福祉を実践するためにはより有益である。
対象者が少数散在の本地域においては、知的障害者の支援事業者は町村社協が一
部を担っているのみで、社会福祉法人の開設意欲のある者がいないため、在宅障害
者のケアマネジメントに苦慮しており、医療に実績のある厚生連が支援費事業者とな
ることは、授産事業の円滑な運営や事業の継続性、重度者に対する医療との連携の
上から極めて意義深く重要である。
よって、厚生連が知的障害者授産施設の指定を受けられることができるよう、規制を
緩和していただきたい。

長野県 長野県小海町 医療と福祉連携特区

小海町は長野県の東部に位置し、人口5918人の法指定の過
疎の町です。町を含む郡内に障害者の通所支援事業所がな
いため、ケアマネジメントに支障をきたしています。また、当地
域は知的障害者が散在しているため、社会福祉法人による利
用施設の開設が望めません。そこで、町内にある厚生連が運
営する診療所の空病床を転換して、支援費対象事業所として
通所授産施設を開設したいが、現行では厚生連は指定を受け
られないため、指定を受けられるよう規制を緩和する。これに
より、厚生連が医療と一体となって障害者福祉施設を運営する
こととなり、医療と福祉が連携した新たな地域づくりが行われ、
一層の地域福祉の増進が図られることとなります
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1037 1037010

児童（障害児）ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽ事業が対象としてい
ない児童のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
事業

児童（障害児）デイサービス事業の対象を広げ、12才～18才未満の
障害児も、児童デイサービスの対象とし、介護保険法による指定通
所介護事業所、身体障害者福祉法による指定デイサービス事業所、
知的障害者福祉法による指定デイサービス事業所、児童福祉法に
よる指定デイサービス事業所の利用を可能とする。

介護保険法による指定通所介護事業所、身体障害者福祉法による指
定デイサービス事業所、知的障害者福祉法による指定デイサービス事
業所、児童福祉法による指定デイサービス事業所にて、児童（障害児）
デイサービスの対象となっていない障害のある中学生、高校生に対し
デイサービスを行うことにより、保護者の就労支援、レスパイトを図る。

児童（障害児）デイサービスの対象は幼児、学齢児となっており、中学生、高校生につ
いては対象となっていない。しかし、養護学校、障害児学級に通学する障害のある中
学生、高校生については、学校が長期の休業となる夏休み等は、保護者が介護をし
ており、その間働くことができず、介護にも疲れることからデイサービスの要望が強
い。短期入所を利用するものの、その期間に利用が集中するため、思うように利用が
できない。また、本来の短期入所の目的である緊急時の利用ができなくなっている。
そのため、１２歳から１８歳未満（中学生、高校生）についても児童デイサービス事業
の対象とし、介護保険法による指定通所介護事業所、身体障害者福祉法による指定
デイサービス事業所、知的障害者福祉法による指定デイサービス事業所、児童福祉
法による指定デイサービス事業所でのデイサービスの利用ができるようにすること
で、身近な場所でのサービスの利用が可能となり、障害児の日中活動の場が確保で
き、保護者への就労支援、レスパイトが可能となる。

三重県 三重県

児童（障害児）ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽ事業が対象としてい
ない児童のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
事業

児童（障害児）デイサービス事業の対象は幼児、学齢児となっ
ていますが、中学生、高校生である、12才～18才未満の児童
についても児童デイサービス事業の対象とし、介護保険法によ
る指定通所介護事業所、身体障害者福祉法による指定デイ
サービス事業所、知的障害者福祉法による指定デイサービス
事業所、児童福祉法による指定デイサービス事業所にてデイ
サービスを利用できるようにすることで、養護学校、障害児学
級に通学する障害のある中学生、高校生の夏休み等の日中
活動の場を確保し、保護者への就労支援、レスパイトを図りま
す。

1267 1267040
外国人研修生の保険
等の加入手続の緩和

雇用保険及び厚生年金の適用除外枠の拡大
　技能実習生については、実習期間（特定活動）における雇用保険及
び厚生年金保険の被保険者の適用除外とする。

　技能実習生については、受入企業と雇用契約を結ぶため、雇用保険及び厚生年金
に加入する義務が生じる。しかし、在留資格の特定活動は技能実習生が当然に帰国
することを前提にしており、さらに働くために滞在しているわけではなく、本人の技術・
技能の向上のために実習を受けているにすぎない。
　よって、技能実習の期間は、雇用保険の加入趣旨である失業補償や厚生年金の加
入趣旨である相互扶助の概念に当てはまるものではないと考える。

福岡県 北九州市
北九州市国際物流特
区

  アジアに近いという地理的優位性、充実した社会基盤等の北
九州市の特色や響灘地区の大水深港湾の整備等の既存プロ
ジェクトに規制緩和を加え、北九州市のポテンシャルを顕在化
することで、産業の集積、港湾の国際競争力の強化を目指し、
地域経済の活性化を行うもの。

1060 1060010

技能実習移行対象職
種への「光学機能性
フィルム製造業務」職
種の追加

「技能実習制度推進事業運営基本方針」の「Ⅱ．各論　３．対象技能
等」（２）の項では「（１）の対象技能等に係る公的評価制度について
は、(財)国際研修協力機構に設置する技能評価の連絡調整に関す
る会議において審議の上、同機構が具体的に認定し、公表するもの
とする。」とされているが、当社愛媛工場における光学機能性フィル
ム製造業務については、当該業務における個別事情を勘案し、地域
限定的に(財)国際研修協力機構の認定を受けずに「技能実習制度」
へ移行することを可能にする。

中国において2004年7月に設立し、2005年8月より操業を開始する住友
化学全額出資子会社の光学機能性フィルム製品化工場における現地
採用のプラントオペレーターを住友化学愛媛工場内にある光学機能性
フィルム工場で３年間受入れ、技能実習を通じて、光学機能性フィルム
工場のプラントオペレーションに必要な技能を習得させ、それを部下の
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰに指導できる監督者候補として育成する。
　この技能実習を通じて次のような効果が期待できる。
①外国人オペレーターを実習生として受入れることにより、国際人材交
流を図ることができる。
②現在、当社は、光学機能性フィルム事業において、激化する国際競
争に勝ち抜くため、製造拠点を海外へシフトしているが、この技能実習
が可能となれば、愛媛工場を先端技術開発・国際人材育成を行う開発
センターとする生産体制を構築することができ、国内製造拠点の確保
により国内従業員(業務委託先である愛媛ケミカルテクノ(株)従業員)の
雇用確保、国内IT産業の存続・発展が期待できる。

2004年7月に住友化学全額出資子会社である住化電子材料科技(無錫)有限公司を
中国に設立し、2005年8月より液晶フィルムの部材である光学機能性フィルムの製品
化プラントを立ち上げる予定である。
 当該プラントのスムーズな立上げのため、現地採用のプラントオペレーターに対し
て、住友化学愛媛工場の光学機能性フィルム工場(当該業務は愛媛ケミカルテクノ
(株)へ業務委託)にて技能伝承・育成を図り、現地プラントの監督者として活用すること
を考えている。
　上記技能伝承は国際人材交流および中国における光学機能性フィルム製造産業の
発展に貢献する。また、外国人オペレーターの受入・育成を通じて、当社グループとし
て、愛媛工場を先端技術開発・国際人材育成を行う開発センターとする生産システム
の構築が可能になるが、このことは国内製造拠点の維持・発展ひいては国内労働者
(愛媛ケミカルテクノ(株)従業員)の雇用に資すると考えている。また、光学機能性フィ
ルムは国内の成長産業であるIT産業の一翼を担っている産業であるだけに、この生
産体制構築は国内IT産業の存続・発展にも資するものと考えている。
　しかしながら、現状、光学フィルム製造業務は、①技能検定制度および②(財)国際
研修協力機構(以下JITCO)が認定した技能評価試験制度の対象外職種であり、「技
能実習制度推進事業運営基本方針」の技能実習制度移行要件を満たしておらず、技
能実習制度への移行はできない。したがって、上記オペレーターの受入は、在留資格
「研修」による1年間の受入しか認められない状況にある。
　当該職種は単純労働ではなく、ある一定の実務経験と専門技能を要するものであ
り、技能実習制度への移行が認められている他職種と比較しても遜色ない技能レベ
ルが必要である。上記で掲げた構想実現のためには、1年間の研修だけでは不充分
である。
　光学機能性フィルム製造業務は新規産業であるため、業界団体の設立は難しく、
JITCOが認定する技能評価試験制度の対象職種への新規追加も困難な状況であ
る。
　したがって、当該職種における上記の個別事情を鑑み、地域限定の特例として、技
能実習制度移行職種の認定を受けることにより、上記構想を実現したい。　
　　

愛媛県

住友化学株式会
社　愛媛工場
愛媛ケミカルテク
ノ株式会社

外国人労働者育成およ
び光学機能性フィルム
産業発展構想

2005年8月に光学機能性フィルム工場の操業をスタートする住
化電子材料科技(無錫)有限公司の現地オペレーターに対し、
住友化学愛媛工場の光学機能性フィルム工場(当該業務は愛
媛ケミカルテクノへ業務委託)にて技能伝承を図り、現地プラン
トの監督者として活用することを考えている。
　この技能伝承により、①国際人材交流　②国内労働者の雇
用確保　③国内IT産業の発展　にもつなげていきたいが、その
ためには、当該職種の技能レベルを考慮すると、少なくとも
TOTAL3年間の研修・実習が必要である。
したがって、技能実習移行対象職種に含まれていない当該職
種についても技能実習制度へ移行できるように規制緩和いた
だきたい。
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1195 1195010

　技能実習生に対する
社会保険・労働保険
加入の一部撤廃

　外国人技能実習生の就業期間は２年間にもかかわらず、、日本人
従業員と同様に、社会保険や労働保険の加入が義務づけられてお
り、事業主や実習生の負担が大きいことから、労災保険には加入す
るが、年金と雇用保険の加入は撤廃し、医療保険については待遇の
一律化をはかるため国民健康保険への加入に改める。

  （協）川口鋳物海研会は、厚生年金の遺族年金・障害者年金に代え
て技能実習生総合保険に加入し、補償一時金により対応を図ってい
る。
　雇用保険法の失業給付に対しては、組合は実習生受け入れ企業か
ら３０万円の補償金を預託して失業時に備えている。
　労災保険には加入しているが、医療保険については、実習生の待遇
の一律化を図ることから国民健康保険の加入としている。

　本市は、鋳物、機械などの中小企業が集積する街である、これら中小企業の中には
高度な技術を擁し、外国人の技能実習生を受け入れている企業も多い。しかし、外国
人技能実習生の就業期間は２年間と短期間であるにもかかわらず、日本人従業員と
同様の社会保険・労働保険への加入が義務づけられていて、事業主や実習生にとっ
て大きな負担となっている。そこで、本特区において、外国人技能実習生に対する社
会保険等の一部適用除外の特例を導入し、事業主や実習生の負担軽減を図るもの
である。具体的には、現在実施している次の①～③の措置により、外国人技能実習
生に対する社会保険等の適用除外を認めてもらうものである。①厚生年金の遺族年
金・障害者年金に代えて、技能実習生総合保険に加入し、補償一時金により対応を
図る。②雇用保険法の失業給付に対しては、組合は実習生受け入れ企業から３０万
円の補償金を預託し失業時に備える。③労災保険には加入するが、医療保険につい
ては、実習生の待遇の一律化をはかることから全員国民健康保険への加入で対応す
る。

埼玉県
埼玉県川口市、
（協）川口鋳物海
研会

外国人技能実習生に
対する社会保険等一部
適用除外構想

　外国人研修生は、来日２年目からは技能実習生として企業と
の就労関係が生じ、社会保険・労働保険への加入が義務付け
られる。しかしながら、短期間にしては雇用主、実習生の保険
料負担が大きく、本特区において社会保険等の一部適用を除
外して負担を軽減し、外国人研修生の受入れ事業の円滑化を
図るものである。具体的には、現在実施している次の①～③の
措置により、外国人技能実習生に対する社会保険等の適用除
外を認めてもらうものである。①年金に代えて技能実習生総合
保険への加入②雇用保険に代えて企業側から補償金の預
託、③労災保険は加入し、医療保険については、実習生の待
遇の一律化を図ることから、国民健康保険への加入。

1267 1267030
外国人研修生の技能
実習対象職種等の拡
大

技能実習制度の認定機関や対象職種（現行６２職種１１３作業）を拡
大する

　財団法人国際研修協力機構が実施（委託先の公的機関を含む）する
研修成果の評価に基づく認定だけでなく、受入企業や他の民間機関の
評価に基づく認定も技能実習制度への移行を可能とする。

　また、現行制度で技能実習へ移行できる建設関係や機械・金属関係
分野の職種・作業も増やすとともに、その他の分野の職種・作業も増や
す。

　派遣国の研修に関するニーズが多様化してきており、より幅広い分野での外国人研
修生の受入れを可能とし、人材育成を促進させる。

福岡県 北九州市
北九州市国際物流特
区

  アジアに近いという地理的優位性、充実した社会基盤等の北
九州市の特色や響灘地区の大水深港湾の整備等の既存プロ
ジェクトに規制緩和を加え、北九州市のポテンシャルを顕在化
することで、産業の集積、港湾の国際競争力の強化を目指し、
地域経済の活性化を行うもの。

1283 1283010

障害者の雇用の促進
等に関する法律（以下
「障害者雇用促進法」と
いう。）及び関係法令に
基づく一般事業主の
１．８％の障害者雇用
率による障害者（身体
障害者及び知的障害
者）の雇用義務並びに
これに付帯する障害者
雇用納付金、障害者雇
用調整金及び報奨金
の制度

障害者や障害者を多数雇用する事業所等への業務の発注等も間接
的に障害者の雇用を支えていることを考慮して、一般事業主からの
こうした業務の発注等についても、その発注額の多寡に応じて、その
一定割合を障害者の雇用に相当するものとみなして障害者雇用率
を調整することとする。当該調整後の雇用率により、障害者雇用納
付金、障害者雇用調整金、報奨金を取り扱うこととする。

以下の障害者等への発注を対象として障害者雇用率の調整を行う。

ア　障害者を多数雇用する事業所（25％以上、かつ、５人以上）
イ　福祉工場など福祉的就労施設のうち一定の要件を満たすもの
ウ　障害者の起業に係る事業所のうち一定の要件を満たすもの
エ　在宅就業している障害者のうち一定の要件を満たすもの

上記の事業所への発注額が１８０万円を超えるごとに雇用１人分相当
として取り扱う。

①障害者雇用納付金については、発注額の３分の１に相当する額を控
除する。
②障害者雇用調整金及び報奨金については、発注額が１８０万円を超
えるごとに雇用１人分としてカウントして、支給金額を調整する。

現行の障害者雇用率制度は、事業所での雇用のみを対象とするものであり、在宅就
業や起業などその他の就業形態は前提としたものとなっていない。

多様な就業形態を前提とした障害者の就業環境を整備することにより、障害者の起
業や在宅就業の選択が容易となり、また特例子会社等の障害者多数雇用事業所の
安定的運営が期待でき、障害者の職業的自立に係る選択の幅が拡がることになる。

「アップル工房」は、障害者自身の起業による企業組合であり、一般事業主からの受
注増による収入の安定的確保と組合員たる障害者の経済的自立をめざすものであ
り、こうした取組みを支援する環境の整備を期待したい。

長野県

有限会社ヒグチ、
企業組合アップ
ル工房ウエダ、
企業組合アップ
ル工房イイダ

自立に向けた障害者の
多様な職業生活の選
択を可能とする就業環
境の実現をめざす特区
構想

　「企業組合アップル工房」は、障害者の働く場を創出すること
をめざし、長野県の飯田市、上田市において障害者自身の起
業により設立されました。私達の目標は、将来的に、障害者が
福祉的支援に頼り、一方的に支援を受けるだけの存在から､健
常者と対等に働き､自立に足る収入を得て､税金の納付をはじ
めとする応分の社会的貢献をなす存在へと変わっていくことで
あります。そのための機会が障害者に与えられなければなりま
せん。在宅就業、起業も含め、より広い観点から障害者の就業
環境を整備していく必要があります。このため、障害者雇用事
業所や障害者への発注も障害者雇用率においてカウントでき
るよう制度の見直しを行うことを提案します。
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1286 1286010
ＮＰＯ法人による多様
な働き方をすすめる人
材派遣特区

労働者派遣法第７条第１項第４号における資産要件において、ＮＰＯ
法人が許認可申請する場合、行政との協働事業をもって、資産要件
の緩和を求めるものである。ＮＰＯ法人は、資本金を持つことができ
ないため、資産要件である１千万円を持つことは、非常に難しいとい
える。しかし、実質的には派遣的事業（請負）を行っているところは多
くある。現在有償ボランティアなどのあり方も議論されているところで
あるが、むしろ介護保険での介護事業者同様にＮＰＯ法人が公共性
の高い人材派遣業に参入することは意義あるものと思われる。その
ためには、資産要件の緩和を切に願うものである。要件緩和に当
たっては、該当するＮＰＯ法人における要件が問題になってくるが、
行政との協働を積極的に進めているＮＰＯ法人やすでに派遣的事業
（請負）を行っていたり、キャリア教育をおこなっていたり、就労支援
をミッションにもっていらり、ＮＰＯ法人に対する中間支援を行ってい
るところが対象になると思われる。すでに自前の事務所を持ち活動
している団体も多いのである。

現在移行されている電子認証、電子入札、電子税務申告等電子化に
おいては、ＩＴの遅れている小規模事業所にとって、対応に苦慮し死活
問題となっており、支援を求められているのが現状である。新たな雇用
受け皿として、ＩＴ化に苦慮している小規模事業所における派遣が進む
ことは地域経済の活性化に寄与するものである。実際にこれらの事業
を進めていくためには、多様な働き方を望んでいる女性とシニアの活
用がふさわしく、スキルアップ等の教育を進めることにより市民のＩＴ化
も促進される。特に、母子家庭の就労支援を行っていくうえでは、ＩＴス
キルの向上は必須であり、就労トレーニングとしてもワークシェアリング
などの働き方が求められる。このように、取り組みを促進していくこと
は、行政との協働が必須となるが、今日求められている行政のアウト
ソーシングをも進めるものでもあり、市民参加を促進するものである。
求職者におけるキャリアアップ支援，キャリアカウンセリング、キャリア
デザイン構築支援など、雇用のミスマッチの解消が図られ，子育てが
一段落した後に再就職を希望する女性や，雇用情勢が他の年代層に
比べて極めて厳しい状況にある中高年齢層の求職者を中心に雇用機
会が拡大し，就職者数の増加，ひいては地域経済の活性化につなげ
ていくことができる。

現状のＮＰＯ法人においては、資産要件を満たせる団体は少なく、現状では、参入す
ることができない。ＮＰＯ法人は資本金を持てない。

東京都
NPO法人
CCCNET

NPO法人による多様な
働き方をすすめる人材
派遣特区

ＮＰＯ法人の人材派遣業の取得により、地域の再就職を希望し
ている女性やシニアに、短期間労働及びワークシェアリングな
どの多様な働き方を提供し、雇用のミスマッチを解消及び地域
経済活性化を図る。また、既存の人材派遣を活用し得ない小
規模事業所などのＩＴ化の促進に、求職者のキャリアアップ・
キャリアカウンセリング・キャリアデザイン構築などの教育等を
提供することにより、子育てが一段落した後に再就職を希望す
る女性や雇用情勢が他の年代層に比べて極めて厳しい状況
にある中高年層の求職者を中心に雇用機会が拡大し、就職者
数の増加に寄与する。

1243 1243010
士業者の派遣の容認
（社会保険労務士の派
遣の容認）

士業者の派遣業に関する計画（社会保険労務士の派遣業に対する
計画）

士業者の能力を最大限に活用すべく、士業者の派遣を認める。そのこ
とにより、企業は季節的・時期的に発生する専門職業務を円滑に行
え、かつ、顧問契約を行いにくい中小企業にもリーガルサービスの裾
野が広まります。

第4次提案における厚生労働省の回答は、派遣元企業は派遣社員（士業者）に対し
て、派遣先でどのように業務を遂行するかについても指揮命令を行う権限を有するた
め、実質的に無資格者の派遣元企業が士業者の業務に影響を与え、有資格者の業
務独占を定める社会保険労務士法28条等に抵触するとしています。しかし、学説によ
れば、派遣先企業の指揮命令権は労働契約を根拠とするところ、派遣先の使用者と
派遣労働者との間には雇用関係はないため、派遣先企業の指揮命令権の根拠は、
専ら労働者派遣契約に依存することとなります。つまり、使用者である派遣元が有す
る指揮命令権を派遣先に譲渡することによって、労働者派遣契約の範囲内で派遣労
働者への指揮命令が可能となるのです。したがって、指揮命令権譲渡後の派遣元企
業には包括的命令権や単なる指揮命令権は存在しえません。すなわち、派遣元企業
が社会保険労務士の職務の独立性を害するような指揮命令はなしえないのです。ま
た、社労士法14条の２③、16条の２、16条の３には、事業所に勤務しながら、社労士
の業務を行う社労士（勤務社労士）に関する規定があります。これは、事業所に勤務
する勤務社労士であっても、社労士業務を行うことを認めた規定です。この規定は社
労士の独立性との他人の指揮命令権との関係が矛盾しないことを認めています。勤
務社労士の業務においても、職務の独立性は維持されているということを認めていま
す。よって、派遣元企業が指揮命令権を譲渡した後は、派遣元企業が社労士を操り
派遣先企業で実質的な社労士業務を行うことはありえません。以上より、士業者の派
遣を認めることを再提案いたします。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

士業者派遣に関する規
制改革提案(社会保険
労務士の派遣業計画)

士業者の能力を最大限に活用すべく、士業者の派遣を認め
る。そのことにより、企業は季節的・時期的に発生する専門職
業務を円滑に行え、かつ、顧問契約を行いにくい中小企業にも
リーガルサービスの裾野が広まります。また、行政書士におい
ては、行政書士の業務内容である書類作成を社員に行わせて
いることが多く、そのような書類の中には形式的用件を十分に
満たしていないものが多くあります。この業務を派遣の行政書
士に任せることにより、企業のニーズのみならず、行政の効率
的運営にも資するといえます。

1011 1011010
年次有給休暇の時間
単位での付与

１日若しくは半日単位での付与が定められている民間事業所の年次
有給休暇制度について、１時間単位での付与を認める。

　年次有給休暇制度の利便性が高まって取得が容易になることで、家
庭生活の充実や地域社会活動への参加促進の一助となり、活力ある
豊かな地域社会の創造につながる。また、労働者が職業生活以外の
部分でも積極的に活動できることで職場においてもメリハリのある勤務
態度が醸成され労働生産性の向上が期待でき、企業も従業員の地域
活動参加の促進という観点から豊かな地域社会の形成へ貢献するも
のであって、労使双方にとり有意義である。

・年次有給休暇制度は本来の目的を休養のためとしているが、現実には子弟のPTA
活動、家族や自身の通院、町内会など地域活動等々に充てられることも多く、１日や
半日ではなくさらに短い単位の取得で十分な場面が少なくない。
・男女共同参画の意識の高まりや、少子高齢化の進行に伴う育児や介護の問題等、
人は職業人としてのみならず、家庭や地域社会でも確立した個としての存在であるこ
とが求められており、それらの両立を図るためにも１日の中における時間の柔軟な活
用が可能であることが望ましい。
・公務員の場合、国家公務員は人事院規則で、地方公務員は人事委員会若しくは各
自治体の規則により、年次有給休暇は１時間単位で取得できる旨が定められており、
有効に機能している。

長野県
長野県諏訪郡下
諏訪町

働きやすい環境づくり
特区

労働基準法及び関係通達により、１日若しくは半日単位での付
与が定められている民間事業所の年次有給休暇制度につい
て、１時間単位での付与を可能にする。この結果、年次有給休
暇の利便性が高まって取得が容易になることで、家庭生活の
充実や地域社会活動への参加促進の一助となり、喫緊の課題
である少子高齢化に対応する活力ある豊かな地域社会の創
造につながる。また、労働者が職業生活以外の部分でも積極
的に活動できることで職場においてもメリハリのある勤務態度
が醸成され労働生産性の向上が期待でき、企業も従業員の地
域活動参加の促進という観点から豊かな地域社会の形成へ貢
献する効果が期待できるもので、労使双方にとり有意義であ
る。

1052 1052010

　給与・賃金等の支給
について、「通貨」払を
規定している現行法
（「労働基準法第24条
第1項」及び「地方公務
員法第25条第2項」）の
適用基準の緩和

　総務省通達昭和50年4月8日自治給第25号中「給与の口座振込
は、職員の意思に基づいているものであること」、及び厚生労働省通
達昭和50年2月25日基発第112号中の「口座振込みは、書面による
個々の労働者の申出又は同意により開始し」を削除して取扱うこと
ができるものとする。

　職員からの申出の有無にかかわらず、全職員の給与・賃金等の支払
事務は、職員本人名義の預貯金口座に振り込むことだけで完了するこ
とになり、事務負担の軽減が図られる。

　現行の給与・賃金等の支払事務は、口座振込払と現金払の二本立てで行なってい
る。現金払は金種の手配から職員へ確実に手渡すまでの保管など、事務負担や安全
面において問題が多い。民間では全額口座振込による支給が大半となっている中
で、旧態依然の現金払を永続させるのは、佐賀市が目指す「電子自治体」構築の観
点からも、阻害要因の一つとなっている。よって、「職員からの同意」を得なくても、全
額口座振込を実施できるように規定を改めようとするものである。
　なお、労働基準法第２４条及び地方公務員法第２５条の規定は、賃金の支払い方法
について原則を定め、賃金が確実に労働者本人の手に渡るように配慮したものであ
るが、現行の地方公務員の制度の中では、不払いや現物支給など労働者に不利益と
なることが起こることは考えられない。

佐賀県 佐賀市
電子自治体構築のた
めの職員給与等の支
払い効率化特区

全職員への給与・賃金等の支給については、本人の意思に関
係なく、全額を本人名義の預貯金口座に振り込むことができる
ようにする。そのために、「通貨」払を規定している現行法（「労
働基準法第24条第1項」及び「地方公務員法第25条第2項」）の
適用基準を緩和する。
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1265 1265010
　市町村による障害の
ある方の最低賃金法の
適用除外許可

　最低賃金法第８条において都道府県労働局長の許可が必要とさ
れている精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最
低賃金の適用除外について、一定期間（一年程度）に限り市の判断
で許可できることとするものです。

　障害のある方の障害の程度や特性について調査するとともに、仕事
内容について事業者と調整を図り、仕事内容に見合うと判断できる場
合は、一定期間（一年程度）に限り市が最低賃金適用除外の許可を行
うことで、障害者就労機会の拡大を図ります。この一定期間経過後、引
き続き仕事を続けられると考えられる場合は、現行制度に基づき、都
道府県労働局長に最低賃金の適用除外許可申請を行って雇用契約を
締結します。

　障害のある方の就労については、例えば健常者であれば８時間で終了する仕事を
障害のある方は１０時間かかる場合や、二人で手分けして仕事に取り組んだ場合、そ
の仕事に対して事業者が支払う賃金を増額するか、障害のある方が受け取る賃金を
減額するかのどちらかで対応するしか方法はありません。障害のある方を雇用するこ
とについては、事業者に特定求職者雇用開発助成金が支払われるといった支援措置
がありますが、市内の企業のほとんどが一定率の障害者雇用を義務付けられていな
い中小企業であり、自らが都道府県労働局長に許可申請をしてまで障害のある方を
雇用しようとする使用者がいないこと、また、許可申請手続きを行うことにより、求人
から雇用契約成立までに時間を要することも、新座市の障害者就労を阻む要因となっ
ています。
　また、厚生労働省社会保障審議会障害者部会が平成１６年７月１３日付けでまとめ
た「今後の障害保健福祉施策について（中間的なとりまとめ）」にもあるとおり、就職し
てもすぐに辞めてしまうケースや精神に障害のある方の短時間就労が望ましいなど
の問題がある現状においては、障害者就労機会の促進及び使用者の負担軽減のた
め、仕事への適性を判断し、職場経験を積むための一定期間（一年程度）を設け、そ
の後都道府県労働局長への申請を行って仕事を続けるかを判断する仕組みが必要
です。この一定期間に限っては、最低賃金の適用除外許可を市が迅速に行うことで、
障害のある方の就労機会が増大するものと考えます。平成１２年１２月から市が直接
障害者就労支援センターを設置して障害のある方の就労支援へ取り組んでいる実績
があり、専門的知識を有し、障害のある方の実態を熟知している職員がいるという特
性を持つ新座市においては、その最低賃金の適用除外許可の判断を適切に行うこと
ができるとの考えから、提案するものです。

埼玉県 埼玉県新座市
障がい者いきいきワー
キング特区

　現行制度では、最低賃金の適用を除外するためには、使用
者が都道府県労働局の許可を得ることが必要となっており、こ
の使用者への負担と許可にかかる時間的問題が、障害のある
方の就労機会を狭める要因となっています。
　障害者就労の問題点から、仕事への適性を判断し、職場経
験を積むための一定期間（一年程度）を設け、その後都道府県
労働局長への申請を行って仕事を続けるかを判断するといっ
た過渡的措置が必要であると考え、その一定期間の最低賃金
の適用除外の判断については、直接障害者就労支援センター
を設置し、専門的知識を有し、障害のある方の実態を熟知して
いる職員がいる新座市が行う特例措置を提案します。

1088 1088010

相乗り通勤時の災害を
通勤災害として、労働
者災害補償保険の適
用対象とする。

地球温暖化効果ガスの削減にはCO2発生量の多いマイカー通勤を
相乗りにより行い、削減することが効果的だが、相乗り時に労災適用
とならないため、相乗り通勤推進の支障となっている。このため、相
乗り通勤時の災害を通勤災害として労働者災害補償保険の適用と
する。

地球温暖化効果ガスの削減にはCO2発生量の多いマイカー通勤を相
乗りにより行い、削減することが効果的だが、相乗り時に労災適用とな
らないため、相乗り通勤推進の支障となっている。このため、現在１
ルートとなっている通勤ルートについて数ルートの記載を可能とし、相
乗り通勤時の災害を通勤災害として労働者災害補償保険の適用とで
きるようにする。

長野県のCO2排出量中は、１９９０年度と比較し、２０００年度で運輸部門が２６．８％
増加しており、その殆どが自動車によるものである。自動車保有台数は３０％伸びて
おり、利用目的で最も高いのは通勤である。このため長野県地球温暖化防止県民計
画において温室効果ガス削減には、マイカー通勤削減が効果的ある市部で５０％、郡
部で２５％の削減で４７５千ｔの削減をうたって相乗り等による通勤を推奨しているが、
相乗りによる通勤時の事故は労働者災害補償保険の適用とならないため拡がりが見
られない。このため、特区により、相乗り通勤時の災害を通勤災害として労働者災害
補償保険の適用とできるようにし、相乗り通勤の拡大を計り、地球温暖化効果ガスの
排出量削減を行う。

長野県

長野県    長野県
地球温暖化防止
活動推進セン
ター

相乗り通勤特区
相乗りによる通勤時の災害を通勤災害と認めることにより、地
球温暖化ガスの排出量の大きい自動車通勤による排出量の
削減を図る。

1203 1203010

第一種圧力容器の検
査方法の変更（８年ごと
の開放検査、４年連続
運転後の代替検査の
実施）

第一種圧力容器は、現行では最長４年の連続運転後の性能検査に
おいて開放検査が義務付けられている。高圧ガス施設の安全管理と
の一元化によりプラント全体の生産効率の向上を図るため、４年連
続運転の認定・実績のある事業場にあっては、第一種圧力容器を４
年連続運転を実施した後停止し、開放検査に代わる代替措置(検
査）を行うことにより、第一種圧力容器の安全性が確認されたものに
限り、更に４年連続運転を実施し、開放検査は通算８年ごとに実施
するよう検査方法を変更する。

４年連続運転の認定を取得し、開放検査の実績のある第一種圧力容
器について、４年連続運転後に運転を停止した上で、安全弁、緊急遮
断弁、インターロックの作動試験等を実施し、現行の連続運転に係る
規定で担保される安全性と同等以上の安全性が確保されているもの
について、更に４年連続運転を行い、通算８年ごとに開放検査を実施
する。
開放検査周期を８年とすることにより、結果として、高圧ガス保安法で
定める開放検査周期と一元化され、事業場の生産性の向上及び第一
種圧力容器の保全費抑制が図られ、国際競争力向上に寄与するもの
と考えられる。

現行の特定事業「９１１-１」の特例措置は、単に開放検査周期の延長を可能とするも
のではなく、４年以上の連続運転期間の延長を可能とする特例措置であり、本県が希
望する「８年ごとの開放検査、４年連続運転後の代替検査の実施」は、適用対象にな
らない旨の見解が国（厚生労働省）から示されたことから、検査方法の変更として提
案するものである。

千葉県 千葉県
京葉臨海コンビナート
活性化特区

　４つの石油・石油化学コンビナートがある京葉臨海コンビナー
トは、本県工業の中核地域であるが、近年、設備投資の低下
が顕著で、将来、地域産業の競争力低下が懸念される。企業
の国際競争力の強化を図るためには、生産・物流・研究活動な
どの面で企業の合理的な活動に影響を与えている各種規制を
見直し、「京葉臨海コンビナート活性化特区」を拡充する必要
があり、以下の２つを提案する。

①第一種圧力容器の検査方法の変更（８年ごとの開放検査、
４年連続運転後の代替検査の実施）
②コンビナートの装置運転業務における派遣期間の撤廃

1203 1203020
コンビナートの装置運
転業務における派遣期
間の撤廃

コンビナート事業所における石油精製及び石油化学工業の装置運
転業務の派遣期間の制限を撤廃することにより、安全管理が徹底
し、かつコンビナート企業の競争力向上に資するアウトソーシングを
可能とする。

コンビナート事業所において、安全管理の徹底を図り、合わせて企業
の競争力を向上させるため、労働者派遣法令を石油精製及び石油化
学工業の装置運転業務の派遣期間の制限を撤廃する。

（効果）
(1) 請負契約の場合と異なり、派遣事業では派遣先の指揮命令に服す
るため、安全管理を徹底できる。
(2) 装置運転員に係る技能の継承が問題視されている昨今の状況を
踏まえ、長期の習熟期間を確保できる。
(3) 雇用の多様化を図ることにより、企業の固定費負担を低下させ、国
際競争力の向上に繋げる。

労働者派遣法では、16年3月1日から製造業の労働者派遣が可能となったが、コンビ
ナート事業所における石油精製及び石油化学工業の装置の運転業務の一部をアウト
ソーシングにより実施する場合、その業務の特殊性から現状においては実質的に労
働者派遣が困難で、「請負契約」による業務の委託しかできない。
コンビナートにおける装置運転業務は、労働者派遣法の製造業への派遣期間[最長１
年間（平成１６年３月１日から起算して３年を経過した時点からは３年間）]の制限を受
ける。
安全性確保のためには、専門的な知識・経験が必要であり、派遣期間制限のため
に、事実上、派遣の実現が困難となっている。

千葉県 千葉県
京葉臨海コンビナート
活性化特区

　４つの石油・石油化学コンビナートがある京葉臨海コンビナー
トは、本県工業の中核地域であるが、近年、設備投資の低下
が顕著で、将来、地域産業の競争力低下が懸念される。企業
の国際競争力の強化を図るためには、生産・物流・研究活動な
どの面で企業の合理的な活動に影響を与えている各種規制を
見直し、「京葉臨海コンビナート活性化特区」を拡充する必要
があり、以下の２つを提案する。

①第一種圧力容器の検査方法の変更（８年ごとの開放検査、
４年連続運転後の代替検査の実施）
②コンビナートの装置運転業務における派遣期間の撤廃
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1038 1038010

現行の財務諸表の注
記事項等（営業報告
書、附属明細書を含
む）に雇用・労働関係な
どの社会的責任投資
の具体的な情報を記載
すること及びその実効
性を担保するための新
たな資格制度の創設

法定の財務諸表の注記項目に従業員および労働関係の状況の記
載を法定化する。たとえば労働災害の発生数とそれに伴う補償額や
引当金繰入額、災害防止費用額、、障害者雇用数とそれに伴う報奨
金額または納付金額、離職率、従業員の年齢構成、定年年齢、派遣
労働者及び業務請負業者の利用状況。ストックオプションの付与の
有無など。加えて証券取引法監査・商法特例法監査などの対象と
なっていた企業の範囲を拡大する。すなわち従業員数に基づいた適
用規模の要件を加え、医療法人、社会福祉法人（たとえば従業員数
１００名以上の法人・企業を対象とするなど）なども一元的な会計
ルールにおける財務諸表の開示対象法人とする。

　財務諸表の監査は主に会計監査であるが、業務監査として労働関係
の状況を記載を法定化する。そのために監査法人に社会保険労務士
の資格を持ったもののうち、一定の試験に合格した者の参画を義務付
ける。このようにしてはじめて、監査法人としても労働関係に関する事
項についても無限定適正意見などの意見が表明できると考える。なお
外部の専門家としての社会保険労務士を監査法人が利用するという
形態では一元的な財務諸表の監査ではないため不適当である。独立
の経済主体同士が協力するような監査形態では、相手の専門能力の
判定などに時間と費用の追加的な負担が要求されることも指摘でき
る。また専門家にとっても責任の分担となり、不測の損害をこうむる可
能性がある。

　投資家にとって企業の財務状況を図る有力な手段が財務諸表である。だが現行の
財務諸表の限界として、従業員のモチベーションや災害防止努力といった局面を十分
に表示できないということが指摘できる。確かに人的側面を財務諸表そのものに載せ
ることが会計理論的には困難である。だが困難であるからといって全く記載しないの
は投資家にとって企業の会計的な姿のある側面の情報が欠けることにつながる。さら
には新規学卒者が就職をする際にも財務情報は企業選択の一手段となる。そこで財
務諸表の注記に最低限の項目の記載を義務付けるべきだと考える。その際、その人
的側面に関する業務監査に民間における人事の専門家である社会保険労務士が現
時点では近い業務を行っている専門職種だと考える。具体的には給料賃金、退職
金、福利厚生費、災害防止等の教育研修費といった人的側面の項目に関することに
ついては一定の知識がある。だが会計監査及び業務監査が考えられるなか、社会保
険労務士の試験形態は主にマークシート方式であるため、財務諸表の意見表明のた
めに合理的な基礎を提出できるだけの能力が担保されているとは言いがたい。上記
考慮の結果としては、新たな資格制度を創設するか、既存の社会保険労務士試験を
高度化すべきである。論文形式も取り入れ、すでに資格を有しているか開業している
かを問わず、再度受験が必要となるようにしなければならない。難関試験化すること
は容易に予想される。また、提案内容からいって必然であるとさえ思われる。その場
合、合格後の活躍の場が担保されていなければならないことから考えても、合格者が
監査法人に属することを政策的に誘導し、義務付けるべきである。それによって専門
家としての被監査企業からの経済的独立性が担保されると考える。また単一企業に
対して複数の監査主体から監査を受ける場合には異なる結果が出ることにもなりか
ねないことから、新たな資格の単独の法人組織制度の創設は有害であると考える。

東京都 　佐藤一郎

財務諸表による情報開
示の充実、開示対象法
人の拡大及びあらなた
専門資格の創設

開示される企業情報は財務諸表の会計情報が中心である。人
的資源などの会計情報以外の情報が不足している。そのため
に投資家にとって有用な情報が不足している。したがって開示
対象情報を増加すべきである。財務諸表等規則の対象となり
開示される法人を拡大して、共通化された会計ルールで開示さ
れるよう求める。さらに財務諸表を作成するために新たな専門
資格の創設を提案する。

1170 1170010
農村地域工業等導入
促進法における農村地
域要件の緩和

　掛川市における新エコポリス工業団地は、農村地域工業等導入促
進法に基づく農工計画を平成12年度に策定し、掛川市全額出資の
公益法人を事業主体として実施し、現在までに１期工事に概ね目処
がつき、17年度より２期工事に着手したいと考えておりますが、平成
17年４月の市町村合併により当市の人口は８万人から11万人にな
り、当該法令において農村地域としての要件（人口10万人以下、人
口増加率全国平均以下、第２次産業就業者比率全国平均以下）を
満たさなくなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本計画は、当市が国からの自立を目的とした自主財源確保施策の
ひとつであり、また工業団地計画を推進することによる新たな雇用の
創出と地域経済の活性化を図るものでもあるため、当該法令におけ
る農村地域要件（人口、人口増加率または第２次産業就業者比率）
に対し、市町村合併による新市人口認定要件の緩和若しくは経過的
措置について提案するものです。

新エコポリス第２期工事推進計画（概要）　　　　　　　　事 業 名　　新エ
コポリス第２期工事　　　　　　　　　事業主体　　掛川市開発公社 　　　　
　　　　　事業規模　　19.5ha　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業期
間　　平成17年度～平成22年度

　市町村合併により、新市人口規模が要件を上まわるとしても、社会基盤や農業基盤
等旧市の構造そのものに大きな変化を伴うものではなく、もともと農村地域であった自
治体が合併により人口増加を来すことになったのが実情であります。当市では、安定
財源の確保と地元雇用の創出が可能となる工業団地整備を早期に実施したいため、
当該法令における人口要件等を緩和、若しくは経過的措置として救済をお願いするも
のです。

静岡県 静岡県掛川市
農村工業早期着手特
区

　掛川市における新エコポリス工業団地実施計画は、当市が
国からの自立を目的とした自主財源確保施策のひとつであり、
また新たな雇用の創出と地域経済の活性化を図るものでもあ
るため、当該法令における農村地域要件（人口、人口増加率
または第２次産業就業者比率）に対し、市町村合併による新市
人口認定要件の緩和若しくは経過的措置について提案するも
のです。


